
1

『
集
古
十
種
稿
』
の
分
析
か
ら
み
る
『
集
古
十
種
』
完
成
ま
で
の
過
程

川
　
見
　
典
　
久

は
じ
め
に

　

紀
伊
藩
主
か
ら
江
戸
幕
府
八
代
将
軍
と
な
っ
た
徳
川
吉
宗
は
、
政
治
・
経
済
・

文
化
の
多
方
面
に
わ
た
っ
て
改
革
的
な
施
策
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

筆
者
が
興
味
を
持
つ
武
器
・
武
具
の
分
野
に
お
い
て
も
、
寺
社
や
大
名
、
旗
本
な

ど
の
所
有
す
る
由
緒
あ
る
名
品
を
上
覧
す
る
と
と
も
に
、
甲
冑
師
・
春
田
故
明
を

西
国
に
派
遣
し
て
古
武
器
を
探
索
さ
せ
、
そ
の
模
写
を
献
上
さ
せ
た（

（
（

。
そ
の
目
的

は
古
製
を
知
り
、
新
た
に
製
作
す
る
際
の
参
考
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
実
際
に
中

世
の
形
式
に
よ
る
大
鎧
を
作
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
刀
剣
に
つ
い
て
も
本
阿
弥
家

に
名
刀
を
列
挙
し
た
名
物
帳
の
提
出
を
命
じ
る
一
方
、
刀
鍛
冶
の
全
国
調
査
を
お

こ
な
い
、
優
れ
た
刀
工
を
江
戸
へ
呼
び
寄
せ
て
作
刀
さ
せ
た
。
伊
勢
貞
丈
を
は
じ

め
と
す
る
十
八
世
紀
に
お
け
る
武
家
故
実
研
究
の
高
ま
り
な
ど
、
江
戸
中
期
か
ら

後
期
に
か
け
て
の
復
古
の
流
れ
は
吉
宗
の
活
動
が
契
機
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
吉
宗
が
集
積
し
た
情
報
が
ま
と
ま
っ
た
書
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

孫
に
あ
た
る
松
平
定
信
が
編
纂
し
た
『
集
古
十
種
』
は
、
吉
宗
の
お
こ
な
っ
た

故
実
の
探
求
を
形
に
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
昨
年
の
紀
要
で

は
そ
の
う
ち
兵
器
篇
を
取
り
上
げ
、
伊
勢
貞
丈
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
蓄
積
さ
れ
た

情
報
を
基
礎
に
編
纂
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。
し
か
し
、『
集
古
十
種
』

全
体
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な

か
で
も
八
十
五
冊
の
完
本
に
至
る
以
前
の
先
駆
的
・
過
渡
的
な
版
本
と
さ
れ
る

『
集
古
十
種
稿
』
は
、『
集
古
十
種
』
の
編
纂
を
考
え
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
り
、

両
者
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
（
の
序
文
を
有
す
る

の
は
『
集
古
十
種
稿
』
の
み
で
あ
り
、
そ
の
増
補
改
訂
に
よ
り
八
十
五
冊
が
完
成

し
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
集
古
十
種
』
掲
載
の
資
料
を
取
り
上

げ
る
際
に
は
寛
政
十
二
年
の
成
立
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
前
々
号
に
お
い
て
杉
本
研
究
員
が
江
戸
時
代
に
出
土
し
た
古
鏡
や
古

鈴
の
情
報
を
漢
学
者
や
国
学
者
、
考
証
家
ら
が
ど
の
程
度
得
て
い
た
の
か
を
検
討

し
た
と
こ
ろ
、
実
物
資
料
や
模
本
の
伝
来
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
判
明
す
る
も

の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た（

（
（

。『
集
古
十
種
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
に
掲
載
さ

れ
た
資
料
の
情
報
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
を
丹
念
に
検
証
す
る

こ
と
に
よ
り
、
江
戸
時
代
の
故
実
研
究
に
つ
い
て
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
集
古
十
種
』
の
資
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
的

な
作
業
と
し
て
、
ま
ず
『
集
古
十
種
稿
』
の
現
存
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
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構
成
や
内
容
が
『
集
古
十
種
』
完
本
と
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
の
か
を
明
確
に
す

る
。
そ
の
う
え
で
、『
集
古
十
種
稿
』
に
な
く
完
本
で
追
加
さ
れ
た
資
料
に
つ
い

て
、
定
信
周
辺
に
そ
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
判
明
す
る
も
の
を

取
り
上
げ
、『
集
古
十
種
』
完
成
ま
で
の
過
程
や
そ
の
時
期
を
考
え
る
足
が
か
り

と
し
た
い
。

一
　『
集
古
十
種
稿
』
の
所
蔵
状
況

　
『
集
古
十
種
』
の
完
本
（
以
下
、
八
十
五
冊
本
と
称
す
る
（
は
全
八
十
五
冊
を

数
え
、
碑
銘
篇
十
三
冊
、
鐘
銘
篇
九
冊
、
兵
器
篇
二
十
五
冊
、
銅
器
篇
三
冊
、
楽

器
篇
六
冊
、
文
房
篇
二
冊
、
印
章
篇
七
冊
、
扁
額
篇
十
冊
、
古
画
・
法
帖
篇
十
冊

で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
兵
器
篇
は
「
甲
冑
」
十
二
冊
、「
弓
矢
」
二
冊
、「
旌

旗
」
五
冊
、「
刀
剣
」
三
冊
、「
馬
具
」
三
冊
に
細
分
さ
れ
、
古
画
・
法
帖
篇
は

「
古
画　

肖
像
」
五
冊
、「
七
祖
賛　

弘
法
大
師
真
蹟
」
二
冊
、「
法
帖　

定
家
卿

真
蹟
小
倉
色
紙
」
一
冊
、「
牧
渓
玉
澗
八
景
」
一
冊
、「
名
物　

古
画
」
一
冊
か
ら

成
る
。
現
在
も
そ
の
版
木
一
四
五
一
枚
が
三
重
桑
名
の
鎮
國
守
國
神
社
に
所
蔵
さ

れ
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
版
木
を
使
用
し
て
明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
（
に
は
青
木
嵩
山
堂
よ
り
総
目
録
三
冊
を
加
え
た
八
十
八
冊
と
し
て

刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
四
十
一
年
に
は
国
書
刊
行
会
よ
り
洋
装
本
四
冊
に
再
編

集
し
た
も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
国
書
刊
行
会
本
は
全
体
の
順

序
な
ど
を
大
き
く
入
れ
替
え
て
お
り
、
用
い
る
際
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　
『
集
古
十
種
稿
』（
以
下
、『
稿
』（
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
彦
根
城
博
物
館
、

国
立
国
会
図
書
館
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
、
台
東
区
立
書
道
博
物
館
、
ハ
ー

バ
ー
ド
燕
京
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
現

存
状
況
と
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。
表
（
に
八
十
五
冊
本
と
そ
れ
ぞ
れ
の
所
蔵
す

る
『
稿
』
の
巻
構
成
を
ま
と
め
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
大
坂
の
国

学
者
・
尾
崎
雅
嘉
（
一
七
五
五
〜
一
八
二
七
（
は
当
時
出
版
さ
れ
て
い
た
『
集
古

十
種
』（
実
際
に
は
『
稿
』
か
（
を
『
群
書
一
覧
』（
享
和
元
年
〈
一
八
〇
一
〉
序
（

の
な
か
で
紹
介
し
て
お
り
、
参
考
と
し
て
そ
の
冊
数
も
表
に
示
し
た
。

　

ま
ず
、
彦
根
城
博
物
館
が
所
蔵
す
る
井
伊
家
伝
来
本
（
以
下
、
彦
根
本
（
は

五
十
二
冊
か
ら
成
る（

（
（

。
本
資
料
は
平
成
十
二
年
に
福
島
県
立
博
物
館
に
て
お
こ
な

わ
れ
た
展
示
で
紹
介
さ
れ
、
そ
の
図
録
に
収
録
さ
れ
る
佐
藤
洋
一
氏
の
論
考
に
よ

る
と
、
箱
に
納
め
ら
れ
た
四
十
七
冊
と
別
置
さ
れ
て
い
る
印
章
篇
五
冊
が
あ
り
、

兵
器
篇
の
「
甲
冑
」
と
古
画
・
法
帖
篇
が
含
ま
れ
て
い
な
い（

（
（

。
た
だ
し
こ
れ
と
は

別
に
「
小
倉
山
の
色
紙
写
」
と
手
書
き
の
外
題
を
付
し
た
一
冊
が
あ
り
、「
法
帖

　

定
家
卿
真
蹟
小
倉
色
紙
」
の
未
完
成
版
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

近
年
購
入
さ
れ
た
国
立
国
会
図
書
館
の
所
蔵
本
五
十
二
冊
も
彦
根
本
と
同
じ
構

成
で
あ
る（

（
（

。
な
お
、同
館
所
蔵
の
『
集
古
十
種
』
に
は
、兵
器
篇
の
「
旌
旗
」、「
馬

具
」、「
弓
矢
」、「
刀
剣
」、
印
章
篇
の
序
目
巻
、
追
加
巻
、
銅
器
篇
、「
法
帖　

定

家
卿
真
蹟
小
倉
色
紙
」
の
八
冊
か
ら
成
る
一
本
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
銅
器
篇
に

の
み
序
文
が
付
属
し
、
内
容
も
八
十
五
冊
本
と
は
異
な
り
彦
根
本
と
一
致
す
る
た

め
、『
稿
』
が
一
冊
だ
け
混
入
し
て
い
る
と
わ
か
る
。

　

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
（
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
寄
託
（
所

蔵
本
は
五
十
八
冊
か
ら
成
る
（
以
下
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
本
（。
収
納
す
る
箱
の
蓋

に
は
「
徳
川
家
南
癸
文
庫
蔵　

集
古
十
種　

全
五
十
三
冊
」
と
あ
り
、
印
記
か
ら

も
五
十
三
冊
は
紀
伊
徳
川
家
の
南
葵
文
庫
旧
蔵
と
わ
か
る（

（
（

。
た
だ
し
、
楽
器
篇
六

冊
に
は
『
稿
』
で
あ
れ
ば
存
在
す
る
は
ず
の
序
文
が
掲
載
さ
れ
ず
、
内
容
か
ら
も

八
十
五
冊
本
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ま
た
、
鐘
銘
篇
巻
八
の
一
冊
、
刀
剣
篇
二
冊
は

他
と
表
紙
が
異
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
七
祖
賛
二
冊
も
含
め
た
計
五
冊
に
は
「
田

安
府
芸
台
印
」「
献
英
楼
図
書
記
」
の
印
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
田
安
家
の
旧
蔵
本
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と
判
明
す
る
。
彦
根
本
や
国
会
本
に
は
な
い「
法
帖　

大
師
真
蹟
七
祖
賛
」二
冊
、

「
法
帖　

定
家
卿
真
蹟
小
倉
色
紙
」
一
冊
、「
名
物　

古
画
」
一
冊
な
ど
計
四
冊
が

含
ま
れ
る
点
が
貴
重
で
あ
る
。

　

こ
の
他
、
台
東
区
立
書
道
博
物
館
に
は
碑
銘
篇
と
鐘
銘
篇（

（
（

、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
図
書
館
に
楽
器
篇
が
所
蔵
さ
れ
る（

（
（

。

　
『
集
古
十
種
稿
』は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
も
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
集
古
十
種
』
と
し
て
登
録
さ
れ
る
も
の

の
な
か
に
『
稿
』
が
紛
れ
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。
今
後
、
両
者
を
区
別
す
る
た

め
に
も
、
ま
ず
は
現
在
判
明
し
て
い
る
も
の
か
ら
『
集
古
十
種
』
と
『
集
古
十
種

稿
』
の
内
容
を
比
較
し
、
そ
の
違
い
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
特
に
断

ら
な
い
限
り
『
稿
』
は
彦
根
本
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
比
較
す
る
『
集

古
十
種
』
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
う
ち
、
八
十
五
巻
を
三
十
一
冊
に
装
幀
し

直
し
た
も
の
を
利
用
す
る
。
た
だ
し
錯
簡
が
少
な
く
な
い
た
め
、
必
要
に
応
じ
て

他
本
や
青
木
嵩
山
堂
本
を
参
照
し
た
。

二
　『
集
古
十
種
稿
』各
篇
の
概
要
お
よ
び『
集
古
十
種
』と
の
相
違
点

（
1
）
碑
銘

　

各
地
の
石
碑
を
掲
載
す
る
碑
銘
篇
は
、
序
文
、
凡
例
、
目
次
を
記
し
た
一
冊

（
目
録
巻
と
仮
称
す
る
（
と
各
碑
銘
を
示
し
た
巻
一
〜
巻
十
二
の
計
十
三
冊
か
ら

成
り
、八
十
五
冊
本
と
同
じ
構
成
と
な
る
。
外
題
に
は
「
集
古
十
種
稿　

碑
銘
」、

内
題
に
は
「
集
古
十
種　

碑
銘
類
」
と
あ
る
。
白
河
藩
士
・
広
瀬
蒙
斎
に
よ
る
寛

政
十
二
年
の
序
文
は
印
章
篇
、
扁
額
篇
、
古
画
・
法
帖
篇
を
除
く
各
篇
の
冒
頭
に

同
じ
も
の
を
掲
げ
る
（
図
1
（。
こ
れ
は
八
十
五
冊
本
の
『
集
古
十
種
』
に
は
ま
っ

た
く
含
ま
れ
ず
（
図
2
（、
活
字
を
用
い
た
た
め
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て

表１　『集古十種稿』の所蔵状況

篇名 （（冊本 集古十種稿 群書一覧彦根博 国会図 センチュリー 書道博 ハーバード
碑銘 （（ （（ （（ （（ （（ ─ （
鐘銘 （ （ （ （ （ ─ （

兵器

甲冑 （（ ─ ─ ─ ─ ─ （
旌旗 （ （ （ （ ─ ─ （
弓矢 （ （ （ （ ─ ─ （
刀剣 （ （ （ （ ─ ─ （
馬具 （ （ （ （ ─ ─ （

銅器 （ （ （ （ ─ ─ （
楽器 （ （ （ （※ ─ （ （
文房（古硯） （ （ （ （ ─ ─ （
印章 （ （ （ （ ─ ─ （
扁額 （0 （0 （0 （0 ─ ─ （
肖像 （ ─ ─ ─ ─ ─ ─
弘法大師真蹟 （ ─ ─ （※ ─ ─ ─
小倉色紙 （ （（） ─ （※ ─ ─ （
牧渓玉澗八景 （ ─ ─ ─ ─ ─ ─
名物古画 （ ─ ─ （※ ─ ─ ─

合計 （（ （（ （（ （（ （（ （ （（
・センチュリー本の※印は『集古十種稿』ではなく『集古十種』として考えるべきもの。
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次
の
よ
う
な
凡
例
を
記
す
。

　
　

凡
例

金
石
陶
瓦
銘
記
は
世
に
既
に
多
く
翻
刻
さ
れ
る
と
い
え
ど
も
精
麤
一
な
ら

ず
。
蓋
し
打
者
の
工
拙
に
因
る
ら
ん
。
今
石

数
本
及
び
諸
家
の
木
本
を
以

て
之
を
校
合
し
上
梓
す
。
奥
州
森
山
田
村
麻
呂
祠
前
碑
の
如
き
は
、
磨
滅
し

尤
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
因
て
侍
臣
を
し
て
往
か
し
め
訂
す
る
こ
と
凡
そ
三

所
、
僅
か
に
数
字
を
淂
る
の
み
。

凡
そ
此
の
集
は
、
得
る
に
随
て
収
入
す
。
是
れ
世
次
年
代
を
以
て
皆
以
て
序

す
る
あ
た
は
ざ
れ
ば
な
り
。

凡
そ
物
の
偽
贋
に
渉
る
こ
と
疑
う
べ
き
有
り
と
雖
も
、
的
證
の
指
摘
す
べ
き

無
き
は
、
今
し
ば
ら
く
収
入
し
、
以
て
博
覧
に
資
す
。（
原
漢
文
（

こ
れ
に
よ
る
と
、
①
こ
の
篇
に
載
せ
る
碑
銘
は
い
く
つ
か
の
拓
本
を
校
合
し
て
編

集
し
、
場
合
に
よ
っ
て
家
臣
を
派
遣
し
て
実
物
と
校
訂
さ
せ
た
、
②
掲
載
の
順
序

は
碑
銘
の
年
代
で
は
な
く
、
資
料
の
取
得
順
で
あ
る
、
③
偽
物
と
疑
わ
れ
る
資
料

も
あ
る
も
の
の
、
明
確
な
証
拠
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
掲
載
し
て
博

覧
に
供
す
る
と
あ
り
、
八
十
五
冊
本
も
違
い
は
な
い
。

　

続
く
目
次
に
は
巻
一
か
ら
巻
九
ま
で
の
掲
載
順
に
資
料
名
を
列
挙
し
、
十
巻
以

降
は
余
白
と
な
る
。
目
次
の
項
目
を
比
較
す
る
と
、『
稿
』
で
同
じ
国
名
が
続
く

場
合
に
は
「
同
国
」、
巻
八
以
降
「
○
○
碑
銘
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
「
銘
」

字
を
削
る
な
ど
、
八
十
五
冊
本
で
は
表
記
の
統
一
を
図
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で

は
内
容
が
『
稿
』
か
ら
八
十
五
冊
本
で
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
第
一
巻
か

ら
順
に
検
討
す
る
。
な
お
、
便
宜
上
、
各
項
目
に
は
通
し
番
号
を
振
っ
た
。
本
稿

末
尾
の
付
表
と
対
応
し
て
い
る
の
で
適
宜
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

●
巻
一

　

（
「
大
和
国
薬
師
寺
仏
足
石
碑
」
の
刻
字
釈
文
を
見
る
と
、
わ
か
ら
な
か
っ
た

文
字
の
い
く
つ
か
を
解
読
す
る
と
と
も
に
、
空
白
の
箇
所
に
文
字
の
存
在
を
示
す

「
□
」
を
挿
入
す
る
。

●
巻
二

　

（
「
武
蔵
国
野
火
留
平
林
寺
碑
」
と
（
「
大
和
国
吉
野
山
中
苔
清
水
碑
」
で
、

名
称
の
下
に
あ
っ
た
「
四
行
中
年
号
在
」、「
三
字
一
行
」
の
割
注
を
削
除
す
る
。

ま
た
、
（（
「
大
和
国
招
提
寺
金
堂
鴟
尾
図
并
銘
」
で
は
、
六
行
あ
る
銘
文
の
二
行

目
→
三
行
目
、
三
行
目
→
五
行
目
、
四
行
目
→
二
行
目
、
五
行
目
→
四
行
目
と
入

れ
替
え
、
鴟
尾
全
図
に
書
き
込
ん
だ
釈
文
も
訂
正
す
る
。
な
お
、
目
次
で
は
も
と

「
大
和
国
奈
良
招
提
寺
金
堂
鮪
図
并
銘
」
で
あ
っ
た
「
大
和
国
」
を
「
同
」、「
鮪
」

を
「
鴟
尾
」
に
変
更
す
る
。
同
じ
く
（（
「
陸
奥
国
宮
城
郡
信
田
小
太
郎
古
館
跡
岩

切
山
碑
」
は
語
順
を
入
れ
替
え
て
「
陸
奥
国
宮
城
郡
岩
切
山
信
田
小
太
郎
古
館
跡

碑
」
と
す
る
。

●
巻
三

　
『
稿
』
の
目
次
で
は
（0
「
陸
奥
国
宮
城
郡
信
田
小
太
郎
古
館
跡
岩
切
山
碑
」
が

脱
け
て
お
り
、
次
の
「
同
国
山
名
村
碑
」
と
「
同
国
同
村
観
音
堂
碑
」
の
二
碑
を

あ
わ
せ
て
一
行
と
し
て
こ
こ
に
挿
入
す
る
。
な
お
、
（（
「
上
野
国
山
名
村
碑
」
は

釈
文
の
文
字
訂
正
や
改
行
箇
所
の
変
更
を
お
こ
な
う
。

●
巻
五

　

（（
「
古
碑
《
高
一
尺
三
寸
八
分
／
幅
一
尺
》」
の
下
に
「
未
詳
所
在
」
の
四
字

を
付
け
足
す
。
目
次
も
同
様
に
「
古
碑
」
の
下
に
「
図
所
不
詳
」
を
加
え
る
。

●
巻
六

　

（（
「
武
蔵
国
足
立
郡
登
田
村
松
岡
山
勝
願
寺
旧
地
碑
」
の
拓
本
七
行
の
う
ち
、

誤
っ
て
六
行
目
の
「
五
郎
」
下
に
あ
っ
た
「
佛
衆
生　

八
郎
」
を
五
行
目
「
念
」
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図1　『集古十種稿』碑銘篇序文および凡例（彦根城博物館）

図2　『集古十種』碑銘篇凡例（国立国会図書館）
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字
の
下
に
移
動
す
る
。
ま
た
、
（（
「
下
野
国
宇
都
宮
清
厳
寺
鉄
碑
」
は
、
全
図
左

に
記
載
し
た
釈
文
で
不
明
の
文
字
い
く
つ
か
を
新
た
に
解
読
す
る
。
さ
ら
に
、
上

か
ら
七
文
字
目
の
下
に
横
線
を
引
い
て
上
下
を
分
け
る
と
と
も
に
、
拓
本
も
七
字

ご
と
に
横
線
を
加
え
て
改
行
を
示
す
。
ま
た
目
次
の
（（
「
同
国
安
達
郡
西
内
村
相

應
寺
碑
」
に
「
并
同
和
田
村
碑
」
を
書
き
加
え
る
。

●
巻
七

　

（（
「
僧
空
海
益
田
池
碑
草
本
真
蹟
」
は
名
称
や
末
尾
の
寛
政
九
年
八
月
敬
蕑
堂

主
人
（
松
平
定
信
（
に
よ
る
跋
の
書
体
が
異
な
る
。
ま
た
、
名
称
の
下
に
「
今
蔵

高
野
山
上
智
院
」
と
の
割
注
を
入
れ
る
。

●
巻
八

　

（（「
陸
奥
国
郡
山
如
法
寺
碑
」全
図
の
銘
文
に「
□
□
壬
慶
造
立
」と
あ
る「
壬
」

字
を
□
に
改
め
、
（（
「
陸
奥
国
白
川
郡
三
城
目
村
碑
」
も
釈
文
の
数
箇
所
を
訂
正

す
る
。
ま
た
、
（（
「
陸
奥
国
安
積
郡
大
重
院
碑
」
全
図
の
左
に
「
右
碑
漫
漶
不
可

読
今
唯
打
得
此
数
十
字
因
以
録
左
」
と
の
一
文
を
加
え
る
。
目
次
で
は
（（
の
「
江

戸
」
を
「
武
蔵
国
江
戸
」、
（（
の
「
武
蔵
国
」
を
「
同
国
」
と
し
、
（（
「
同
国
佐

場
野
医
王
寺
碑
銘　

二
」
を
「
同
国
佐
場
野
医
王
寺
碑
并
同
国
信
夫
郡
飯
坂
天
王

寺
碑
」
に
改
め
る
。

●
巻
九

　

目
次
の
「
大
和
国
杜
社
碑
銘
」
を
「
河
内
国
駒
谷
村
所
掘
出
之
断
碑
」
に
改
め

る
。
内
容
は
同
一
で
あ
る
。

●
巻
十

　

（（
「
摂
津
国
呉
田
吉
田
某
蔵
古
瓦
」、
（（
「
同
古
瓦
」
に
つ
い
て
、
長
方
形
に

黒
く
彫
り
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
項
目
名
を
彫
り
入
れ
る
。
ま
た
、
（0（
「
紀
伊
国

高
野
山
天
野
道
知
石
」
の
「
道
知
」
を
「
路
」
に
改
め
、
右
頁
に
あ
っ
た
「
左
側

面
九
字
」
の
注
記
を
左
頁
に
移
す
。

●
巻
十
一

　

109
「
大
和
国
般
若
寺
古
碑
銘
」
の
「
銘
」
字
を
削
除
す
る
。
110
「
和
泉
国
山
辺

郡
行
者
講
田
碑
」
を
「
同
国
山
辺
郡
役
行
寺
者
講
田
碑
」
と
し
、
釈
文
も
「
龍
福

□
行
寺
者
講
田
」
の
□
を
「
役
」
と
解
読
す
る
。
さ
ら
に
112
で
は
河
内
国
高
貴
寺

の
「
乗
碑
」
を
「
下
乗
碑
」
と
訂
正
し
、
113
「
京
都
深
草
法
性
廃
跡
所
掘
得
古
鉄

灯
扉
図
」
の
「
廃
」
字
の
上
に
「
寺
」
字
を
挿
入
す
る
。

●
巻
十
二

　

115
「
南
都
西
大
寺
塔
銘
」
を
「
陸
奥
国
伊
達
郡
下
大
石
村
古
碑
」
に
差
し
替
え
る
。

　

以
上
を
み
る
と
、『
稿
』
の
誤
り
を
訂
正
し
て
新
た
に
釈
読
で
き
た
文
字
を
反

映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
目
次
や
本
文
の
名
称
に
お
い
て
表
記
の
統
一
を
図
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
八
十
五
冊
本
で
新
た
に
加
え
た
資
料
は
巻
十
二
の
「
陸
奥
国
伊
達

郡
下
大
石
村
古
碑
」
の
み
で
あ
る
。

（
2
）
鐘
銘

　

鐘
や
鰐
口
な
ど
の
銘
文
を
収
め
た
鐘
銘
篇
は
、
目
録
巻
と
巻
一
〜
八
の
計
九
冊

か
ら
成
り
、
こ
れ
も
八
十
五
冊
本
と
同
じ
構
成
で
あ
る
。
冒
頭
に
は
碑
銘
篇
と
同

じ
序
文
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
な
凡
例
が
あ
る
。

　
　

凡
例

凡
そ
鐘
馨
銅
燈
及
び
銅
佛
背
銘
記
有
る
も
の
は
皆
収
載
す
。

凡
そ
集
中
に
収
入
す
る
は
、
獲
る
所
の
先
後
に
随
い
、
世
次
年
代
は
必
ず
し

も
次
序
な
ら
ず
。

凡
そ
収
入
す
る
所
、
或
い
は
真
贋
を
疑
う
べ
き
と
雖
も
、
然
る
に
指
摘
に
確

證
無
け
れ
ば
則
ち
諸
観
者
の
鑑
に
任
せ
、私
に
廃
さ
ざ
る
な
り
。（
原
漢
文
（
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八
十
五
冊
本
に
は
序
文
が
な
い
も
の
の
、
凡
例
は
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
で
あ

る
。
巻
一
以
降
の
相
違
点
の
み
を
順
に
み
て
い
く
。

　

ま
ず
、
巻
五
の
「
相
模
国
鎌
倉
八
幡
宮
灯
台
銘
」
が
目
次
、
内
容
と
も
に
削
除

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
同
じ
銘
文
が
巻
六
に
（（
「
相
模
国
鎌
倉
鶴
岡
八

幡
宮
銅
灯
銘
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
七
行
目
の
破
損
の
有
無
な
ど
後
者
の

方
が
健
全
な
状
態
の
拓
本
で
あ
っ
た
た
め
に
削
除
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
巻
七
の
（（
「
河
内
国
大
県
郡
雁
田
尾
地
蔵
堂
鐘
銘
」
は
黒
地
白
文
の

二
十
八
行
（
乾
元
二
年
四
月
八
日
、
鋳
物
師
大
工
藤
原
則
清
に
よ
る
旧
銘
と
正
平

二
十
二
年
七
月
七
日
の
改
鋳
銘
（
と
黒
文
の
九
行
（
寛
喜
己
丑
、
冶
工
藤
原
家
嗣

に
よ
る
銘
文
（
の
う
ち
、
後
半
の
九
行
を
削
除
す
る
。
両
者
は
異
な
る
鐘
の
銘
で

あ
り
、
後
者
を
削
除
し
た
経
緯
は
不
明
な
が
ら
、
坪
井
良
平
氏
は
著
書
の
な
か
で

「
鐘
は
万
治
二
年
の
頃
に
鋳
造
さ
れ
し
も
の
と
推
定
さ
れ
、
銘
文
も
同
時
に
作
為

さ
れ
た
る
や
の
疑
あ
り
」
と
記
し
て
い
る（
（1
（

。

　

八
十
五
冊
本
で
は
末
尾
に
108
「
河
内
国
道
明
寺
鐘
銘
」、
109
「
摂
津
国
兵
庫
経

嶋
延
福
寺
鐘
銘
」、110
「
和
泉
国
高
倉
村
高
蔵
寺
古
鐃
銘
」
の
三
件
を
追
加
す
る
。

（
3
）
兵
器

　

八
十
五
冊
本
が
「
甲
冑
」
十
二
巻
、「
弓
矢
」
二
巻
、「
旌
旗
」
五
巻
、「
刀
剣
」

三
巻
、「
馬
具
」三
巻
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
弓
矢
」一
巻
、「
旌
旗
」

四
巻
、「
刀
剣
」
二
巻
、「
馬
具
」
二
巻
の
計
九
巻
九
冊
か
ら
成
り
、
現
在
ま
で
に

「
甲
冑
」
は
見
出
せ
て
い
な
い
。
外
題
は
そ
れ
ぞ
れ
「
集
古
十
種
稿
」
の
下
に
「
兵

器　

弓
矢
」、「
兵
器　

旌
旗
」、「
兵
器　

刀
剣
之
類
」、「
兵
器　

馬
具
」
と
あ
り
、

内
題
は
す
べ
て
「
集
古
十
種　

兵
器
類
」
と
な
る
。

　
「
弓
矢
」、「
旌
旗
」、「
刀
剣
」、「
馬
具
」
は
す
べ
て
冒
頭
に
序
文
を
掲
げ
、
続

い
て
次
の
よ
う
な
同
じ
凡
例
が
収
録
さ
れ
る
。

　
　

凡
例

凡
そ
甲
冑
、
弓
矢
、
旌
旗
、
刀
剣
、
兵
器
に
係
る
も
の
は
皆
此
集
に
載
せ
る
。

凡
そ
題
し
て
曰
く
、
某
蔵
甲
冑
と
は
所
謂
腹
巻
胴
丸
の
類
な
り
。
其
の
中
に

在
り
て
枚
挙
須
べ
か
ら
ざ
る
は
、
覧
者
は
図
に
就
き
て
こ
れ
を
求
め
る
べ
き

な
り
。

凡
そ
邦
制
の
甲
冑
の
分
目
は
、
或
い
は
函
工
の
方
言
に
依
り
、
或
い
は
後
人

の
付
会
に
出
づ
る
。
笠
印
付
環
は
又
高
勝
環
と
為
し
、
天
空
は
又
息
出
と
為

し
、
又
天
穴
と
為
す
の
類
の
如
し
。
固
よ
り
一
定
な
ら
ざ
る
な
り
。
且
つ
甲

冑
模
本
の
善
な
る
も
の
至
て
少
な
く
、
此
の
集
数
年
を
歴
し
て
成
る
。
得
る

に
随
い
、
載
せ
る
に
随
て
こ
れ
に
注
す
る
故
に
、
前
後
体
例
未
だ
帰
一
な
ら

ざ
る
も
の
有
り
。
然
ら
ば
其
の
意
自
ら
晰
ら
か
に
て
、
今
必
ず
し
も
改
め
ざ

る
な
り
。

甲
冑
分
目
の
説
は
、
近
世
故
実
を
称
す
る
者
多
く
付
会
に
し
て
、
尽
く
従
い

難
き
な
り
。
此
の
集
一
つ
は
俗
称
に
仍
て
其
の
衆
説
の
折
衷
を
取
舎
す
。
諸

は
集
古
十
種
考
に
付
す
。

凡
そ
古
製
を
称
す
れ
ど
も
間
に
新
製
有
り
。
或
い
は
某
鎧
を
称
す
れ
ど
も
当

時
の
製
に
あ
ら
ざ
る
有
り
。
今
し
ば
ら
く
伝
称
に
随
て
登
録
し
、
敢
え
て
妄

り
に
説
を
改
め
ず
。
集
古
十
種
考
に
詳
ら
か
な
り
。
刀
剣
鞍
鐙
の
属
も
亦
此

に
傚
う
。

凡
そ
寺
廟
の
宝
器
の
多
く
は
、
其
の
属
す
る
所
矦
伯
官
員
に
就
い
て
訂
す
。

厳
島
の
広
島
矦
に
お
け
る
、
三
島
の
松
山
矦
に
お
け
る
が
如
き
是
な
り
。
其

れ
或
い
は
訂
正
の
榷
ら
ざ
る
は
、
蓋
し
其
の
ゆ
か
し
め
す
所
の
人
の
古
学
を

掌
す
る
こ
と
鹵
莽
な
れ
ば
な
り
。
或
い
は
絵
画
の
手
の
精
し
か
ら
ざ
る
の

み
。
今
し
ば
ら
く
こ
れ
に
従
て
収
入
し
、
其
の
疎
脱
な
る
は
後
日
幸
い
に
善

本
を
淂
れ
ば
即
ち
追
て
改
め
ん
。
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凡
そ
刀
剣
の
間
、
蛮
製
に
似
た
る
も
の
有
り
て
、
現
伝
し
本
祠
の
宝
器
為
れ

ば
、
今
謹
ん
で
収
載
し
、
敢
え
て
私
見
を
以
て
斥
棄
せ
ず
。

凡
そ
旌
旗
は
方
幅
容
れ
難
く
、皆
縮
写
し
以
て
収
む
。其
の
題
字
に
至
て
は
、

則
ち
元
文
を
写
し
て
付
す
。
未
だ
筆
意
の
委
曲
を
知
ら
し
め
ず
。
但
だ
縮
字

の
猶
お
体
製
を
弁
る
べ
き
も
則
ち
別
に
出
だ
さ
ず
。

四
天
王
寺
所
蔵
の
古
旌
旗
の
今
存
す
る
所
は
其
の
題
字
の
み
。
若
し
夫
れ
全

幅
長
短
則
ち
得
る
べ
か
ら
ざ
る
し
て
知
れ
ば
、
又
或
い
は
後
世
の
書
く
所
と

雖
も
、
今
敢
え
て
省
か
ず
。

凡
そ
此
の
集
は
得
る
に
随
て
収
入
す
。
是
れ
世
次
年
代
を
以
て
皆
以
て
序
す

る
あ
た
わ
ざ
れ
ば
な
り
。

凡
そ
文
字
の
脱
誤
、
書
画
の
紕
謬
は
、
覧
者
の
考
訂
を
俟
ち
て
改
め
ん
。

（
原
漢
文
（

　

八
十
五
冊
本
も
変
わ
り
は
な
く
、
こ
こ
に
「
甲
冑
、
弓
矢
、
旌
旗
、
刀
剣
、
兵

器
に
係
る
も
の
は
皆
此
集
に
載
せ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
甲
冑
」
も
存
在
し

た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

ま
ず
「
弓
矢
」
巻
一
は
八
十
五
冊
本
の
巻
一
に
ほ
ぼ
相
当
し
、
巻
二
が
新
た
に

作
成
さ
れ
た
と
わ
か
る
。
た
だ
し
、
（
「
豊
後
国
嫗
巓
社
蔵
鏃
図
」、
（（
「
下
野

国
那
須
山
湯
泉
権
現
社
蔵
那
須
与
市
資
隆
矢
図
」、
（（
「
南
都
法
隆
寺
蔵
矢
図
」、

（（「
伊
予
国
三
島
社
蔵
矢
図
」、（0「
陸
奥
国
会
津
塔
寺
八
幡
宮
蔵
古
鏃
図
」、（（「
武

蔵
国
馬
込
村
万
福
寺
蔵
梶
原
平
三
景
時
鏃
図
」
は
目
次
の
み
で
本
文
に
収
録
さ
れ

て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
「
熱
田
八
剣
宮
蔵
矢
図
」
を
（0
「
播
磨
国
刀
田
山
鶴
林
寺
永

田
幸
介
鏃
図
」
に
差
し
替
え
る
。
ま
た
、
（（
「
摂
津
国
八
部
郡
農
家
鷲
尾
次
郎
兵

衛
家
蔵
源
義
経
朝
臣
靱
図
」
は
図
が
異
な
る
。

　
「
旌
旗
」
四
巻
は
お
お
よ
そ
八
十
五
冊
本
の
巻
一
〜
三
と
巻
四
、
巻
五
前
半
に

相
当
す
る
。
巻
三
に
（（
「
信
貴
山
本
覚
院
蔵
楠
正
成
旗
図
」、
（（
「
宇
治
平
等
院

蔵
源
三
位
頼
政
旗
棹
図
」、
（（
「
細
川
家
臣
大
矢
野
某
家
蔵
菊
池
家
旗
紋
図
」
の

三
件
、
巻
四
に
（（
〜
（（
、
巻
五
に
（（
〜
（0
の
そ
れ
ぞ
れ
四
件
を
追
加
す
る
。

　
「
刀
剣
」
二
巻
は
八
十
五
冊
本
の
巻
三
途
中
ま
で
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
103

〜
124
お
よ
び
（
「
伊
勢
国
大
神
宮
蔵
太
刀
図
」、
（
「
安
芸
国
厳
島
社
蔵
足
利
尊

氏
公
短
刀
図
」、
（（
「
安
芸
国
厳
島
社
蔵
太
刀
図
」、
（（
「
河
内
国
天
野
山
金
剛
寺

蔵
楠
正
成
卿
短
刀
図
」、
（0
「
横
瀬
家
蔵
源
義
貞
朝
臣
目
貫
小
柄
図
」、
（（
「
備
前

国
牛
窓
御
皇
后
社
蔵
太
刀
図
」、
（（
「
陸
奥
国
会
津
商
家
森
与
三
郎
蔵
於
山
崎
古

塁
所
獲
鍔
図
」
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
（（
「
本
阿
弥
三
郎
兵
衛
代
々
所
守
護
鬼
丸

太
刀
図
」
は
「
酒
井
家
蔵
」
と
の
誤
っ
た
記
載
を
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
図
を
更

新
す
る
。
図
が
異
な
る
も
の
は
他
に
（（
「
相
模
国
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
蔵
杏
葉
太
刀

図　

二
」、
（（
「
出
雲
国
大
社
蔵
剣
図
」、
（（
「
摂
津
国
農
家
栗
花
落
理
左
衛
門
蔵

太
刀
図
」、
（（
「
河
内
国
天
野
山
金
剛
寺
蔵
後
醍
醐
天
皇
御
剣
図
」、
（0（
「
飛
騨
国

高
山
国
分
寺
蔵
小
烏
丸
太
刀
図
」
が
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
に
所
蔵
者
を
記
し
て

い
た
も
の
が
「
或
家
蔵
」
や
「
蔵
未
詳
」
と
な
る
な
ど
、
訂
正
や
表
記
の
統
一
を

図
っ
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
。

　
「
馬
具
」
二
巻
は
八
十
五
冊
本
の
巻
一
、
巻
二
に
相
当
し
、
十
七
件
を
収
録
す

る
巻
三
を
新
た
に
作
成
す
る
。
ま
た
、
（（
「
酒
井
家
蔵
透
鞍
覆
図
」
を
「
本
阿
弥

三
郎
兵
衛
蔵
大
塔
宮
鞍
図
」
に
、
（（
「
大
和
国
奈
良
東
大
寺
八
幡
宮
蔵
鎖
鞚
并
鐙

図
」
を
「
家
蔵
銜
図
」
に
差
し
替
え
、
（0
「
備
前
国
上
寺
村
八
幡
宮
蔵
佐
々
木
盛

綱
銜
図
」
や
（（
「
伊
勢
内
宮
文
殿
蔵
銜
図
」
は
異
な
る
図
に
更
新
す
る
。

（
4
）
銅
器

　

外
題
に「
集
古
十
種
稿　

銅
器
古
鏡
」、内
題
に「
集
古
十
種　

銅
器
」と
あ
る
。

以
下
、
銅
器
篇
と
呼
称
す
る
。
序
文
に
続
い
て
掲
げ
る
次
の
凡
例
は
、
八
十
五
冊
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本
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

凡
例

一
凡
そ
鏡
鐸
匜
盤
の
銅
器
に
係
わ
る
も
の
は
皆
、
此
の
集
に
載
す
。

一
凡
そ
此
の
集
は
得
る
に
随
て
収
入
す
。
是
れ
世
次
年
代
を
以
て
序
す
る
に

あ
た
は
ざ
れ
ば
な
り
。

一
凡
そ
物
の
偽
贋
に
渉
る
こ
と
疑
う
べ
き
と
雖
も
、
的
證
の
指
摘
す
べ
き
無

き
は
、
今
し
ば
ら
く
収
入
し
以
て
博
覧
に
資
す
。（
原
漢
文
（

　

一
巻
の
み
で
あ
り
、
三
巻
で
構
成
さ
れ
る
八
十
五
冊
本
の
巻
一
に
ほ
ぼ
相
当
す

る
。
外
題
に
「
古
鏡
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
稿
』
の
収
録
資
料
は
鏡
の
み
で
あ
っ

た
が
、八
十
五
冊
本
で
追
加
し
た「
蜷
川
氏
蔵
山
城
国
宇
治
郡
掘
地
所
得
埴
鏡
図
」

以
降
の
六
十
一
件
に
は
、
鈴
や
水
瓶
、
香
炉
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
法
隆
寺

所
蔵
鏡
二
面
の
一
方
（
盤
龍
鏡
（
を
（（
「
或
蔵
鏡
図　

二
」
に
差
し
替
え
、
盤
龍

鏡
は
追
加
し
た
（（
「
大
和
国
奈
良
法
隆
寺
蔵
鏡
図　

三
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
載

す
る
。

（
5
）
楽
器

　

外
題
に
「
集
古
十
種
稿　

楽
器
」、内
題
に
「
集
古
十
種　

楽
器
部
」
と
あ
る
。

鼓
、
笛
、
笙
、
箏
、
琴
、
篳
篥
や
舞
楽
面
な
ど
を
収
録
し
、
四
巻
四
冊
か
ら
成
る
。

巻
一
冒
頭
に
は
序
文
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
凡
例
が
続
く
。

　
　

凡
例

凡
そ
此
の
集
は
、
得
る
に
随
て
収
入
し
、
年
代
の
前
後
、
品
類
の
次
第
は
必

ず
し
も
以
て
序
な
ら
ず
。

凡
そ
仮
面
は
正
面
側
面
並
び
備
え
て
後
に
其
の
全
象
を
見
る
べ
し
。
し
か
る

に
伝
模
の
本
は
多
く
斜
向
一
図
を
止
め
る
の
み
。
今
尽
く
原
器
に
就
く
こ
と

あ
た
は
ず
、
審
訂
し
し
ば
ら
く
旧
模
に
随
て
収
入
す
。

凡
そ
笛
・
篳
篥
は
其
れ
名
器
を
称
す
る
は
、
其
の
音
律
の
絶
凡
な
る
を
以
て

す
。
そ
の
形
象
に
至
り
て
は
他
器
と
大
異
無
く
し
て
、
図
は
以
て
分
別
す
べ

か
ら
ず
。
今
皆
収
入
し
其
の
凡
器
と
別
無
き
を
嫌
は
ず
。

凡
そ
物
の
偽
贋
に
渉
る
こ
と
疑
う
べ
き
有
り
と
雖
も
、
明
証
の
拠
る
べ
き
無

き
は
亦
し
ば
ら
く
収
入
し
、
敢
え
て
黜
落
を
憶
断
せ
ず
。（
原
漢
文
（

八
十
五
冊
本
に
は
こ
の
後
に
さ
ら
に
次
の
一
条
が
追
加
さ
れ
る
。

凡
そ
得
る
所
の
模
本
は
、
正
図
有
り
、
縮
図
有
り
。
今
一
た
び
模
本
に
仍
り

て
之
を
収
入
す
。
故
に
大
小
同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
有
り
。（
原
漢
文
（

さ
ら
に
他
の
篇
と
同
じ
く
名
称
表
記
の
統
一
を
図
る
と
と
も
に
、
約
五
十
件
を
増

補
し
て
六
巻
構
成
と
す
る
。『
稿
』
収
録
の
な
か
か
ら
「
家
蔵
堪
能
丸
図
」、「
酒

井
家
蔵
笛
図　

共
四
」、「
尾
張
家
御
蔵
小
鼓
」
を
削
除
し
、
新
た
に
（（
「
紀
伊
家

御
蔵
寛
治
丸
笛
図
」、
（（
「
東
大
寺
八
幡
宮
蔵
熊
蛮
絵
図
」、
（（
「
中
氏
蔵
白
菊
丸

笙
図
」、
（（
「
山
城
国
本
国
寺
蔵
笙
図　

二
」、
（（
「
陸
奥
国
那
麻
郡
上
三
宮
村
三

島
社
蔵
田
楽
面
図
」、
（0
「
備
後
国
吉
備
宮
蔵
面
図　

三
」
を
挿
入
す
る
。
笙
や

面
を
中
心
に
、
同
じ
資
料
で
は
あ
る
も
の
の
図
が
異
な
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ

り
、
同
図
を
拡
大
し
て
掲
載
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

（
6
）
文
房

　

外
題
に
「
集
古
十
種
稿　

文
房
」、内
題
に
「
集
古
十
種　

文
房
類
」
と
あ
り
、
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八
十
五
冊
本
が
二
巻
で
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
一
巻
か
ら
成
る
。
序
文
に
続

い
て
、
次
の
凡
例
を
掲
げ
る
。

　
　

凡
例

近
者
平
安
の
市
人
の
出
だ
す
硯
譜
は
頗
る
精
博
に
し
て
観
る
べ
き
な
り
。
是

れ
を
以
て
硯
は
多
く
彼
に
譲
り
、
此
れ
に
は
略
す
。

凡
そ
此
の
集
は
得
る
に
随
い
収
入
す
。
是
れ
世
次
年
代
を
以
て
序
す
る
あ
た

は
ざ
れ
ば
な
り
。

凡
そ
物
の
偽
贋
に
渉
る
こ
と
疑
う
べ
き
有
り
と
雖
も
、
的
証
の
指
摘
す
べ
き

無
き
は
、
今
し
ば
ら
く
収
入
し
、
以
て
博
覧
に
資
す
。（
原
漢
文
（

　

こ
こ
で
い
う
硯
譜
は
、
京
都
の
画
家
・
鳥
羽
台
麓
（
一
七
三
九
〜
一
八
二
三
（

の
著
し
た
『
和
漢
研
譜
』（
寛
政
七
年
自
序
（
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
台
麓
は
名
を

希
聡
、
字
を
叡
父
、
通
称
を
万
七
郎
と
い
い
、
石
隠
と
も
号
し
た
。
画
家
池
大
雅

の
門
人
で
篆
刻
家
の
韓
天
寿
や
高
芙
蓉
ら
と
も
親
交
を
重
ね
た
。『
芥
子
園
画
伝

考
』（
天
明
二
年
〈
一
七
八
二
〉
序
、
寛
政
十
二
年
刊
（、『
捃
印
補
正
』（
寛
政
十
一

年
序
（、『
捃
印
補
遺
』（
文
化
七
年
〈
一
八
一
〇
〉
自
序
（、『
壬
申
銷
夏
記
』（
文
化

九
年
序
（、『
本
朝
黄
白
志
』（
天
明
四
年
自
跋
（、『
文
林
花
押
集
』（
文
化
六
年
刊
（

な
ど
の
著
作
が
知
ら
れ
る
。
寛
政
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
和
漢
研
譜
』
三
巻
は
、

日
中
の
名
硯
や
著
名
人
が
使
用
し
た
も
の
を
紹
介
し
た
図
入
り
の
書
物
で
、
巻
頭

に
は
天
明
七
年
、
柴
野
栗
山
（
一
七
三
六
〜
一
八
〇
七
（
に
よ
る
序
文
を
掲
げ

る
。
も
と
徳
島
蜂
須
賀
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
栗
山
は
、
定
信
が
老
中
就
任
中
の
天

明
八
年
に
幕
府
の
寄
合
儒
者
と
し
て
招
か
れ
た
人
物
で
、
寛
政
四
年
に
お
こ
な
っ

た
京
・
大
和
で
の
寺
社
宝
物
調
査
の
成
果
が
『
集
古
十
種
』
に
も
多
く
反
映
さ
れ

て
お
り
、
定
信
も
こ
の
『
和
漢
研
譜
』
を
参
照
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

八
十
五
冊
本
に
は
さ
ら
に
次
の
一
文
を
追
加
す
る
。

凡
そ
継
い
で
得
た
る
所
の
、
古
物
に
徴
す
る
に
足
る
も
の
有
れ
ど
も
、
門
部

已
に
一
定
と
為
り
、
頗
る
収
入
し
難
し
。
故
に
少
し
く
文
房
具
に
類
す
る
者

は
、
敢
え
て
之
れ
を
此
の
部
中
に
録
す
。（
原
漢
文
（

『
稿
』
刊
行
以
降
に
追
加
収
録
す
る
こ
と
と
し
た
資
料
の
な
か
に
は
、
掲
載
す
る

篇
を
定
め
難
い
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
多
少
で
も
文
房
具
に
関
す
る
も
の
は

こ
の
篇
に
載
せ
た
と
い
い
、
詩
囊
や
文
書
袋
、
夾
笇
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
思

わ
れ
る
。

　

八
十
五
冊
本
で
は
二
十
二
件
を
増
補
す
る
と
と
も
に
、（0「
東
寺
蔵
硯
図
」を「
家

蔵
澄
泥
研
図
」
に
差
し
替
え
、
（（
「
東
大
寺
蔵
朝
倉
義
景
硯
図
」
を
本
能
寺
蔵
へ

訂
正
す
る
。
ま
た
、
（
「
壬
生
寺
蔵
壬
生
忠
岑
硯
図
」、
（（
「
東
寺
蔵
弘
法
大
師

風
字
硯
図
」、
（（
「
同
蔵
硯
図
」
に
つ
い
て
は
、
図
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
7
）
印
章

　

印
章
篇
は
目
録
巻
と
巻
一
〜
巻
四
の
計
五
冊
か
ら
成
り
、
巻
一
〜
三
に
は
朱
刷

り
に
よ
る
印
影
（
一
部
墨
刷
り
あ
り
（、
巻
四
に
は
印
鈕
・
印
櫃
の
図
と
烙
印
の

印
影
を
掲
載
す
る
。
外
題
に
「
集
古
十
種
稿　

印
章
」、
内
題
に
「
集
古
十
種　

印
章
類
」
と
あ
る
。
冒
頭
に
序
文
が
な
い
点
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

次
の
よ
う
な
凡
例
か
ら
は
じ
ま
る
。

　
　

凡
例

凡
そ
官
私
の
古
印
章
は
、
平
安
の
藤
貞
幹
な
る
も
の
、
前
に
既
に
模
写
し
集

を
成
す
。今
一
た
び
之
を
本
と
し
、余
が
捜
討
し
獲
る
所
を
以
て
之
を
補
う
。
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之
を
約
す
に
貞
幹
の
功
十
に
七
八
居
り
。

凡
そ
鈕
櫃
の
亦
古
製
多
き
は
、
今
皆
模
写
し
収
入
す
。

凡
そ
物
の
偽
贋
に
渉
る
こ
と
疑
う
べ
き
有
り
と
雖
も
、
的
証
の
指
摘
す
べ
き

無
き
は
、
今
し
ば
ら
く
収
入
し
、
以
て
博
覧
に
資
す
。（
原
漢
文
（

古
い
印
章
は
す
で
に
藤
貞
幹
の
著
作
が
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
と
し
て
新
た
に
得

た
資
料
を
補
っ
た
た
め
、
七
〜
八
割
は
貞
幹
の
功
績
で
あ
る
と
す
る
。
藤
貞
幹

（
一
七
三
二
〜
九
七
（
は
字
を
子
冬
、
通
称
を
叔
蔵
と
い
い
、
無
仏
斎
、
蒙
斎
、

瑞
祥
斎
、
好
古
な
ど
と
号
し
た
。
京
都
に
住
む
考
証
家
と
し
て
知
ら
れ
、『
集
古

十
種
』
の
編
纂
に
お
け
る
情
報
源
と
し
て
も
重
要
な
人
物
で
あ
る
。『
集
古
図
』

や
『
好
古
日
録
』
な
ど
多
数
の
著
作
を
残
し
て
お
り
、
印
譜
と
し
て
は
『
公
私
古

印
譜
』（
安
永
二
年
〈
一
七
七
三
〉
自
序
（
や
『
金
石
遺
文
』
が
知
ら
れ
る
。
前
者

は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
に
三
十
七
点
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
に
四
十
点
の

印
影
が
掲
載
さ
れ
る
。
後
者
は
早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
を
見
る
と
六
十
九

件
＋
附
録
三
件
＋
別
録
二
十
三
件
＋
補
四
件
の
計
九
十
九
件
が
収
録
さ
れ
る
。
国

会
図
書
館
所
蔵
本
も
同
じ
内
容
な
が
ら
、
補
の
書
写
が
不
充
分
と
な
る
。
た
だ
こ

ち
ら
に
は
明
治
二
十
年
荻
原
厳
雄
の
奥
書
が
あ
り
、
も
と
の
本
に
は
天
明
三
年
書

写
の
奥
書
を
有
す
る（
（（
（

。

　

八
十
五
冊
本
に
は
さ
ら
に
次
の
文
を
追
加
す
る
。

画
幅
の
印
識
は
、
往
々
に
し
て
観
る
べ
き
も
の
有
り
。
辨
玉
集
、
本
朝
画
印

は
亦
多
く
集
載
す
。
以
て
閲
に
就
く
べ
き
な
り
。
故
に
今
襲
取
せ
ず
、
別
し

て
其
の
泄
ら
せ
し
所
を
録
す
。

凡
そ
此
の
編
は
、
得
る
に
随
い
て
収
入
す
。
故
に
世
次
年
代
は
拘
々
せ
ず
し

て
相
叙
す
。

初
編
次
い
で
緒
成
り
、
後
に
復
た
之
を
得
る
も
の
有
れ
ば
、
輙
ち
別
に
巻
冊

を
分
け
る
。
標
示
す
る
に
、
追
加
の
字
を
以
て
す
。
新
旧
の
混
糅
妨
げ
無
き

と
雖
も
聊
か
工
夫
之
有
る
を
見
て
序
と
す
。（
原
漢
文
（

絵
画
に
押
さ
れ
た
印
に
も
観
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、『
辨
玉
集
』（
寛
文
十
二
年

〈
一
六
七
二
〉
刊
（
や
狩
野
永
納
の
『
本
朝
画
印
』（
元
禄
六
年
〈
一
六
九
三
〉
刊
（

に
数
多
く
収
録
さ
れ
る
も
の
の
、
重
複
す
る
も
の
は
採
用
せ
ず
、
こ
れ
ら
に
漏
れ

た
資
料
の
み
収
録
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
後
か
ら
採
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、

「
追
加
」
と
題
し
て
別
巻
に
ま
と
め
た
と
す
る
。
八
十
五
冊
本
は
目
録
巻
（
外
題

「
印
章
序
目
」（
と
巻
一
〜
四
、
追
加
二
巻
の
計
七
冊
か
ら
成
り
、
最
後
に
一
点
が

追
加
さ
れ
る
以
外
は
巻
四
ま
で
『
稿
』
と
同
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
追
加
の
二
冊

は
と
も
に
印
影
を
掲
載
す
る
も
の
の
、
追
加
二
は
画
印
の
み
を
掲
載
し
て
お
り
、

凡
例
と
の
対
応
が
窺
え
る
。

（
8
）
扁
額

　

扁
額
篇
は
目
録
巻
と
巻
一
〜
巻
八
の
計
九
冊
か
ら
成
る
。
外
題
は
「
集
古
十
種

稿　

扁
額
」
と
し
、
内
題
に
は
「
集
古
十
種　

扁
額
」
と
あ
る
。
印
章
篇
と
同
じ

く
序
文
が
掲
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
凡
例
か
ら
は
じ
ま
る
。

　
　

凡
例

一
題
署
の
体
法
は
秦
漢
よ
り
起
こ
る

　
�

本
朝
の
名
賢
親
し
く
之
を
隋
唐
よ
り
承
り
、
世
の
能
有
る
は
、
是
れ
宮
殿

の
扁
額
を
以
て
一
王
の
典
刑
を
煥
成
す
。
但
だ
中
葉
以
降
、
乾
綱
紐
を
解

て
宮
闕
荒
廃
し
、
諸
公
の
名
蹟
は
亦
散
亡
に
随
て
、
其
の
僅
か
に
存
す
る

は
独
だ
書
家
者
模
本
を
流
げ
る
の
み
。
今
一
た
び
は
之
に
拠
り
て
編
入



12

す
。
其
れ
仏
閣
神
祠
に
在
る
も
の
は
、
僻
遠
な
る
を
以
て
兵
火
を
免
れ
、

真
蹟
往
々
に
し
て
見
存
す
。
亦
就
て
は
原
本
を
模
取
し
編
入
す
。

一�
集
め
し
内
に
は
贋
作
を
疑
う
べ
き
も
間
に
之
れ
有
る
も
、
亦
姑
く
焉
に
収

録
し
、
他
日
再
論
し
是
を
訂
さ
ん
。
明
折
に
非
ざ
る
は
、
然
る
後
に
之
を

汰
去
す
べ
し
。
但
だ
其
の
狂
冤
有
る
を
恐
れ
、
敢
え
て
妄
り
に
武
断
せ
ざ

る
な
り
。

一�

編
次
は
筆
者
の
世
次
尊
卑
と
に
拘
わ
ら
ず
、
之
を
獲
る
所
の
前
後
に
随

い
、
是
を
以
て
一
人
数
見
す
る
も
の
有
り
。
新
旧
羼
入
す
る
も
の
有
り
。

一�

原
字
狭
小
に
し
て
紙
冊
容
る
可
き
も
の
は
、
皆
全
て
原
本
に
依
る
。
其
の

字
体
長
大
な
る
も
の
は
、
陳
繹
曾
の
八
面
九
宮
の
図
法
に
倣
い
縮
写
収
入

す
。
若
し
旧
観
を
復
せ
ん
と
欲
さ
ば
、
線
方
に
照
ら
し
て
大
き
さ
に
放
わ

ば
、
則
ち
以
て
毫
末
も
謬
た
ざ
る
べ
し
。（
原
漢
文
（

八
五
冊
本
に
は
こ
れ
に
加
え
て
、

一�

此
の
集
、
多
く
は
模
本
よ
り
出
づ
る
と
雖
も
、
未
だ
其
の
蔵
及
び
所
在
の

地
詳
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
も
亦
姑
く
収
載
し
、
以
て
他
日
を
待
つ
。

此
の
集
初
め
名
づ
け
て
扁
額
広
覧
と
曰
う
。
自
ず
か
ら
一
書
を
為
さ
ん
と
す

る
も
、
今
取
り
て
以
て
集
古
十
種
の
一
を
補
う
。
故
に
其
の
間
、
或
い
は
今

人
の
書
を
以
て
雑
ぜ
る
。
其
の
体
裁
は
諸
集
と
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
。

（
原
漢
文
（

と
あ
り
、
も
と
は
『
扁
額
広
覧
』
と
し
て
別
に
刊
行
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、『
集

古
十
種
』
の
一
篇
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
か
凡
例

の
文
章
も
こ
れ
ま
で
の
篇
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
。

　

目
次
は
「
百
寿
」
の
よ
う
に
扁
額
に
記
さ
れ
る
語
を
ま
ず
掲
げ
、そ
の
次
に
「
原

本　

長
一
尺
九
寸
九
分
三
厘　

七
線　

広
九
寸
五
分　

十
五
線
」
と
縦
・
横
の
法

量
を
示
す
。
所
蔵
者
な
ど
を
記
さ
な
い
点
で
も
他
の
篇
と
体
裁
が
異
な
る
。

　

内
容
を
み
る
と
、巻
七
の
245
「
常
楽
門
」（
弘
法
大
師
真
蹟
（
と
252
「
貞
観
殿
」（
弘

法
大
師
真
蹟
（
が
入
れ
替
わ
る
ほ
か
、
巻
八
ま
で
の
相
違
は
資
料
名
称
の
訂
正
の

み
と
な
る
。
八
十
五
冊
本
で
は
「
別
録
」
と
し
て
一
冊
を
設
け
て
三
十
七
件
を
追

加
す
る
。

（
9
）
古
画
・
法
帖

　

以
上
の
ほ
か
、
八
十
五
冊
本
に
は
「
古
画　

肖
像
」
五
冊
、「
七
祖
賛　

弘
法

大
師
真
蹟
」
二
冊
、「
法
帖　

定
家
卿
真
蹟
小
倉
色
紙
」
一
冊
、「
牧
渓
玉
澗
八
景
」

一
冊
、「
名
物　

古
画
」
一
冊
の
五
篇
が
あ
る
。
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
本
に
は
、
こ
の

う
ち
の
①
「
法
帖　

大
師
真
蹟
七
祖
賛　

上
・
下
」（
二
冊
（、
②
「
法
帖　

定
家

卿
真
蹟
小
倉
色
紙
」（
一
冊
（、
③
「
名
物　

古
画
」（
一
冊
（
が
含
ま
れ
る
。

　

ま
ず
①
は
八
十
五
冊
本
が
冒
頭
に
七
祖
の
肖
像
を
掲
げ
、
そ
の
後
に
賛
を
掲
載

す
る
の
に
対
し
て
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
本
に
は
七
祖
像
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

八
十
五
冊
本
に
序
文
、
目
録
、
凡
例
が
一
切
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
こ
と

は
現
時
点
で
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
外
題
に
「
集
古
十
種
」
と
あ
り
、『
稿
』

と
一
連
の
も
の
と
の
確
証
も
な
い
こ
と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
は
『
集
古
十
種
』
の
早

期
の
刊
本
と
み
て
お
く
。

　

次
に
②
の
外
題
は
朱
色
の
題
簽
に
「
集
古
十
種　

法
帖　

定
家
卿
真
蹟
小
倉
色

紙
」
と
あ
り
、
内
容
は
八
十
五
冊
本
と
変
わ
ら
な
い
。『
稿
』
と
一
連
の
も
の
と

は
考
え
難
く
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
八
十
五
冊
本
に
あ
る
末
尾
の
「
宮
田
行
連
謹

刻
」
の
文
字
が
欠
落
す
る
こ
と
か
ら
、
刊
行
時
期
は
む
し
ろ
下
が
る
可
能
性
も
あ

る
。
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な
お
、彦
根
城
博
物
館
に
は
「
小
倉
山
の
色
紙
写
」
と
の
手
書
き
の
題
簽
を
貼
っ

た
資
料
が
あ
る
（
井
伊
家
伝
来
典
籍
（。
十
九
件
を
掲
載
し
て
お
り
、
八
十
五
冊

本
よ
り
も
十
四
件
少
な
い
。
末
尾
に
あ
る「
仙
台
家
蔵
」の
裏
丁
が
枠
の
み
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
落
丁
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
三
井
家
の
次
郎
右
衛
門
、
三

郎
助
、
八
郎
兵
衛
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
に
「
商
人
」
の
文
字
が
あ
り
、
八
十
五
冊
本
で

は
こ
れ
を
削
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

③
の
外
題
お
よ
び
内
容
は
八
十
五
冊
本
と
共
通
す
る
。②
と
は
逆
に
末
尾
に「
文

晁
縮
摹　

清
風
謹
刻
」
の
文
字
が
あ
り
、
早
期
の
刊
本
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
よ
り
、
現
状
で
は
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
本
の
三
篇
は
『
稿
』
と
は
分
け

て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
彦
根
本
の
「
小
倉
山
の
色
紙
写
」
は
明
ら
か

に
八
十
五
冊
本
と
異
な
る
特
徴
が
あ
り
、
尾
崎
雅
嘉
の
『
群
書
一
覧
』
で
「
小
倉

色
紙
」
一
冊
の
刊
行
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
資
料
は
『
稿
』
で
あ
る
可
能

性
が
き
わ
め
て
高
い
。

三
　
八
十
五
冊
本
『
集
古
十
種
』
に
追
加
さ
れ
た
資
料
の
検
討

　
『
稿
』
と
八
十
五
冊
本
の
比
較
に
よ
り
、
碑
銘
篇
と
鐘
銘
篇
は
『
稿
』
の
段
階

で
か
な
り
完
本
に
近
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
兵
器
篇
や
銅
器
篇
、

楽
器
篇
、
文
房
篇
は
八
十
五
冊
本
で
大
き
く
資
料
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
ま
た
、
序
文
が
収
録
さ
れ
な
い
印
章
篇
、
扁
額
篇
や
古
画
・
法
帖
篇
に

つ
い
て
は
、
他
篇
と
や
や
性
格
や
編
集
過
程
が
異
な
る
こ
と
が
窺
え
た
。
も
う
少

し
具
体
的
に
増
補
の
過
程
を
辿
る
た
め
、
削
除
や
追
加
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
検

討
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
碑
銘
・
鐘
銘

　

碑
銘
篇
の
巻
六
に
全
図
と
拓
本
を
掲
載
す
る
（（「
大
和
国
宇
知
川
摩
崖
碑
」は
、

巻
八
に
も
（（
「
磨
崖
碑
」
と
し
て
碑
文
を
再
録
し
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
付
す
。

水
府
の
儒
臣
・
立
原
萬
、
曽
て
大
和
国
に
游
び
宇
知
川
を
遵
行
し
、
磨
崖
碑

文
二
十
有
七
字
及
び
仏
像
一
躯
を
得
て
、
騰
打
齎
来
模
刻
し
て
帖
と
為
す
。

頃
者
復
び
人
を
し
て
其
の
碑
を
打
た
し
む
る
に
、
更
に
百
有
余
字
を
淂
。
諸

前
の
淂
る
所
に
比
べ
て
文
意
殆
ん
ど
解
明
す
。因
て
復
び
収
入
焉
。（
原
漢
文
（

　

立
原
萬
と
は
水
戸
藩
の
儒
者
・
立
原
翠
軒（
一
七
四
四
〜
一
八
二
三
（で
あ
る
。

名
を
萬
、
字
を
伯
時
、
通
称
を
甚
五
郎
と
い
い
、
も
と
東
里
、
致
仕
後
に
翠
軒
と

号
し
た
。
水
戸
徳
川
家
に
仕
え
、
天
明
六
年
に
彰
考
館
総
裁
に
進
む
と
、
以
後
致

仕
す
る
ま
で
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
に
力
を
注
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
寛
政
七

年
、
翠
軒
は
藩
主
の
命
に
よ
り
上
京
し
た
こ
と
が
そ
の
日
記
『
上
京
日
記
』（
同
志

社
大
学　

貴
重
書
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
か
ら
わ
か
る
。
二
月
十
七
日
に
同
門

藤
田
幽
谷
、
弟
子
小
宮
山
楓
軒
ら
と
水
戸
を
出
立
し
た
翠
軒
は
、
翌
月
十
五
日
に

京
都
へ
到
着
す
る
と
、
藩
用
の
た
め
公
家
を
訪
ね
る
一
方
、
故
実
考
証
家
の
藤
貞

幹
や
橋
本
経
亮
、
儒
者
安
藤
箕
山
（
庄
助
（、
画
家
田
中
訥
言
、
松
本
文
平
、
書

肆
の
茨
城
（
小
川
（
多
左
衛
門
（
柳
枝
軒
（、
銭
屋
惣
四
郎
（
竹
苞
楼
、
佐
々
木

春
行
（
ら
と
交
友
を
深
め
、
ま
た
洛
中
お
よ
び
近
郊
の
寺
社
を
訪
ね
て
什
物
を
展

観
し
、
石
碑
や
扁
額
の
拓
本
も
取
っ
て
い
る
。
四
月
二
十
三
日
か
ら
は
南
都
巡
行

に
出
掛
け
て
お
り
、
宇
智
川
磨
崖
碑
を
訪
れ
た
の
は
五
月
十
六
日
と
な
る
。「
雨

中
ニ
テ
多
ク
打
コ
ト
能
ハ
ス
二
三
紙
ヲ
得
タ
リ
」
と
記
す
こ
と
か
ら
、
巻
六
に
収

録
さ
れ
る
拓
本
は
こ
の
時
に
取
ら
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。

　

翌
年
、
定
信
の
も
と
で
『
集
古
十
種
』
編
纂
に
携
わ
る
画
家
・
谷
文
晁
も
宇
智
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川
の
磨
崖
碑
を
訪
れ
て
お
り（

（1
（

、
そ
の
情
報
が
巻
八
に
反
映
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
碑
銘
篇
の
編
集
が
こ
の
頃
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。
な
お
、

翠
軒
の
『
上
京
日
記
』
に
は
南
都
巡
行
の
際
に
出
会
っ
た
文
晁
の
門
人
・
大
原
東

野
の
言
葉
と
し
て
「
去
年
文
晁
の
弟
元
旦
又
門
人
朗
郷
と
と
も
に
吉
野
に
至
り
山

中
の
古
物
を
模
写
し
て
文
晁
に
贈
り
た
る
と
云
」
と
あ
り
、
事
前
に
吉
野
山
に
あ

る
古
物
の
情
報
が
文
晁
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
篇
は
比
較
的
早
く
に
編
集
作
業
が
進
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
八
十
五
冊
本

で
追
加
さ
れ
た
資
料
は
「
陸
奥
国
伊
達
郡
下
大
石
村
古
碑
」
の
み
で
あ
る
。
差

し
替
え
る
前
の
「
南
都
西
大
寺
塔
銘
」
と
し
て
収
録
さ
れ
る
銘
文
は
、
西
大
寺

僧
・
叡
尊
に
よ
り
宇
治
川
に
造
立
さ
れ
た
十
三
重
石
塔
に
刻
ま
れ
、
慶
長
元
年

（
一
五
九
六
（
の
地
震
に
よ
り
相
輪
が
落
ち
て
上
方
四
重
が
傾
い
た
の
を
、
慶
安

三
年
（
一
六
五
〇
（
に
淀
藩
主
永
井
尚
政
が
再
興
し
た
時
の
追
銘
で
あ
る
。
こ
の

石
塔
に
は
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
（
の
銘
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
銘
が
収

録
さ
れ
ず
慶
安
の
追
銘
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
（
の
大
洪

水
で
こ
の
塔
が
宇
治
川
に
埋
没
し
、
明
治
四
十
一
年
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
ま
で
の

約
百
五
十
年
間
川
底
に
あ
っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。
銘
の
重
要
度
を
勘
案
し
た
結

果
、
八
十
五
冊
本
で
は
省
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
替
わ
っ
て
追
加
さ
れ
た
「
陸
奥
国
伊
達
郡
下
大
石
村
古
碑
」
は
、
元
徳

三
年
（
一
三
三
一
年
（
に
建
て
ら
れ
た
供
養
塔
で
、
現
在
、
福
島
県
伊
達
市
霊
山

町
大
石
字
倉
波
に
あ
り
、「
元
徳
供
養
石
塔
」
と
称
さ
れ
る
。
近
く
の
日
枝
神
社

境
内
に
は
文
化
十
四
年
、
松
平
定
信
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
北
畠
顕
家
の
忠
節
を
顕

彰
す
る
「
霊
山
碑
」
が
あ
る
。

　

鐘
銘
篇
で
は
三
件
を
追
加
し
、
こ
の
う
ち
「
河
内
国
道
明
寺
鐘
銘
」
は
河
内
国

志
紀
郡
の
尼
寺
・
道
明
寺
（
大
阪
府
藤
井
寺
市
道
明
寺
（
に
あ
り
、
永
禄
十
二
年

（
一
五
六
九
（
九
月
十
日
の
銘
文
を
有
す
る
。
た
だ
し
、『
河
内
国
名
所
図
会
』
の

道
明
寺
の
項
に
こ
の
鐘
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
「
摂
津
国
兵
庫
経
嶋
延
福
寺
鐘
銘
」
に
は
「
曇
華
院
宮
御
蔵
」
と
あ
る
。『
山
城

名
勝
志
』（
宝
永
二
年
序
、
正
徳
元
年
刊
（
巻
四
や
『
拾
遺
都
名
所
図
会
』（
天
明
七

年
刊
（
巻
一
に
よ
る
と
、
東
洞
院
三
条
に
あ
っ
た
通
玄
寺
曇
華
院
に
は
「
三
銘

鐘
」
と
称
さ
れ
る
寺
宝
が
あ
り
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
（
延
福
寺
、
応
永
八
年

（
一
四
〇
一
（
妙
覚
寺
、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
（
金
龍
寺
と
い
う
三
寺
の
銘
を

有
す
る
と
い
う
。
後
者
に
は
宮
中
の
寄
附
に
よ
り
新
鐘
が
鋳
造
さ
れ
、
古
鐘
は
宝

庫
に
納
め
ら
れ
た
と
あ
り
、
新
鋳
の
銘
よ
り
安
永
三
年
（
一
七
七
四
（
の
こ
と
と

わ
か
る（
（1
（

。

　
「
和
泉
国
高
倉
村
高
蔵
寺
古
鐃
銘
」
は
行
基
開
基
と
伝
え
ら
れ
る
古
刹
・
高
倉

寺
（
大
阪
府
堺
市
南
区
高
倉
台
（
に
伝
来
す
る
鐃
で
、『
和
泉
名
所
図
会
』（
寛
政

八
年
刊
（
巻
四
「
大
集
会
山
天
王
院
高
倉
寺
」
に
も
「
当
寺
の
什
具
鐃
の
銘
に
曰
、

久
安
五
年
十
月
十
八
日
、
大
修
恵
院
と
鐫
す
」
と
記
さ
れ
る
。

　

こ
の
二
篇
の
追
加
資
料
は
少
な
く
、
増
補
の
事
情
や
時
期
は
明
確
に
で
き
な

い
。
そ
こ
で
追
加
資
料
の
多
い
他
の
篇
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

（
2
）
兵
器
・
銅
器
・
楽
器
・
文
房

　

兵
器
、銅
器
、楽
器
、文
房
の
四
篇
も
寛
政
十
二
年
の
序
文
を
有
す
る
も
の
の
、

碑
銘
、
鐘
銘
と
は
異
な
り
、
八
十
五
冊
本
で
増
補
さ
れ
た
資
料
は
か
な
り
の
数
に

の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
を
所
有
者
に
着
目
し
て
ま
と
め
た
の
が
表
（
で
あ
る
。
こ
の
な

か
に
は
『
稿
』
の
段
階
で
他
の
所
蔵
品
が
す
で
に
収
録
さ
れ
る
寺
社
が
い
く
つ
か

含
ま
れ
て
お
り
、
網
掛
け
で
示
し
て
区
別
し
た
。

　
『
集
古
十
種
』
の
編
纂
は
各
篇
の
凡
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
拓
本
や
模
本

を
集
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
実
物
の
調
査
を

お
こ
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
事
業
の
特
徴
で
あ
る
。
寛
政
四
年
、
柴
野
栗
山
が
住
吉
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表２　（（冊本追加資料（兵器篇・銅器篇・楽器篇・文房篇）
国名 寺社名 資料名〔収録篇名・番号〕
陸奥国 佐場野医王寺 古鏃〔弓矢（（〕

会津塔寺八幡宮 古鏃〔弓矢50〕
那麻上三宮三島社 田楽面〔楽器（（〕
平泉毛越寺 面　二〔楽器（（〕
平泉中尊寺白山権現 面　二〔楽器（（〕

出羽国 秋田郡寺内村田村神 利仁将軍矢〔弓矢（（〕
雄勝郡杉宮三輪山吉祥院 矢〔弓矢（（〕
仙北郡神宮寺村八幡宮 旗〔旌旗（0〕

武蔵国 馬込村万福寺 梶原平三景時鏃〔弓矢51〕
下野国 那須山湯泉権現社 那須与市資隆矢〔弓矢12〕
下総国 行徳善照寺 鈴〔銅器（（〕
常陸国 鹿嶋郡正等寺 駅鈴〔銅器（（〕
相模国 鎌倉建長寺 鈴〔銅器（（〕
駿河国 府中宝泰院 硯〔文房（（〕
越後国 青梅神社（社人古川■） 銅器（境内掘地所得）〔銅器（（〕
尾張国 熱田宮 箙（此図前出雖然精密此図劣故亦図之）〔弓矢（（〕
伊勢国 大神宮 太刀〔刀剣（〕

多度太神宮 鏡　三十〔銅器（（〕
山城国 本国寺 笙　二〔楽器（（〕、小蝶丸笙〔楽器（0（〕

本能寺 鶯丸笙〔楽器（（〕、鈴虫篳篥〔楽器（（〕、笙〔楽器（00〕、虎生笙〔楽器（（（〕
東寺 平調板〔楽器（（〕、舞楽帽子〔楽器（（〕
要法寺 笙〔楽器（0（〕
清閑寺 箏〔楽器（（（〕、高倉帝御硯箱〔文房（（〕
下御霊社 神鏡〔銅器（（〕
五条金光寺市姫宮 神鏡〔銅器（（〕
宇治平等院 源三位頼政旗棹〔旌旗（（〕

摂津国 神秀山満願寺 幸寿丸太刀〔刀剣（0（〕
勝尾寺 開成皇子御硯〔文房（0〕
吾彦山大聖寺中坊不動院 楠正成小旗〔旌旗（（〕、不動尊剣〔刀剣（（（〕、雲次剣〔刀剣（（（〕
住吉社 源義経朝臣鞍〔馬具（0〕
慈眼庵 鏡〔銅器（（〕

河内国 道明寺 菅公鏡〔銅器（（〕
駒谷五所明神 埴鏡　二〔銅器（0〕
誉田八幡宮 源頼朝卿鞍〔馬具（（〕、明亨石硯〔文房（（〕
壺井八幡宮 源義家朝臣鏃〔弓矢（（〕、丸木弓〔弓矢（（〕
葛井寺 楠正成旗〔旌旗（（〕
金剛寺 楠正成卿短刀〔刀剣（（〕
観心寺 半月硯〔文房（（〕、墨溜〔文房（（〕

大和国 法隆寺

丸木弓〔弓矢（（〕、矢〔弓矢36〕、鏡　三〔銅器（（〕、鈴〔銅器（（〕、金山寺香炉〔銅
器（（〕、水瓶〔銅器（（〕、香炉〔銅器（（〕、風炉〔銅器（（〕、銅量〔銅器（（〕、鈴〔銅
器（（〕、雪夜篳篥〔楽器（（〕、福原笛〔楽器（（〕、源信寄附面〔楽器（0（〕、太鼓火
焔〔楽器（0（〕、駄太鼓火焔〔楽器（0（〕

龍田社 古鏃〔弓矢（（〕、鏡　二〔銅器（（〕
信貴山本覚院 楠正成旗〔旌旗（（〕
東大寺 熊蛮絵〔楽器（（〕、文書袋　三〔文房（0〕

東大寺八幡宮 競馬太刀〔刀剣（（（〕、唐鞍〔馬具（（〕、胡徳楽瓶子〔楽器（（〕、新靺鞨纓〔楽器
（（〕、笏〔楽器（（〕、靴〔楽器（（〕

東大寺勧進所 鐙〔馬具（（〕
法貴寺 口籠〔馬具（（〕
安条寺 役行者作面　二〔楽器（（〕
景清地蔵堂 鏡〔銅器（（〕

紀伊国 高野山興山寺 旗〔旌旗（（〕
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国名 寺社名 資料名〔収録篇名・番号〕

紀伊国 高野山龍光院 剣・同鞘（大師於神泉苑請雨之時所持）〔刀剣（0（〕、鈴〔銅器（0〕、弘法
大師硯箱并硯〔文房（（〕

高野山高室院 硯〔文房（（〕
高野山宝積院 水瓶〔銅器（（〕、硯〔文房（（〕
高野山某 夾笇〔文房（（〕
熊野新宮 平胡籙〔弓矢（（〕、背負椊〔弓矢（（〕、杏葉〔馬具（（〕、鐙〔馬具（（〕、鞭〔馬具（（〕

播磨国 鶴林寺 永田幸介鏃〔弓矢（0〕、太鼓火焔〔楽器（（〕
鵤太子寺 笙匣〔楽器（0（〕、鞨鼓・鞨鼓台〔楽器（0（〕
清水寺 田村丸剣太刀　三〔刀剣（0（〕
大山寺 鞨鼓〔楽器（（〕、笙〔楽器（（〕、笛〔楽器（（〕、鞨鼓台〔楽器（（〕
多門寺 慈覚大師伝来笛〔楽器（（〕
室明神 琵琶〔楽器（（0〕

備前国 牛窓御皇后社 太刀〔刀剣（（〕、厚総〔馬具（（〕
備後国 吉備宮（一宮） 面　三〔楽器（0〕、舞楽太刀〔楽器（0（〕

八幡村八幡宮 神鏡　二〔銅器（0〕

安芸国 厳島社
足利尊氏公短刀〔刀剣（〕、太刀〔刀剣（（〕、菊紋太刀〔刀剣（（（〕、神鏡〔銅器
（（〕、玉笛〔楽器（0〕、鉄笛〔楽器（（〕、琵琶〔楽器（0（〕、硯〔文房（（〕、家棚守将
監蔵硯〔文房（（〕

長門国 一宮 飾馬具〔馬具（（〕
隠岐国 若玉酢社 駅鈴〔銅器（（〕
讃岐国 白峯寺 為朝矢〔弓矢（（〕、面　三〔楽器（0〕、崇徳帝御物笙〔楽器（（〕
伊予国 三島社（三島明神） 矢〔弓矢49〕、義政公水瓶〔銅器（（〕、義政公湯瓶〔銅器（（〕
豊後国 姥嶽社 鏃〔弓矢7〕

所蔵者 資料名〔収録篇名・番号〕
紀伊徳川家 寛治丸笛〔楽器（（〕、冠古琴〔楽器（（〕、琵琶〔楽器（（（〕、四霊硯〔文房（（〕
姫路（酒井）家 劉基硯〔文房（（〕
佐竹家 古製筑紫箙〔弓矢（（〕、古鏃（出羽国仙北郡金沢村民間所得）〔弓矢（（〕、

鏡　二〔銅器（（〕、鈴〔銅器（（〕
伊予松山家 鐙〔馬具（（〕
朽木家（福知山藩主） 鏡〔銅器（（〕
大洲家（大洲藩主加藤家） 梶原景時鞍〔馬具（（〕
宮川家（宮川藩主堀田家） 銅鼓〔銅器（（〕
家蔵（松平定信） 鏃（陸奥国磐瀬郡須賀川駅伐木所獲）〔弓矢（（〕

鏃（陸奥国磐瀬郡鏡沼村堀地所獲）〔弓矢（0〕
鏃（陸奥国田村郡守山耕田所獲）〔弓矢（（〕
伊勢守貞信作応永年間鞍〔馬具（（〕
銜（■■堀地所獲）〔馬具（（〕
鏡　二（信濃国更級郡石川村掘地所得）〔銅器（（〕
銅磬（陸奥国盤瀬郡鏡沼村掘地所得）〔銅器（（〕
乾統鐘〔銅器（（〕、笛　三〔楽器（（〕、明石篳篥〔楽器（（〕、澄泥研〔文房（0〕、
相州瓦硯〔文房（（〕

那須家 宇都宮俊綱旗〔旌旗（0〕、与市宗高太刀金具〔刀剣（（（〕
横瀬家 新田義貞朝臣旗　六〔旌旗（（〕、源義貞朝臣目貫小柄〔刀剣（0〕
由良家 太刀〔刀剣（（（〕
蜷川氏 埴鏡（山城国宇治郡掘地所得）〔銅器（（〕
中氏 白菊丸笙〔楽器（（〕
佐竹家臣今村正昶 古製狩箙〔弓矢（（〕
細川家臣大矢野某家 菊池家旗紋〔旌旗（（〕
会津家臣坂本覚兵衛 足利尊氏公鍔及金具〔刀剣（（（〕
家臣高松内匠 佐藤嗣信鞍〔馬具（（〕
高松家臣■■ 口籠〔馬具（0〕
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所蔵者 資料名〔収録篇名・番号〕
姫路家臣山田安貞 宝鐸（播磨国宍粟郡須賀山中掘地所得）〔銅器（（〕
本阿弥三郎兵衛 大塔宮鞍〔馬具（（〕
中村弥太夫（仏庵、書家） 澄泥硯〔文房（（〕、文台〔文房（（〕
相模国松田某 文明年間硯〔文房（（〕
伊勢国津市医・庭田生安 几〔文房（（〕
尾張国海東郡木田村大館■（高門） 鈴〔銅器（0〕
京師怡顔斎（松岡恕庵） 詩囊〔文房（（〕
橋本肥後守（経亮） 鏡〔銅器（（〕
古梅園 唐李家烟墨璽〔文房（（〕
近江国山田浦隠士（木内）石亭 鏡　二〔銅器（（〕、鎮宅霊符〔銅器（（〕
阿波国阿佐氏家 旗　二〔旌旗（（〕
陸奥国塩竃社人藤塚某（知明） 古弓〔弓矢（（〕
会津商家森与三郎 鍔（於山崎古塁所獲）〔刀剣（（〕
仙台商家川村■ 鈴〔銅器（（〕
名古屋商家■ 鳥首太刀金具（美濃国各務郡蘇原村古墳中所獲）〔刀剣（（0〕
大坂商家加島屋源太兵衛 古鏃〔弓矢（（〕
大坂商家加島屋源太兵衛 鏡〔銅器（（〕、鈴〔銅器（（〕
大坂商家吉田道可 鏡　二〔銅器（（〕
大坂商家岡野新次 赤松律師則祐旗〔旌旗（（〕
大坂商家 楠正成卿短刀〔刀剣（（（〕
大阪商家 鳩丸短刀〔刀剣（（（〕
大阪商家 楠正成卿短刀〔刀剣（（（〕
大坂商家 義昭公藤丸短刀〔刀剣（（（〕
岡山商家河本又三郎 鏡　十〔銅器（（〕、笙　三〔楽器（（〕、鶯丸笛・高麗笛〔楽器（（〕、蘭陵王面〔楽

器（（〕、鞨鼓台　二〔楽器（（〕、月琴〔楽器（（〕
和泉国■尾村農家北村失名 源義経朝臣鞍〔馬具（（〕
河内国南別井村農家松村失名 楠氏弓〔弓矢（0〕
讃岐国□北村官兵衛 駅鈴并小鈴〔銅器（0〕
讃岐国陶村村長岡田官兵衛家 鏡　五十三〔銅器（0〕
或蔵 鏡　三〔銅器（（〕

鏡〔銅器（（〕
鈴　五〔銅器（（〕
鈴〔銅器（（〕
模弦上琵琶〔楽器（（（〕

所蔵未詳 平胡籙〔弓矢（（〕
楠正成旗〔旌旗（（〕
熊谷次郎直実旗　三〔旌旗（（〕
鏃（出羽国仙北郡金沢村伐木所獲）〔弓矢（（〕
鏡（摂津国清水村掘地所得）〔銅器（（〕
鈴（大和国吉野山中掘地所得）〔銅器（（〕
鈴（河内国交野郡渚村掘地所得）〔銅器（（〕
鈴（上総国周准郡貞元村貞元親王墓傍掘地所得）〔銅器（（〕
鈴（上総国周准郡貞元村神将寺掘地所得）〔銅器（（〕
水滴（相模国鎌倉管領屋敷跡掘地所得）〔銅器（（〕
鈴（常陸国茨城郡台渡村掘地所得）〔銅器（（〕
鏡（伊予国出作村農民掘地所得）〔銅器（（〕
鏡（和泉国堺掘地所得）〔銅器（（〕
鈴（備中国賀陽郡八田部村掘地所得）〔銅器（（〕
磁硯〔文房（（〕

・他の所蔵品が『稿』に掲載される所蔵者は網掛けで示した。
・『稿』本編には収録されないものの、目次には記載される資料はゴシック体で示した。
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広
行
、
屋
代
弘
賢
を
と
も
な
っ
て
お
こ
な
っ
た
京
・
大
和
の
寺
社
宝
物
調
査
は
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
記
録
『
寺
社
宝
物
展
閲
目
録
』
に
よ
る
と
、
本
能
寺
や

平
等
院
、
法
隆
寺
、
信
貴
山
、
東
大
寺
な
ど
は
こ
の
段
階
で
す
で
に
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
本
能
寺
の
所
蔵
品
と
し
て
、『
稿
』
で
は
兵
器
篇
に
刀

剣
三
口
〔
刀
剣
（（
〕
と
「
大
太
刀
」〔
刀
剣
（（
〕、楽
器
篇
に
「
時
雨
箏
」
（
点
〔
楽

器
（（
〕、
文
房
篇
に
「
朝
倉
義
景
硯
」〔
文
房
（（
〕（
た
だ
し
東
大
寺
蔵
と
誤
る
（
を

掲
載
し
、「
来
国
光
相
口
一
腰
」、「
馬
加
剣
一
腰
」、「
菊
一
文
字
守
刀
一
腰
」、「
大

太
刀
一
腰
」、「
時
雨
箏
図
」、「
朝
倉
義
景
硯
」
と
し
て
す
べ
て
が
『
寺
社
宝
物
展

閲
目
録
』
に
み
え
る
。
こ
の
五
点
に
は
描
き
写
し
た
こ
と
を
示
す
△
印
を
付
し
て

お
り
、
加
え
て
「
大
太
刀
一
腰
」
に
は
○
印
も
添
え
、
取
り
寄
せ
て
実
見
す
べ
き

作
品
と
し
て
い
る（
（1
（

。

　

一
方
、八
十
五
冊
本
で
追
加
し
た
う
ち
「
鶯
丸
笙
」〔
楽
器
（（
〕、「
鈴
虫
篳
篥
」〔
楽

器
（（
〕、「
笙
」〔
楽
器
100
〕
は
『
寺
社
宝
物
展
閲
目
録
』
に
み
え
る
も
の
の
△
印
が

な
い
こ
と
か
ら
図
に
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
虎
生
笙
」〔
楽
器
111
〕
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
以
降
に
再
度
調
査
を
お
こ
な
っ
た
か
、
模
本
を
入
手
し
た
こ
と
に
な

ろ
う
。

　

次
い
で
寛
政
八
年
に
は
谷
文
晁
が
弟
子
喜
多
武
清
や
広
瀬
蒙
斎
と
と
も
に
上
京

し
て
寺
社
や
名
士
の
所
蔵
品
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。そ
の
記
録
は『
文
晁
過
眼
録
』

と
称
さ
れ
、
七
月
二
十
日
、
本
能
寺
に
訪
れ
た
こ
と
を
記
す
。
た
だ
し
調
査
作
品

の
一
覧
に
こ
れ
ら
の
資
料
は
含
ま
れ
ず
、
二
十
九
点
す
べ
て
が
書
画
と
な
っ
て
い

る
。

　

で
は
追
加
資
料
の
情
報
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
定
信
ら
の
も
と
へ
も
た
ら
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
畿
内
や
西
国
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
寛
政
十
一
年
、
十
二
年
に
定

信
の
命
を
受
け
て
大
野
文
泉
と
僧
白
雲
が
畿
内
・
山
陽
道
を
遊
歴
し
た
際
に
得
た

情
報
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。
二
人
は
寛
政
十
一
年
四
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
宅
を
拠
点
と
し
て
畿
内
で
資
料
収
集
を
お
こ
な
っ

た
。
追
加
さ
れ
た
高
野
山
諸
院
の
資
料
の
多
く
も
こ
の
時
に
調
査
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
。
八
月
中
旬
に
は
山
陽
道
か
ら
讃
岐
に
渡
り
、
丸
亀
を
経
て
九
月
に
は
備
前

か
ら
伯
耆
、
米
子
に
ま
で
至
っ
た
。
十
月
に
大
坂
へ
戻
り
、
十
一
月
初
旬
に
は
帰

路
に
つ
い
た
と
み
ら
れ
、
十
二
月
七
日
、
江
戸
に
お
い
て
そ
の
成
果
を
披
露
す
る

展
観
が
催
さ
れ
た
と
い
う
。

　

翌
年
四
月
、
二
人
は
再
び
江
戸
を
立
ち
、
中
山
道
か
ら
木
曽
、
美
濃
を
経
て
京

へ
赴
き
、
大
坂
で
は
再
び
木
村
蒹
葭
堂
の
も
と
に
滞
在
し
た
。
そ
こ
か
ら
山
陽
道

を
西
に
向
か
い
、
備
後
神
辺
宿
の
儒
者
・
菅
茶
山
（
一
七
四
八
〜
一
八
二
七
（
を

訪
れ
る
と
、
安
芸
の
厳
島
神
社
、
備
後
一
宮
・
吉
備
津
神
社
の
宝
物
模
写
を
お
こ

な
い
、
茶
山
に
披
露
し
た
こ
と
が
そ
の
日
記
に
記
さ
れ
る（
（1
（

。
両
社
と
も
八
十
五
冊

本
で
資
料
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
四
月
二
十
日
に
茶
山
の
も
と
を
辞
し
て
大
坂
へ

戻
る
と
、
六
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
山
城
、
河
内
、
紀
伊
な
ど
の
資
料
模
写
を

お
こ
な
っ
た
ら
し
く
、
本
能
寺
に
つ
い
て
も
こ
の
時
に
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
可

能
性
は
高
い
。
十
月
二
十
日
に
は
大
坂
を
立
っ
て
江
戸
へ
戻
っ
た
。

　

な
お
、
白
雲
の
「
拓
本
帳
」（
秋
田
六
郷
本
覚
寺
（
に
は
大
坂
の
吉
田
道
可
、
讃

岐
国
陶
村
の
岡
田
官
兵
衛
、
岡
山
の
河
本
又
七
郎
、
仙
台
の
川
村
家
の
所
蔵
品
が

含
ま
れ
、四
十
五
点
が『
集
古
十
種
』と
対
応
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。『
集

古
十
種
』
の
「
古
画　

肖
像
」
に
も
収
録
さ
れ
る
岡
山
河
本
氏
所
蔵
の
藤
原
定
家

像
の
白
雲
に
よ
る
模
本
が
伝
わ
り
、
付
属
す
る
識
語
か
ら
模
写
の
経
緯
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る（
（1
（

。

此
像
者
備
前
岡
山
處
士
河
本
又
七
郎
家
蔵
、
而
不
知
何
人
画
、
云
何
愛
古
色

清
雅
不
今
世
筆
意
矣
。
予
寛
政
庚
申
秋
西
遊
請
乞
而
模
写
之
。
今
歳
辛
酉
、

再
写
与
熊
田
氏
、
維
時
享
和
元
秋
日
也
。
閑
松
堂
白
雲
誌
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こ
こ
に
寛
政
十
二
年
の
西
遊
の
際
に
模
写
し
た
も
の
を
、
翌
享
和
元
年
に
あ
ら
た

め
て
描
い
た
と
記
し
て
お
り
、
河
本
家
の
調
査
が
二
度
目
の
西
遊
時
に
お
こ
な
わ

れ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
な
お
、「
拓
本
帳
」
に
は
『
集
古
十
種
』
収
録
品
と

は
一
致
し
な
い
も
の
の
、釜
口
普
賢
院
、高
野
山
宝
積
院
、和
泉
駒
谷
金
剛
輪
寺
、

誉
田
八
幡
宮
な
ど
の
所
蔵
資
料
も
含
ま
れ
て
お
り
、
二
人
が
訪
れ
た
寺
社
を
推
測

す
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
。

　

次
に
東
北
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
寛
政
十
二
年
八
月
に
定
信
自
身
が
白
河
藩
の

分
領
で
あ
る
信
夫
郡
、伊
達
郡
十
七
村
を
巡
見
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。『
退

閑
雑
記
』
後
編
第
三
に
収
録
さ
れ
る
こ
の
時
の
紀
行
文
に
よ
る
と
、

さ
れ
ど
も
古
書
画
石
瓦
な
ど
は
、
や
す
ら
ふ
家
〳
〵
に
て
み
る
。
予
が
好
事

と
や
ら
ん
は
高
名
に
成
に
け
り
。
見
た
る
う
ち
萱
間
が
蔵
の
日
蓮
の
文
、
古

法
眼
が
書
た
る
西
行
の
富
士
を
み
た
る
図
、
舜
挙
の
花
鳥
、
あ
る
人
の
蔵
、

虎
丸
長
者
が
館
の
古
瓦
、
横
田
む
ら
護
真
寺
の
蔵
、
妙
沢
が
不
動
の
像
か
い

た
る
、
又
は
須
か
川
長
者
が
た
ち
の
壺
か
ゞ
み
、
泥
土
中
よ
り
出
た
る
磬
な

ん
ど
は
目
と
ま
る
も
の
な
り
。そ
の
余
か
ず
〳
〵
な
れ
ば
こ
ゝ
へ
も
ら
し
つ
。

と
あ
り
、
立
ち
寄
る
先
々
で
古
物
を
見
る
と
と
も
に
、「
常
松
が
か
た
に
て
古
き

磬
を
得
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
物
を
入
手
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
常
松

は
十
六
日
条
に
笠
石
村
長
の
常
松
如
流
と
み
え
、「
け
ふ
は
鏡
の
沼
、
常
松
が
と

こ
ろ
に
や
ど
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
信
所
蔵
の
「
陸
奥
国
盤
瀬
郡
鏡
沼
村
掘

地
所
得
銅
磬
」〔
銅
器
（（
〕
が
こ
れ
に
あ
た
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
時
期
は
不
明
な

が
ら
、
陸
奥
出
土
の
鏃
三
点
〔
弓
矢
（（
・
（0
・
（（
〕
も
近
い
状
況
で
入
手
し
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

　

十
八
世
紀
に
お
い
て
故
実
考
証
の
た
め
に
実
物
資
料
の
模
本
が
作
ら
れ
、
そ
れ

ら
に
興
味
を
持
つ
多
く
の
人
々
の
間
で
写
し
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
前
号
で
は
伊

勢
貞
丈
の
周
辺
で
各
地
の
古
武
器
な
ど
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
検
証

し
た
が
、
前
々
号
の
杉
本
研
究
員
に
よ
る
論
考
に
よ
れ
ば
、
銅
器
篇
の
鏡
や
鈴
に

つ
い
て
も
国
学
者
や
有
職
故
実
家
、
愛
石
家
な
ど
の
間
に
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た

状
況
が
詳
細
に
わ
か
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
こ
れ
ら
は
『
集
古
十
種
』
の
編

纂
に
あ
た
っ
て
も
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う（
（1
（

。
江
戸
時
代
に
お
い
て

各
地
に
伝
わ
る
古
鈴
に
関
す
る
注
目
度
は
高
か
っ
た
ら
し
く
、
斎
藤
幸
孝
の
『
古

鈴
集
図
』（
寛
政
十
二
年
、
静
嘉
堂
文
庫
（
や
鈴
木
甘
井
の
『
古
鈴
之
図
』（
文
化
八

年
、神
宮
文
庫
（
を
は
じ
め
、多
く
の
「
古
鈴
図
」
が
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
は
、
①
江
戸
・
桂
川
中
良
所
蔵
の
吉
野
後
醍
醐
天
皇
皇
居
出
土
、
②

上
総
国
周
集
郡
貞
元
村
神
将
寺
の
古
鈴
、
③
下
総
国
行
徳
善
照
寺
の
古
鈴
、
④
尾

張
・
大
館
高
門
所
蔵
の
鳥
形
古
鉄
鈴
（
松
浦
社
神
宝
（、
⑤
常
陸
国
鹿
島
正
等
寺

蔵
駅
路
鈴
、
⑥
讃
岐
国
多
度
郡
陶
村
三
好
官
兵
衛
所
蔵
の
駅
路
鈴
な
ど
が
収
録
さ

れ
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
模
本
が
写
し
伝
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
当
初
の
書
写
年
が

記
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

こ
の
う
ち
桂
川
中
良
（
一
七
五
六
？
〜
一
八
一
〇
（
の
所
蔵
す
る
①
は
『
集
古

十
種
』
の
「
大
和
国
吉
野
山
中
掘
地
所
得
鈴
」〔
銅
器
（（
〕（
図
3
（
に
あ
た
る
と
み

ら
れ
る
。
中
良
は
奥
医
師
桂
川
家
の
次
男
に
生
ま
れ
、
平
賀
源
内
に
学
ん
だ
戯
作

者
、
蘭
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
字
は
虞
臣
、
通
称
は
次
郎
、
万
蔵
で
、
甫
斎
、

甫
粲
と
も
号
し
た
。
寛
政
頃
ま
で
は
家
祖
甫
筑
の
元
姓
森
島
を
名
乗
り
、
戯
作
に

際
し
て
は
竹
杖
為
軽
、
森
羅
万
象
、
築
地
善
交
な
ど
と
称
し
た
と
い
う
。
寛
政
六

年
か
ら
九
年
に
か
け
て
白
河
藩
に
出
仕
し
定
信
の
も
と
で
御
小
納
戸
格
を
務
め
た

こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
随
筆
『
桂
林
漫
録
』（
寛
政
十
二
年

序
（
に
も
同
品
の
図
を
掲
載
し
（
図
4
左
（、
次
の
よ
う
に
記
す
。
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図３　吉野山中出土古鈴　
　　　（『集古十種』）

図４　神将寺蔵古鈴・桂林所蔵古鈴（『桂林漫録』）

図７　神将寺蔵古鈴（『集古十種』） 図５　神将寺蔵古鈴
　　　（『房総志料』）

図６　神将寺蔵古鈴
　　　（『古鈴図』　国立国会図書館）

図８　神将寺蔵古鈴（『集古十種』）図９　神将寺蔵古鈴（藤貞幹『集古図』）
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図11　�行徳善照寺蔵古鈴
（『集古十種』）

図10　�行徳善照寺蔵古鈴�
（『古鈴図』　国立国会図書館）

図12　�行徳善照寺蔵古鈴�
（『江戸名所図会』）

図13　�大館高門蔵鳥形鈴
（『集古十種』）

図14　鹿島正統寺蔵古鈴（『古鈴図』　国立国会図書館）

図15　�鹿島正統寺蔵古鈴
（『集古十種』）

図16　�鹿島正統寺蔵古鈴�
（伊勢貞丈『駅路鈴考』）

図17　�讃岐・北村官兵衛蔵駅鈴�
（『集古十種』）
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図18　仙台・川村家蔵鈴（『集古十種』）

図19　楠正成祭修具唐金鈴之図（『古鈴図』　国立国会図書館）
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近
来
中
村
国
香
な
る
者
の
撰
す
る
房
総
志
要
な
る
書
の
中
に
、
上
総
国
周
集

郡
貞
元
村
の
神
将
寺
と
云
浄
刹
に
、
清
和
天
皇
第
三
の
皇
子
貞
元
親
王
の
宝

玩
板
鈴
と
云
物
有
と
て
図
し
た
る
を
見
れ
ば
、
我
所
蔵
の
物
と
全
然
た
る
同

物
な
り
。
今
歳
六
月
、北
条
鉉
、宇
埜
元
廸
と
偕
に
房
総
の
地
に
遊
へ
る
時
、

彼
寺
を
訪
ひ
、
住
僧
隆
弁
法
印
に
謁
し
て
古
鈴
を
見
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
法
印

お
も
う
る
に
承
引
、
頓
て
鈴
及
四
品
の
什
物
を
出
し
て
看
せ
し
む
。
鈴
は
大

小
の
違
あ
る
の
み
に
て
、質
色
臭
味
、我
弆
蔵
の
物
と
些
も
異
な
る
事
無
し
。

惜
ら
く
は
其
音
清
亮
な
ら
ず
。
我
鈴
よ
り
下
る
事
一
等
な
り
。
他
の
四
品
は

硯
大
小
二
枚
、
石
印
壱
顆
《
印
文
梵
字
の
如
、
読
難
し
》
花
鏡
石
と
云
石
一

顆
（
下
略
（。

中
良
は
上
総
国
の
神
将
寺
（
千
葉
県
君
津
市
貞
元
（
に
自
身
の
持
つ
古
鈴
と
よ
く

似
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
こ
こ
を
訪
れ
て
実
見
し
た
上
で
そ
の
図
を
写
し

た
（
図
4
右
（。
房
総
志
要
と
あ
る
の
は
『
房
総
志
料
』（
宝
暦
十
一
年
（
を
指
す

も
の
の
、そ
の
写
本
に
掲
載
さ
れ
る
図
は
『
桂
林
漫
録
』
と
は
大
き
く
異
な
る
（
図

5
（。
こ
れ
が
「
古
鈴
図
」
に
掲
載
さ
れ
る
②
に
あ
た
り
、『
房
総
志
料
』
所
載

図
の
ほ
か
、
寛
政
三
年
に
秦
檍
丸
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
が
収
録
さ
れ
る
（
図

6
（。
檍
丸
お
よ
び
中
良
が
写
し
た
図
の
特
徴
か
ら
、
こ
れ
は
古
墳
時
代
の
剣
菱

形
鈴
杏
葉
（
五
鈴
（
で
あ
り
、『
集
古
十
種
』
の
「
上
総
国
周
准
郡
貞
元
村
貞
元

親
王
墓
傍
掘
地
所
得
鈴
」〔
銅
器
（（
〕（
図
7
（
は
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。
秦
檍
丸
（
一
七
六
四
〜
一
八
〇
八
（
は
村
上
島
之
丞
と
も
称
し
、
定
信

に
見
出
さ
れ
て
蝦
夷
地
の
探
検
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。

定
信
の
『
よ
し
の
草
子
』
に
寛
政
五
年
四
月
七
日
の
こ
と
と
し
て
「
億
丸
事
い
ろ

い
ろ
評
判
い
た
し
、
一
日
に
四
十
五
里
づ
つ
歩
候
男
也
と
さ
た
仕
候
よ
し
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
に
は
そ
の
存
在
が
耳
に
届
い
て
い
た
と
わ
か

り（
11
（

、
檍
丸
の
持
つ
神
将
寺
鈴
の
資
料
を
得
た
可
能
性
は
高
い
。
一
方
、「
上
総
国
周

准
郡
貞
元
村
神
将
寺
掘
地
所
得
鈴
」〔
銅
器
（（
〕（
図
8
（
は
『
房
総
志
料
』
と
同
じ

く
稚
拙
な
図
で
は
あ
る
も
の
の
、
細
部
の
特
徴
が
一
致
し
な
い
。
む
し
ろ
藤
貞
幹

の
『
集
古
図
』
所
載
の
図
（
図
9
（
と
近
い
こ
と
か
ら
、『
集
古
図
』
そ
の
も
の
、

あ
る
い
は
そ
の
原
資
料
や
同
系
統
の
模
本
を
参
照
し
た
と
わ
か
る
。

　

同
じ
く
五
鈴
の
剣
菱
形
鈴
杏
葉
と
し
て
③
行
徳
善
照
寺
（
千
葉
県
市
川
市
湊
（

の
古
鈴
（
図
10
（
が
あ
り
、『
集
古
十
種
』
の
「
下
総
国
行
徳
善
照
寺
蔵
鈴
図
」〔
銅

器
（（
〕（
図
11
（
に
あ
た
る
。
の
ち
天
保
年
間
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
も
掲
載
さ

れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
と
違
っ
て
稚
拙
な
図
で
あ
り
（
図
12
（、
別
系
統
の
模
本

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

④
の
鳥
形
古
鉄
鈴
は
「
松
浦
社
神
宝　

大
館
高
門
蔵
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

居
宣
長
の
門
人
で
、
の
ち
一
条
家
に
仕
え
た
と
い
う
大
館
高
門
（
一
七
六
六
〜

一
八
三
九
（
の
所
蔵
す
る
古
鈴
と
わ
か
る
。『
集
古
十
種
』
に
は
「
尾
張
国
海
東

郡
木
田
村
大
館
■
蔵
鈴
」〔
銅
器
（0
〕（
図
13
（
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。
高
門
が
親
し

く
交
わ
っ
た
伊
勢
内
宮
の
神
官
・
荒
木
田
末
偶
（
一
七
三
六
〜
一
八
〇
二
（
の
歌

集
『
菊
能
家
集
』（
寛
政
九
年
（
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る（
1（
（

。

お
な
し
年
新
内
裏
遷
幸
を
を
か
ミ
に
の
ほ
り
け
る
を
り
の
、
双
林
寺
の
哥
つ

と
ひ
に
、
を
は
り
人
大
館
高
門
か
も
と
め
え
つ
る
い
と
ふ
る
き
鈴
を
も
ち
き

て
、
ミ
や
ひ
を
た
ち
に
哥
こ
ひ
け
る
と
き
よ
め
る
、

天
明
の
大
火
に
よ
り
焼
失
し
た
内
裏
が
新
し
く
造
営
さ
れ
、
寛
政
二
年
十
一
月
に

お
こ
な
わ
れ
る
遷
幸
を
見
物
す
る
た
め
末
偶
が
上
京
し
た
際
、
東
山
の
双
林
寺
で

歌
会
が
催
さ
れ
た
。
高
門
は
こ
こ
に
買
い
求
め
た
古
い
鈴
を
持
参
し
た
と
い
う
。

「
松
浦
の
や　

神
の
社
の　

み
た
か
ら
と　

ゑ
り
し
る
し
た
る　

さ
く
鈴
の　

ふ
る
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き
を
す
ゝ
ハ　

庭
つ
と
り　

か
け
の
た
り
を
の　

し
た
り
尾
の　

か
た
ち
な
し
た

り
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
持
参
し
た
古
鈴
は
『
集
古
十
種
』
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
尾
張
藩
の
儒
者
・
岡
田
新
川
（
一
七
三
七
〜

九
九
（
の
漢
詩
集
『
鬯
園
詩
草
』
に
も
「
観
大
館
高
門
所
蔵
古
鈴
」
と
題
し
た
詞

が
あ
り
、
交
遊
し
た
人
々
の
間
で
は
高
門
の
古
鈴
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。
天
明
六
年
六
月
二
十
七
日
に
高
門
は
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
を
訪
ね
て
お
り
、

蒹
葭
堂
が
一
時
、
伊
勢
長
島
城
主
増
山
雪
斎
を
頼
っ
て
同
地
の
川
尻
村
に
転
居
し

て
い
た
寛
政
三
年
四
月
九
日
に
も
面
会
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
蒹
葭
堂
は
『
集

古
十
種
』
の
資
料
収
集
に
お
い
て
も
深
く
関
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

ル
ー
ト
か
ら
定
信
の
も
と
へ
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

⑤
正
等
寺
の
駅
鈴
（
図
14
（
は
『
集
古
十
種
』
の
「
常
陸
国
鹿
嶋
郡
正
等
寺
蔵

駅
鈴
図
」〔
銅
器
（（
〕（
図
15
（
に
あ
た
る
。
伊
勢
貞
丈
の
『
駅
路
鈴
考
』（
天
明
四

年
（
に
も
掲
載
さ
れ
（
図
16
（、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
（
林
信
智
（
確
軒
、

一
六
八
七
〜
一
七
四
三
（
の
賛
が
写
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
早
く
に
模
本
が
作
ら
れ

た
こ
と
が
窺
え
る
。
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
の
所
蔵
す
る
『
古
駅
鈴
図
考
』
は
大
久
保

酉
山
（
忠
寄
（
旧
蔵
の
青
柳
種
信
蔵
本
か
ら
矢
野
処
名
な
る
人
物
が
寛
政
八
年
に

転
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
「
常
陸
国
鹿
嶋
郡
鹿
嶌
正
等
寺
蔵
板
ノ
駅

路
鈴
ノ
図
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
枚
刷
り
が
配
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る（
11
（

。

　

⑥
は
「
讃
岐
国
■
北
村
官
兵
衛
蔵
駅
鈴
并
小
鈴
図
」〔
銅
器
（0
〕（
図
17
（
と
し
て

収
録
さ
れ
る
。
鈴
木
甘
井
の
『
古
鈴
之
図
』
所
載
の
図
は
吉
沢
好
道
に
よ
り
寛
政

六
年
に
作
ら
れ
た
模
本
を
元
に
し
て
い
る
。
銅
器
篇
に
は
同
じ
陶
村
の
村
長
・
岡

田
官
兵
衛
所
蔵
の
鏡
も
掲
載
し
て
お
り
、白
雲
の
「
拓
本
帳
」
に
も
収
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
集
古
十
種
』
の
「
陸
奥
国
仙
台
商
家
川
村
■
蔵
鈴
図
」〔
銅
器
（（
〕（
図

18
（
は
、「
古
鈴
図
」
に
掲
載
さ
れ
る
「
楠
正
成
公
祭
修
具
」（
図
19
（
と
同
一
品
と

み
ら
れ
、近
藤
正
斎
の
識
語
か
ら
寛
政
四
年
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

右
建
武
中
楠
氏
祭
修
具
唐
金
鈴
一
枚
者
、
大
洲
藩
臣
松
木
辰
正
所
蔵
也
云
。

寛
政
二
年
庚
戌
正
月
廿
六
日
𨴐
不
忍
池
辺
星
花
舗
所
得
。（
中
略
（
寛
政
四

年
壬
子
五
月
予
得
見
之
於
松
木
氏
之
女
夫
大
出
氏
之
所
、
喜
而
齎
帰
乎
自
模

謄
、
他
日
将
充
考
古
之
一
助
云
。
尓
時
壬
子
五
月
廿
二
日
晡
時
手
写
畢
正
月

近
藤
守
重
識

こ
の
時
点
で
の
所
蔵
者
は
大
洲
藩
士
の
松
木
辰
正
で
あ
り
、
寛
政
末
年
ま
で
の
間

に
川
村
家
の
手
に
渡
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
両
者
の
図
は
角
度
な
ど
が
異
な
っ
て
お

り
、
白
雲
「
拓
本
帳
」
に
も
本
資
料
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
定
信
の
命
に
よ

り
新
た
に
調
査
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

多
く
の
資
料
は
い
つ
の
段
階
で
定
信
の
も
と
に
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を

証
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
資
料
に
着
目
す

る
と
、
掘
り
出
さ
れ
た
時
期
が
明
ら
か
な
事
例
が
あ
り
、
八
十
五
冊
本
で
追
加
さ

れ
た
な
か
で
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

○
越
後
国
青
梅
神
社
境
内
掘
地
所
得
銅
器
（
社
人
古
川
■
蔵
（〔
銅
器
（（
〕

　

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
（、
新
発
田
藩
主
溝
口
直
温
の
命
に
よ
る
境
内
拡
張
の

際
に
銅
製
の
経
筒
や
壺
な
ど
が
出
土
し
た
（
青
梅
神
社
経
塚
（。
本
品
は
そ
の
う

ち
の
経
筒
に
あ
た
り
、「
菅
原
氏　

治
承
二
年
六
月
廿
四
日
」
と
銘
が
刻
ま
れ
る
。

小
泉
蒼
軒
の
『
壬
寅
随
筆
』
に
よ
る
と
、
瓶
三
点
・
幣
筒
一
点
・
笄
一
点
を
箱
に

納
め
て
藩
主
に
献
上
し
た
も
の
の
、
あ
ら
た
め
て
神
社
へ
贈
ら
れ
た
と
い
う（
11
（

。

○
播
磨
国
須
賀
山
中
掘
地
所
得
宝
鐸
（
姫
路
家
臣
山
田
安
貞
蔵
（〔
銅
器
（（
〕

　

平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
〜
一
八
四
三
（
の
『
弘
仁
歴
運
記
考
』
に
『
集
古
十
種
』

と
は
別
図
な
が
ら
本
品
を
掲
載
し
、「
山
田
氏
古
宝
鐸
記
云
」
と
し
て
、
寛
政
二
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年
三
月
に
宍
粟
郡
須
賀
山
中
で
出
土
し
た
と
伝
え
る
。
難
波
洋
三
氏
は
こ
の
『
古

宝
鐸
記
』
と
み
ら
れ
る
資
料
を
紹
介
し
て
お
り
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
（
に
記

さ
れ
た
と
さ
れ
る（
11
（

。
こ
こ
に
「
寛
政
十
年
戊
午
月
日
落
予
手
子
々
孫
々
永
保
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
安
貞
が
こ
の
銅
鐸
を
入
手
し
た
の
は
寛
政
十
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
す
る
『
金
石
款
識
』
に
こ
の

銅
鐸
と
思
わ
れ
る
拓
本
が
収
録
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
は
「
姫
路
河
合
氏
蔵
宝

鐸
」
と
あ
る
と
い
い
、
あ
る
時
期
に
姫
路
藩
の
家
老
・
河
合
道
臣
（
一
七
六
七
〜

一
八
四
一
（
の
所
有
に
帰
し
た
と
み
ら
れ
る
。

○
摂
津
国
清
水
村
掘
地
所
得
鏡
（
所
蔵
未
詳
（〔
銅
器
（（
〕

　

村
井
古
巌
の
『
古
図
纂
』（
東
京
国
立
博
物
館
（
に
摂
州
川
辺
郡
清
水
村
松
山
塚

出
土
の
銀
環
図
を
載
せ
、
寛
政
十
年
二
月
中
旬
に
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
で
、
他
に

曲
玉
三
百
計
、火
製
珠
、瑠
璃
神
管
玉
（
千
計
（、鏡
三
面
、斧
鉄
鉾
槍
類
数
十
本
、

古
鉄
四
貫
目
計
、
鉄
壺
、
鉄
櫃
な
ど
が
出
土
し
た
と
あ
る
。
本
品
も
そ
の
ひ
と
つ

と
み
ら
れ
る
も
の
の
、「
諸
方
へ
持
散
り
申
候
」
と
あ
る
。

○
信
濃
国
更
級
郡
石
川
村
掘
地
所
得
鏡　

二
（
松
平
定
信
蔵
（〔
銅
器
（（
〕

　

長
野
市
篠
ノ
井
上
石
川
の
川
柳
将
軍
塚
古
墳
か
ら
刀
剣
や
珠
玉
類
と
と
も
に

出
土
し
た
鏡
で
あ
る
。
石
川
村
の
農
民
久
蔵
が
こ
れ
ら
を
掘
り
出
し
た
の
は
寛
政

十
二
年
五
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
り
（
鎌
原
桐
山
『
朝
陽
館
漫
筆
』（、『
稿
』
の
掲

載
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
こ
の
時
に
出
土
し
た
鏡

は
四
十
二
面
に
の
ぼ
っ
た
も
の
の
、
三
十
面
ほ
ど
は
六
月
に
奉
行
所
へ
届
け
出
る

ま
で
の
間
に
高
値
で
売
り
払
わ
れ
た
と
い
う
。
定
信
所
蔵
の
二
面
は
松
代
藩
主
・

真
田
幸
弘
が
奉
行
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
な
か
か
ら
贈
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る（
11
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
福
知
山
藩
主
・
朽
木
家
所
蔵
の
鏡
〔
銅
器
（（
〕
は
、
寛
政
十
二
年

の
春
に
信
濃
国
諏
訪
の
守
屋
山
中
腹
か
ら
出
土
し
、
現
在
諏
訪
大
社
上
社
に
伝
来

す
る
も
の
を
、
当
時
の
藩
主
・
諏
訪
忠
粛
が
朽
木
昌
綱
に
鑑
定
を
求
め
た
た
め
、

『
集
古
十
種
』
で
は
そ
の
所
蔵
と
誤
解
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る（
11
（

。

　

ま
た
、
享
和
三
年
六
月
十
八
日
、
秋
田
の
松
峰
神
社
別
当
寺
伝
寿
院
を
訪
れ
た

菅
江
真
澄
（
一
七
五
四
〜
一
八
二
九
（
は
、住
職
の
話
と
し
て
、明
応
（
一
四
九
二

〜
一
五
〇
一
（
頃
に
「
南
谷
」
の
崩
土
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
駅
路
の
鐸
」
を
近

年
藩
主
に
献
上
し
た
と
の
情
報
を
『
贄
能
辞
賀
楽
美
（
に
え
の
し
が
ら
み
（』
に

書
き
留
め
て
い
る
。「
近
き
と
し
に
此
鈴
を
め
し
た
ま
へ
ば
、
守
に
奉
り
き
と

聞
え
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
献
上
は
秋
田
藩
主
・
佐
竹
義
和
（
一
七
七
五
〜

一
八
一
五
（
の
上
覧
が
契
機
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
鈴
は
『
集
古
十
種
』

に
佐
竹
家
所
蔵
と
し
て
収
録
さ
れ
る
三
鈷
鐃
〔
銅
器
（（
〕
で
あ
り
、
伝
寿
院
宛
て

の
「
覚
」
よ
り
、
献
上
さ
れ
た
の
は
享
和
元
年
十
二
月
九
日
と
わ
か
る
こ
と
か

ら（
11
（

、
こ
れ
以
後
の
情
報
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）
印
章
・
扁
額
・
定
家
卿
真
蹟
小
倉
色
紙

　

最
後
に
序
文
の
無
い
三
篇
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、ま
ず
印
章
篇
は
『
稿
』

本
篇
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
踏
襲
し
、「
追
加
」
と
題
し
て
二
冊
が
新
た
に
作
成

さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
追
加
二
は
画
印
を
収
録
す
る
た
め
所
蔵
者
の
情
報
は
掲
載
さ

れ
な
い
。
追
加
一
に
掲
載
さ
れ
る
資
料
の
所
蔵
者
と
し
て
寺
社
で
は
陸
奥
会
津
恵

日
寺
、
出
羽
立
石
寺
、
遠
江
平
田
寺
、
武
蔵
高
輪
法
蔵
寺
、
鎌
倉
明
王
院
、
近
江

石
山
寺
、
弘
福
寺
、
河
内
金
剛
輪
寺
、
安
芸
厳
島
社
が
あ
り
、
特
定
の
地
域
に
偏

ら
な
い
。こ
の
う
ち
石
山
寺
に
つ
い
て
は
本
編
に
別
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

弘
福
寺
は
「
弘
福
寺
印
」
が
掲
載
さ
れ
る
。

　

そ
の
他
に
個
人
蔵
の
資
料
が
多
く
追
加
さ
れ
、
定
信
の
ほ
か
、
幕
臣
の
屋
代
弘
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賢
、
紀
伊
家
臣
・
井
田
亀
之
助
、
尾
張
家
臣
・
八
木
養
碩
、
柳
川
家
臣
・
西
原
大

弥
太
、姫
路
・
芥
氏
、大
坂
隠
士
・
森
川
曹
吾
（
竹
窓
（、江
戸
商
家
某
、大
坂
商
家
・

寺
井
某
、岡
山
商
家
・
河
本
又
三
郎
、信
濃
佐
久
郡
清
川
村
農
夫
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
井
田
亀
之
助
（
青
峰
、
一
七
五
四
〜
九
五
（
は
名
を
敬
之
、
字
を
仲

嘉
と
い
い
、
矩
中
、
青
峰
と
号
し
た
紀
伊
藩
士
で
あ
る
。
天
明
八
年
に
は
江
戸
詰

を
命
じ
ら
れ
、
寛
政
三
年
に
は
飛
び
地
で
あ
る
伊
勢
松
坂
の
代
官
も
勤
め
た（
11
（

。
書

家
、
篆
刻
家
と
し
て
知
ら
れ
、
藩
の
儒
者
・
菊
池
衡
岳
や
円
山
派
の
画
家
・
片
山

九
畹
（
東
籬
（
と
親
し
く
交
友
し
た
と
い
う
。
志
賀
島
か
ら
出
土
し
た
と
さ
れ
る

金
印
に
つ
い
て
『
後
漢
金
印
図
章
』（
天
明
五
年
序
（
を
著
し
、
衡
岳
も
序
文
を
寄

せ
る
。
寛
政
七
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
集
古
十
種
』
収
録
の
「
太
政

官
印
」
印
影
は
、
定
信
周
辺
が
間
接
的
に
入
手
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

西
原
大
弥
太
（
梭
江
、
一
七
六
〇
〜
一
八
四
四
（
は
柳
川
藩
主
立
花
家
に
仕
え

る
江
戸
詰
藩
士
で
、
名
を
公
和
と
い
い
、
梭
江
、
一
甫
、
南
野
、
松
羅
館
な
ど
と

号
し
た（
11
（

。『
集
古
十
種
』
に
は
所
蔵
す
る
『
東
鑑
（
吾
妻
鏡
（』
の
古
写
本
に
捺
さ

れ
た
「
般
舟
三
昧
院
」
印
が
収
録
さ
れ
る
。
古
物
収
集
に
熱
心
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

文
政
七
年
（
一
八
二
四
（
五
月
十
五
日
に
は
山
崎
美
成
、
谷
文
晁
、
関
思
亮
、
戸

田
梅
園
ら
と
と
も
に
、参
加
者
が
珍
品
を
持
ち
寄
っ
て
考
証
を
加
え
る
「
耽
奇
会
」

を
催
し
た
。
こ
の
会
は
翌
年
十
一
月
ま
で
月
一
回
、
計
二
十
回
開
か
れ
、
本
稿
に
関

す
る
人
物
と
し
て
は
第
二
回
か
ら
屋
代
弘
賢
、
第
七
回
か
ら
中
村
弥
大
夫
も
出
席

し
て
い
る（
11
（

。
文
晁
と
は『
集
古
十
種
』編
纂
時
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
森
川
曹
吾
（
竹
窓
、
一
七
六
三
〜
一
八
三
〇
（
は
名
を
世
黄
、
字
を
離

吉
と
い
い
、
竹
窓
と
号
し
た
。
岳
玉
淵
に
学
び
、
二
十
八
歳
に
あ
た
る
寛
政
二
年

版
の
『
浪
華
郷
友
録
』
に
「
森
修
亮　

字
子
敬
号
柏
堂　

備
後
町
壱
丁
メ　

森
川

曹
吾
」
と
み
え
る
な
ど
、
早
く
か
ら
書
家
や
篆
刻
家
と
し
て
知
ら
れ
た
。『
蒹
葭

堂
日
記
』
か
ら
は
木
村
蒹
葭
堂
と
頻
繁
に
訪
問
し
合
う
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
、
寛
政
八
年
七
月
二
十
五
日
に
文
晁
が
蒹
葭
堂
を
初
め
て
訪
れ
た
時
に

は
、
文
人
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
松
井
愛
石
と
と
も
に
同
伴
し
て
い
る（
1（
（

。
真
偽
は

不
明
な
が
ら
、
こ
の
後
、『
集
古
十
種
』
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る（
11
（

。

　

な
お
、
姫
路
の
芥
氏
は
播
磨
鋳
物
師
の
棟
梁
で
野
里
村
に
居
住
し
た
芥
田
氏
を

指
す
と
み
ら
れ
る
。

　

扁
額
篇
で
「
別
録
」
と
し
て
追
加
し
た
資
料
の
所
蔵
者
を
み
る
と
、
伊
勢
の
荘

野
駅
正
法
寺
観
音
堂
以
外
は
す
べ
て
京
・
大
和
に
所
在
す
る
。
大
野
文
泉
や
白
雲

の
調
査
結
果
を
受
け
て
増
補
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
推
測
す
る
。

　
「
定
家
卿
真
蹟
小
倉
色
紙
」
は
『
稿
』
で
は
十
九
点
を
収
録
し
、
八
十
五
冊
本

に
な
る
と
三
十
三
点
に
増
加
す
る
。
追
加
さ
れ
た
色
紙
の
所
有
者
は
、
尾
張
家
、

田
安
家
、
因
州
家
（
鳥
取
藩
主
池
田
家
（、
郡
山
家
（
郡
山
藩
主
柳
沢
家
（、
邑
上

家
（
村
上
藩
主
内
藤
家
（、
中
川
家
（
岡
藩
主
（、
岡
田
氏
、
後
藤
庄
三
郎
、
鴻
池

善
右
衛
門
、
隠
士
貴
良
に
加
え
、「
或
家
蔵
」
が
三
点
と
な
っ
て
い
る
。
小
倉
色

紙
に
つ
い
て
は
、『
玩
貨
名
物
記
』（
万
治
三
年
〈
一
六
六
〇
〉
序
（
に
二
十
八
点
、

松
江
藩
主
松
平
治
郷
（
一
七
五
一
〜
一
八
一
八
（
の
『
古
今
名
物
類
聚
』（
天
明
七

年
自
序
、寛
政
三
年
刊
（
に
は
二
十
七
点
が
す
で
に
掲
載
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
『
集

古
十
種
』
に
は
半
数
ほ
ど
が
収
録
さ
れ
る
に
止
ま
る
と
は
い
え
、
定
信
も
こ
れ
ら

を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
追
加
さ
れ
た
岡
田
氏
や
後
藤
庄
三
郎
所
蔵
品
な
ど

も
『
玩
貨
名
物
記
』
に
す
で
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
稿
』
の
段
階
で
は
実

見
が
か
な
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
集
古
十
種
稿
』
と
八
十
五
冊
本
の
『
集
古
十
種
』
を
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
、後
者
に
追
加
し
た
資
料
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
集
古
十
種
』
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は
幅
広
い
資
料
を
収
録
す
る
こ
と
か
ら
、
美
術
史
や
考
古
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
の
論
考
に
引
用
さ
れ
、
寛
政
十
二
年
完
成
と
の
前
提
で
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
寛
政
十
二
年
の
序
文
を
収
録
す
る
の
は
『
稿
』

の
み
で
あ
り
、『
集
古
十
種
』
自
体
に
刊
行
年
を
示
す
手
掛
か
り
は
な
い
。
ま
た
、

江
戸
時
代
の
版
本
で
は
発
刊
年
と
序
文
の
年
紀
が
大
き
く
ず
れ
る
こ
と
も
多
く
、

内
容
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
は
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。『
稿
』
の
場
合
は

翌
享
和
元
年
の
序
文
を
有
す
る
尾
崎
雅
嘉
の
『
群
書
一
覧
』
に
『
集
古
十
種
』
と

し
て
掲
載
さ
れ
、
現
存
本
の
構
成
よ
り
も
巻
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ

に
順
次
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
『
稿
』
と
み
ら

れ
る
刊
本
が
見
出
せ
な
い
篇
の
う
ち
、
兵
器
篇
の
「
甲
冑
」
に
つ
い
て
は
『
群
書

一
覧
』
に
あ
る
こ
と
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
一
方
、「
古
画　

肖

像
」、「
七
祖
賛　

弘
法
大
師
真
蹟
」、「
牧
渓
玉
澗
八
景
」、「
名
物　

古
画
」
に
つ

い
て
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

　
『
稿
』
の
刊
行
が
は
じ
ま
っ
て
も
、
こ
れ
と
平
行
し
て
校
訂
や
情
報
収
集
を
継

続
的
に
お
こ
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
寛
政
十
一
年
と
十
二
年
の
二
度
お
こ
な
わ
れ
た

大
野
文
泉
、
僧
白
雲
に
よ
る
西
国
に
お
け
る
調
査
旅
行
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
受
け
て
資
料
の
追
加
や
削
除
を
お
こ
な
い
、
八
十
五
冊
本

の
『
集
古
十
種
』
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
兵
器
、
銅
器
、
楽
器
、
文
房
の

四
篇
に
つ
い
て
は
、『
稿
』
以
後
に
か
な
り
の
数
を
追
加
し
て
お
り
、
個
々
の
資

料
を
取
り
上
げ
る
際
に
は
、
八
十
五
冊
本
で
の
追
加
分
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　

八
十
五
冊
本
で
追
加
さ
れ
た
宮
川
家
所
蔵
の
銅
鼓
〔
銅
器
（（
〕
は
大
田
南
畝

（
一
七
四
九
〜
一
八
二
三
（
の
『
一
話
一
言
』
巻
十
四
に
「
漢
代
銅
鼓
の
図
を
見

る
辞
及
歌
」
を
収
録
し
、「
近
江
の
宮
川
の
君
の
家
に
伝
へ
も
た
せ
給
へ
る
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
近
江
宮
川
藩
主
堀
田
家
の
所
蔵
と
わ
か
り
、「
か
の
君
是
を
も

て
あ
そ
び
給
へ
る
あ
ま
り
、
そ
の
か
た
ち
を
図
に
な
し
て
わ
た
り
め
ぐ
り
の
寸
さ

く
ま
で
詳
し
う
記
し
給
へ
る
を
、
あ
る
人
も
て
来
た
り
て
歌
詠
む
べ
き
よ
し
聞
え

ぬ
る
に
」
と
も
記
す
。『
石
楠
堂
随
筆
』
に
は
こ
の
時
に
南
畝
が
見
た
も
の
と
思

わ
れ
る
藩
主
堀
田
正
穀
（
一
七
六
二
〜
一
八
一
九
（
に
よ
る
識
語
が
収
録
さ
れ
て

お
り
、
正
穀
が
自
ら
銅
鼓
図
に
添
え
て
「
あ
る
人
」
に
贈
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

な
お
、識
語
の
年
紀
は
「
寛
政
庚
申
（
十
二
年
（
秋
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

定
信
も
こ
の
銅
鼓
図
を
得
て
『
集
古
十
種
』
に
追
加
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
原

徳
斎
（
一
八
〇
〇
〜
七
〇
（
の
『
な
か
な
か
の
友
』
に
も
「
此
図
は
堀
田
宮
川
侯

の
蔵
品
な
り
」
と
し
て
上
面
の
精
緻
な
図
が
掲
載
さ
れ（
11
（

、
白
河
藩
士
広
瀬
蒙
斎
の

賛
を
有
す
る
も
の
も
伝
わ
る（
11
（

。
自
ら
の
有
す
る
情
報
や
所
蔵
品
を
拓
本
や
刷
り
物

に
仕
立
て
て
、
同
好
の
士
に
配
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
そ
の
資
料
が
共
有
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
『
集
古
十
種
』
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
定
信
の
も
と
で
広
瀬
蒙

斎
や
谷
文
晁
、
大
野
文
泉
、
白
雲
ら
が
資
料
収
集
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
直
接
定
信
の
命
を
受
け
て
編
纂
に
関
わ
っ
た
人
々
だ
け
で
な

く
、京
の
藤
貞
幹
や
橋
本
経
亮
、大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
、伊
勢
の
本
居
宣
長
な
ど
、

文
人
た
ち
の
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
そ
の
背
景
に
存
在
し
た
。『
集
古
十
種
』

は
大
部
な
う
え
に
収
録
す
る
資
料
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
多
く
の
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
個
人
で
そ
の
全

体
を
把
握
し
、
江
戸
時
代
の
文
献
に
各
資
料
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の

か
を
集
約
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
丹
念
に
追
っ
て

い
け
ば
、『
集
古
十
種
』
の
編
纂
過
程
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
多
く
の
事
実
が

明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
う
。
ま
た
、
八
十
五
冊
本
の
完
成
時
期
を
明
ら
か
に
す

た
め
に
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。
今
後
、
新
た
な
事
実

が
判
明
す
れ
ば
、
機
会
を
見
つ
け
て
報
告
し
た
い
。
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註（（
（�　

拙
稿
「「
享
保
名
物
帳
」
の
意
義
と
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
る
刀
剣
調
査
」（
黒
川
古

文
化
研
究
所
紀
要
『
古
文
化
研
究
』
一
五
、二
〇
一
六
年
（。

（
（
（�　

拙
稿
「『
集
古
十
種
』
兵
器
篇
と
十
八
世
紀
の
古
武
器
調
査
」（
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀

要
『
古
文
化
研
究
』
一
六
、二
〇
一
七
年
（。

（
（
（�　

杉
本
欣
久
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
古
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
様
相
─
古
鏡
の
収
集
と

出
土
情
報
の
伝
達
─
」（
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
『
古
文
化
研
究
』
一
五
、二
〇
一
六

年
（。
な
お
、
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
清
野
謙
次
『
日
本
人
種
論
変
遷
史
』（
小
山
書
店
、

一
九
四
四
年
（、
同
『
日
本
考
古
学
・
人
類
学
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
（
な
ど
が

あ
る
。

（
（
（�　

彦
根
本
五
十
二
冊
お
よ
び
「
小
倉
山
の
色
紙
写
」
は
彦
根
城
博
物
館
に
全
頁
を
複
写
し

て
い
た
だ
い
た
も
の
を
参
照
し
た
。

（
（
（�　

佐
藤
洋
一
「
展
示
資
料
『
集
古
十
種
』
の
諸
本
に
つ
い
て
」（『
あ
る
く
・
う
つ
す
・
あ

つ
め
る　

松
平
定
信
の
古
文
化
財
調
査　

集
古
十
種
』、福
島
県
立
博
物
館
、二
〇
〇
〇
年
（。

（
（
（�　

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
碑
銘
、
鐘
銘
、
兵
器
、
銅
器
の
四
篇
の
み
複
写
を
取
り
寄
せ
て

確
認
し
て
い
る
。

（
（
（�　
『
描
か
れ
た
古
―
近
世
日
本
の
好
古
と
書
物
出
版
』（
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道

文
庫
、
慶
應
義
塾
大
学
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
（。
斯
道
文
庫
に
て
実
物
を

確
認
し
た
。

（
（
（　

台
東
区
立
書
道
博
物
館
・
鍋
島
稲
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
（
（�　

岡
雅
彦
・
青
木
利
行
編
『
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
図
書
館
和
書
目
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
、

一
九
九
四
年
（。

（
（0
（�　

坪
井
良
平
『
日
本
の
梵
鐘
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
（。
現
在
、
大
阪
府
柏
原
市
雁

多
尾
畑
に
あ
る
光
徳
寺
の
東
に
は
地
蔵
堂
が
あ
り
、
前
半
は
こ
こ
の
古
鐘
と
み
ら
れ
る
。

坪
井
氏
は
前
半
を
西
願
寺
、
後
半
を
光
徳
寺
の
鐘
銘
と
す
る
。

（
（（
（�　
『
集
古
十
種
』
印
章
篇
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
洋
一
「『
集
古
十
種
』
印
章
類
の
資
料
的
性

格
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
七
九
、一
九
九
九
年
（、
藤
貞
幹
の

印
譜
に
つ
い
て
は
、小
倉
慈
司
「『
藤
貞
幹
摹
古
印
譜
』
と
板
屋
公
俊
常
『
公
私
古
印
譜
』」

（『
日
本
歴
史
』
六
〇
五
、一
九
九
八
年
（、
同
「
日
本
古
印
譜
の
研
究
（
序
説
（
―
藤
貞
幹

以
前
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』七
九
、一
九
九
九
年
（に
詳
し
い
。

（
（（
（�　
「
文
晁
過
眼
録
」（『
集
古
会
誌
（
集
古
（』
辛
亥
三
〜
甲
子
一
、一
九
一
二
〜
二
四
年
（、

長
岡
由
美
子「
資
料
紹
介『
大
和
巡
画
日
記
』（
後
（」（『
美
術
史
学
』一
三
、一
九
九
一
年
（。

（
（（
（�　

川
勝
政
太
郎「
兵
庫
県
延
福
寺
旧
鐘
の
こ
と
」（『
史
跡
と
美
術
』一
七
二
、一
九
四
六
年
（。

（
（（
（�　

八
十
五
冊
本
で
本
能
寺
の
所
蔵
と
す
る
「
織
田
信
長
公
刀
図
」〔
刀
剣
（（
〕
に
つ
い
て
、

伊
勢
貞
春
『
武
器
図
説
』
で
は
森
政
宣
の
所
蔵
と
し
て
お
り
、『
稿
』
で
は
所
蔵
者
を
記

さ
な
い
。

（
（（
（�　

白
雲
と
大
野
文
泉
に
つ
い
て
は
、『
定
信
と
画
僧
白
雲
―
集
古
十
種
の
旅
と
風
景
―
』（
白

河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
八
年
（
に
詳
し
い
。

（
（（
（�　

佐
川
庄
司
「
画
僧
白
雲
伝
記
点
描
―
展
示
概
説
に
か
え
て
―
」（『
定
信
と
画
僧
白
雲
―

集
古
十
種
の
旅
と
風
景
―
』、
白
河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
八
年
（。

（
（（
（�　

加
藤
純
子
「
白
雲
収
集
に
よ
る
『
集
古
十
種
』
採
訪
資
料
に
つ
い
て
」（『
定
信
と
画
僧

白
雲
―
集
古
十
種
の
旅
と
風
景
』、
白
河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
八
年
（。

（
（（
（�　

足
立
俊
雄
『
画
僧
白
雲
上
人
伝
』（
常
宣
寺
、
一
九
五
五
年
（、
註
（
（（
（
図
録
参
照
。

（
（（
（�　

註
（
（
（
杉
本
氏
論
考
。

（
（0
（�　

森
銑
三
「
秦
檍
丸
の
事
蹟
」（『
伝
記
』
七
―
一
、一
九
四
〇
年
（。

（
（（
（�　

美
山
靖
「
大
館
高
門
の
こ
と
─
秋
成
伝
中
の
人
─
」（『
皇
學
館
論
叢
』
五
―
六
、

一
九
七
二
年
（。

（
（（
（　

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
・
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。

（
（（
（　

加
茂
市
史
編
集
委
員
会
編
『
加
茂
市
史
』
資
料
編
四
考
古
（
加
茂
市
、二
〇
一
六
年
（。

（
（（
（�　

難
波
洋
三
「
新
出
の
山
田
安
貞
著
『
古
宝
鐸
記
』」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
文
化
財

の
新
地
平
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
（。

（
（（
（　

註
（
（
（
杉
本
氏
論
考
。

（
（（
（　

註
（
（
（
杉
本
氏
論
考
。

（
（（
（�　

時
枝
務
「
秋
田
県
大
館
市
松
峰
寺
跡
出
土
三
鈷
鐃
の
研
究
」（『
立
正
大
学
人
文
科
学
研

究
所
年
報
』
五
一
、二
〇
一
三
年
（。

（
（（
（　

堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
五
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
一
年
（。

（
（（
（　

中
山
右
尚
「
西
原
梭
江
小
伝
」（『
近
世
文
芸
』
二
四
、一
九
七
五
年
（。

（
（0
（�　

耽
奇
会
の
記
録
は
西
原
梭
江
が
命
名
し
た
『
耽
奇
漫
録
』
の
題
で
ま
と
め
ら
れ
、
い
く

つ
か
の
写
本
が
伝
わ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
他
に
荻
生
維
則
（
蘐
園
（、
谷
文
二
（
台
谷
（、

曲
亭
馬
琴
、
亀
屋
久
右
衛
門
（
文
宝
堂
（、
滝
沢
興
継
（
琴
嶺
（、
桑
山
修
理
（
龍
珠
館
（、

清
水
赤
城
ら
の
参
加
が
あ
っ
た
。た
だ
し
、梭
江
は
柳
川
へ
の
帰
国
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、

第
十
二
回
を
最
後
に
出
席
し
て
い
な
い
。
一
方
、
文
政
八
年
一
月
十
四
日
に
は
、
奇
事
異

聞
の
記
録
を
互
い
に
持
ち
寄
る
「
兎
園
会
」
も
発
足
し
、
出
席
者
の
多
く
は
耽
奇
会
と
重

な
る
。
詳
し
く
は
揖
斐
高
『
江
戸
の
文
人
サ
ロ
ン　

知
識
人
と
芸
術
家
た
ち
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
九
年
（
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
（�　

水
田
紀
久
・
野
口
隆
・
有
坂
道
子
（
編
著
（『
完
本　

蒹
葭
堂
日
記
』（
藝
華
書
院
、

二
〇
〇
九
年
（。

（
（（
（　

岡
本
撫
山
『
浪
華
人
物
誌
』（
風
俗
絵
巻
図
画
刊
行
会
、
一
九
一
九
年
（。

（
（（
（�　

清
野
謙
次
『
日
本
考
古
学
・
人
類
学
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
（。
な
お
『
な
か

な
か
の
友
』
は
国
書
総
目
録
等
で
徳
斎
の
父
志
賀
理
斎
の
著
書
と
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ

を
誤
り
と
す
る
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
・
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
従
っ
た
。

（
（（
（�　
『
あ
る
く
・
う
つ
す
・
あ
つ
め
る　

松
平
定
信
の
古
文
化
財
調
査　

集
古
十
種
』（
福
島
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県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
（。

図
版
出
典
一
覧

図
（
、
（
、
（
〜
（（
、
（（
〜
（（

　
　
　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（http://dl.ndl.go.jp/

（

図
（
、
（
、
（（
、
（（

　
　
　

早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　
　
　
　
（http://w

w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/index.htm

l

（

付
記

　

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
の
資
料
調
査
、
複
写
、
写
真
掲
載
に
関
し
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学

附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
、
国
立
国
会
図
書
館
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
、
彦
根
城
博
物
館
の

関
係
各
位
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
て
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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付表　『集古十種』・『集古十種稿』対照表
碑銘

集古十種 稿
巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 大和国薬師寺仏足石碑 １ １ 釈文訂正

２ 陸奥国多賀城碑 １ ２
３ 大和国益田池碑雷字 １ ３

２ ４ 陸奥国宮城郡松浦碑 ２ １
５ 陸奥国盤手郡平和泉村阿倍氏墓誌 ２ ２
６ 大和国奈良中川辻地蔵碑 ２ ３
７ 近江国草津駅西南新田村碑 ２ ４
８ 武蔵国野火留平林寺碑 ２ ５ 名称下「四行中年号在」割注
９ 大和国吉野山中苔清水碑 ２ ６ 名称下「三字一行」割注
（0 大和国奈良佐保山御陵碑 ２ ７
（（ 大和国招提寺金堂鴟尾図并銘 ２ ８ 鴟尾→鮪、拓本の行を入れ替え
（（ 陸奥国宮城郡岩切山信田小太郎古館跡碑 ２ ９
（（ 摂津国湊川楠正成碑 ２ （0
（（ 陸奥国雄鹿郡石巻高道墓誌 ２ （（
（（ 山城国宇治橋断碑 ２ （（
（（ 武蔵国品川海晏寺北条時頼墓誌 ２ （（
（（ 上総国市原郡椎津村古墟所掘得之碑 ２ （（
（（ 摂津国芦屋村猿丸太夫墓誌 ２ （（

３ （（ 上野国多胡郡真井村碑 ３ １
（0 陸奥国宮城郡信田小太郎古館跡岩切山碑 ３ ２ 目次なし
（（ 上野国山名村碑 ３ ３ 釈文訂正
（（ 上野国山名村観音堂碑 ３ ４
（（ 河内国石河郡高屋連枚人墓誌 ３ ５
（（ 大和国奈良十輪院境内忍海原連魚養碑 ３ ６
（（ 河内国上太子蔵聖徳太子瑪瑙石記 ３ ７
（（ 河内国古市郡駒谷村金剛輪寺境内永手公墓誌 ３ ８
（（ 陸奥国宮城郡燕沢村碑 ３ ９
（（ 武蔵国多磨郡芝﨑村玄武山普済寺境内六角碑 ３ （0
（（ 河内国石河郡春日村紀広純女吉継墓誌 ３ （（
（0 下野国那須郡湯津上村国造碑 ３ （（

４ （（ 陸奥国松島御島碑 ４ １
（（ 大和国達磨寺八面碑 ４ ２
（（ 伊豆国柳下郡土肥堀内村万年山城頭寺実平墓誌 ４ ３

５ （（ 陸奥国宮城郡南宮村慈雲寺碑 ５ １
（（ 武蔵国牛島牛御前社碑 ５ ２
（（ 伊豆国和田村伊藤入道墓誌 ５ ３
（（ 陸奥国守山大元帥社碑 ５ ４
（（ 大和国葛下郡馬場村穴虫山所掘出小野伊奈卿墓誌 ５ ５
（（ 陸奥国須賀川愛宕山碑 ５ ６
（0 武蔵国品川海晏寺二階堂墓誌 ５ ７
（（ 近江国愛智郡百済寺下乗碑 ５ ８
（（ 武蔵国所沢村碑 ５ ９
（（ 古碑 ５ （0 名称下「未詳所在」
（（ 武蔵国入間郡久米村将軍塚碑 ５ （（
（（ 陸奥国宮城郡河上村岩切山碑 ５ （（
（（ 伊豆国田方郡善名村碑 ５ （（
（（ 下総国葛西郡青砥村古城跡碑 ５ （（
（（ 陸奥国雄鹿郡石巻水門里多福院山中吉野先帝碑 ５ （（
（（ 紀伊国高野山町石縮図 ５ （（

６ （0 相模国江島碑 ６ １
（（ 武蔵国足立郡登田村松岡山勝願寺旧地碑 ６ ２ 拓本６行目に「佛衆生八郎」
（（ 相模国鎌倉扇谷海蔵寺碑 ６ ３
（（ 武蔵国江戸小石川竜門寺寺中碑 ６ ４
（（ 武蔵国江戸雑司谷大寶寺寺中碑 ６ ５
（（ 武蔵国入間郡久米村碑 ６ ６
（（ 大和国宇知郡大沢村楊貴氏墓誌 ６ ７
（（ 陸奥国棚倉馬場近津明神境内所掘出碑 ６ ８
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（（ 陸奥国安達郡西内村相應寺碑 ６ ９陸奥国安達郡和田村碑
（（ 下野国宇都宮静巌寺鉄碑 ６ （0 釈文訂正、文字送り変更
（0 大和国奈良佐保山碑 ６ （（
（（ 陸奥国白川郡関山満願寺下馬石 ６ （（
（（ 肥後国石敢當碑 ６ （（
（（ 京師五条八幡宮手水鉢銘 ６ （（
（（ 武蔵国秩父碑 ６ （（
（（ 上野国八幡山碑 ６ （（
（（ 上野国桐生碑 ６ （（
（（ 大和国宇知川摩崖碑 ６ （（

７ （（ 僧空海益田池碑草本真跡 ７ １ 名称下「今歳高野山上智院」無し、
名称・跋文書体変更

８ （（ 下野国大場村地蔵院碑 ８ １
（0 大和国宇知郡栄山寺灯台銘 ８ ２
（（ 京師西山三鈷寺門碑 ８ ３
（（ 摂津国平重盛公墓誌 ８ ４
（（ 陸奥国郡山如法寺碑 ８ ５ 釈文訂正
（（ 陸奥国郡山如法寺釜堂碑 ８ ６
（（ 武蔵国葛飾郡寺嶋村瑞泉寺碑 ８ ７
（（ 陸奥国盤瀬郡稲村碑 ８ ８
（（ 大和国室生山畑中碑 ８ ９
（（ 陸奥国白川郡三城目村碑 ８ （0 釈文訂正
（（ 陸奥国安積郡大重院碑 ８ （（ 全図左「右碑・・・」無し
（0 陸奥国守山堂坂妙音寺碑 ８ （（
（（ 大和国宇知川磨崖碑 ８ （（
（（ 武蔵国江戸坂本高巌寺碑 ８ （（
（（ 武蔵国葛飾郡寺嶋村瑞泉寺碑 ８ （（
（（ 陸奥国信夫郡飯坂天王寺山中碑 ８ （（

（（ 陸奥国佐場野医王寺碑銘 ８ （（陸奥国信夫郡飯坂天王寺碑 ８
（（ 陸奥国水門多福院碑 ８ （（
（（ 下野国寺内邑妙言碑 ８ （（
（（ 陸奥国信夫郡宮城村山王境内碑 ８ （0

９ （（ 越後国蒲原郡如法寺碑 ９ １
（0 下野国日光山碑 ９ ２
（（ 河内国駒谷村所掘出之断碑 ９ ３ 目次「大和国杜社碑銘」
（（ 下野国薬師寺村龍興寺鑑真和尚墓誌 ９ ４
（（ 大和国栄山寺武智麻呂公碑 ９ ５
（（ 大和国橘寺碑 ９ ６
（（ 陸奥国盤瀬郡稲村碑　二 ９ ７
（（ 陸奥国安積郡如法寺碑 ９ ８
（（ 下野国那須山日蓮書名号碑 ９ ９

（0 （（ 摂津国呉田吉田某蔵古瓦 （0 １ 名称「■■」
（（ 同古瓦 （0 ２ 名称「■■」
（00 讃岐国白峰寺古瓦 （0 ３
（0（ 紀伊国高野山法明上人碑 （0 ４
（0（ 紀伊国高野山光明院碑 （0 ５
（0（ 同山中秋田城之助願文碑 （0 ６
（0（ 同永和年間石堂銘 （0 ７
（0（ 和泉国鉢峯山石灯籠銘 （0 ８
（0（ 紀伊国高野山天野路碑 （0 ９ 路→道知

（（ （0（ 筑前国阿弥陀寺弥陀経碑 （（ １
（0（ 山城国二尊院法然上人碑 （（ ２
（0（ 大和国般若寺碑 （（ ３

（（0 大和国山辺郡役行寺者講田碑 （（ ４ 名称「和泉国山辺郡行者講田碑」、
釈文「役」→□

（（（ 陸奥国山目村碑 （（ ５
（（（ 河内国高貴寺下乗碑 （（ ６ 名称「下」字脱
（（（ 京師深草法性寺廃跡所掘得古鉄灯扉銘 （（ ７ 名称「寺」字脱
（（（ 摂津国勝尾寺石塔銘 （（ ８

（（ （（（ 陸奥国伊達郡下大石村古碑 （（ １ 南都西大寺塔銘� 異品



32

（（ （（（ 摂津国野間村供養碑 （（ ２
（（（ 大和国桃尾山門院石壁銘 （（ ３
（（（ 大和国矢田地蔵堂石階銘 （（ ４
（（（ 大和国春日山上水屋長尾水船銘 （（ ５
（（0 河内国弘川寺下馬碑 （（ ６
（（（ 紀伊国高野山慈尊院村断碑 （（ ７
（（（ 同山中仏号碑 （（ ８

鐘銘
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 山城国神護寺鐘銘 １ １

２ 大和国奈良南円堂銅灯台銘 １ ２
３ 山城国道澄寺鐘銘 １ ３

２ ４ 相模国鎌倉新長谷寺鐘銘 ２ １
５ 安房国千光山清澄寺鐘銘 ２ ２
６ 相模国筥根山鐘銘 ２ ３
７ 相模国藤沢寺鐘銘 ２ ４
８ 遠江国佐野郡長福寺鐘銘 ２ ５
９ 大和国吉野郡賀名生谷和田村堀又太郎家蔵鐘銘 ２ ６
（0 河内国鴈田尾畑村光徳寺鐘銘 ２ ７
（（ 相模国鎌倉円覚寺鐘銘 ２ ８
（（ 相模国東慶寺鐘銘 ２ ９
（（ 陸奥国棚倉馬場鐘銘 ２ （0
（（ 河内国西琳寺鐘銘 ２ （（

３ （（ 大和国奈良真言院鐘銘 ３ １
（（ 相模国鎌倉巨福山建長寺鐘銘　二首 ３ ２
（（ 武蔵国豊嶋郡浅草寺鐘銘 ３ ３
（（ 武蔵国豊嶋郡泉福寺真福寺鐘銘 ３ ４
（（ 山城国八幡神宮寺鐘銘 ３ ５
（0 武蔵国野本寺鐘銘 ３ ６
（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮鐘銘 ３ ７
（（ 山城国京妙心寺鐘銘 ３ ８
（（ 相模国秋山村極楽寺鐘銘 ３ ９
（（ 常陸国潮来長勝寺鐘銘 ３ （0
（（ 備前国熊山霊仙寺鐘銘 ３ （（
（（ 山城国山崎宝積寺鐘銘 ３ （（
（（ 伊豆国伊浜村普照寺鐘銘 ３ （（
（（ 大倭国奈良般若寺鐘銘 ３ （（
（（ 陸奥国白川鹿嶋最勝寺鐘銘 ３ （（

４ （0 武蔵国金沢郷知足山龍華寺鐘銘 ４ １
（（ 同称名寺鐘銘 ４ ２
（（ 同瀬戸三嶋鐘銘 ４ ３
（（ 大和国薬師寺塔擦銘 ４ ４ 擦銘→露盤銘
（（ 同興福寺勧善院鐘銘 ４ ５
（（ 陸奥国平泉中尊寺鐘銘 ４ ６
（（ 伊豆国走湯山東明寺鐘銘 ４ ７
（（ 大和国吉野勝手明神古鐘銘 ４ ８
（（ 同世尊寺鐘銘 ４ ９
（（ 相模国鎌倉明王院鐘銘 ４ （0

５ （0 山城国太秦広隆寺鐘銘 ５ １
（（ 大和国奈良中川寺鐘銘 ５ ２
（（ 陸奥国平泉毛越寺鉄灯銘 ５ ３
（（ 同塩竈大明神鉄灯銘 ５ ４
（（ 紀伊国密寺鉄灯扉銘 ５ ５
（（ 尾張国一宮灯台銘 ５ ６

５ ７ 相模国鎌倉八幡宮灯台銘
（（ 武蔵国多麻郡府中六所明神境内鉄仏銘 ５ ８
（（ 大倭国薬師寺仏背銘 ５ ９
（（ 伊豆国田方郡善名村廃仏背銘 ５ （0
（（ 大和国法隆寺釈迦仏光背銘 ５ （（
（0 同薬師仏光背銘 ５ （（ 同経筒銘→正治元年経筒銘
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（（ 相模国鎌倉所掘得経筒銘 ５ （（
（（ 常陸国青柳凌霄寺経筒銘 ５ （（
（（ 伊豆国田方郡牧野村所掘得骨壺銘 ５ （（
（（ 伊豆国君沢郡増山村益山寺花盤銘 ５ （（
（（ 伊豆国田方郡善名村神主蔵古銅器銘 ５ （（
（（ 陸奥国会津庄八幡宮鰐口銘 ５ （（
（（ 山城国京壬生寺鰐口銘 ５ （（
（（ 大和国東大寺聖武帝銅板勅書 ５ （0

６ （（ 伊豆国走湯山東明寺鐘銘 ６ １
（0 肥前国平戸観音院鐘銘 ６ ２
（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮銅灯銘 ６ ３
（（ 大和国東大寺灯台銘 ６ ４
（（ 備中国一品吉備津宮鐘銘 ６ ５
（（ 駿河国巨鼇山清見寺鐘銘 ６ ６
（（ 大和国栗原寺塔堂露盤銘 ６ ７
（（ 大和国法隆寺金堂四天銘 ６ ８ 金堂四天→銅斛、銅斛銘→同蔵
（（ 三橋某蔵長持寺閼伽桶銘　図所不詳 ６ ９ 「三橋某蔵」「図所不詳」無し
（（ 下総国八幡宮鐘銘 ６ （0
（（ 近江国番場蓮華寺鐘銘 ６ （（
（0 越前国織田村祠鐘銘 ６ （（
（（ 安芸国伊都岐島鐘銘 ６ （（

７ （（ 下野国日光山中禅寺鐘銘 ７ １
（（ 同釜銘 ７ ２
（（ 同御供器 ７ ３
（（ 下野国都賀郡小薬村称念寺鐘銘 ７ ４
（（ 常陸国久慈郡戸崎村蓮光寺鐘銘 ７ ５
（（ 常陸国中郡庄長福寺鐘銘 ７ ６
（（ 常陸国鹿嶋郡安禅寺鐘銘 ７ ７
（（ 陸奥国津軽弘前長勝禅寺鐘銘 ７ ８
（0 陸奥国石河庄大実山岩峰寺鐘銘 ７ ９
（（ 山城国宇治白山金色院鐘銘 ７ （0
（（ 河内国誉田八幡宮灯籠銘 ７ （（
（（ 河内国橘寺庭中所置土露盤銘 ７ （（
（（ 河内国大県郡雁田尾地蔵堂鐘銘 ７ （（ 後半、寛喜己丑の銘文あり
（（ 河内国観心寺大灯籠銘 ７ （（
（（ 陸奥国宮城郡塩竈宮鐘銘 ７ （（
（（ 河内国上太子叡福寺鐘銘 ７ （（
（（ 美濃国池田郡井頭郷御嵩山蔵王権現鐘銘 ７ （（

８ （（ 摂津国多田荘鴻橋寺鐘銘 ８ １ 目次なし
（0 摂津国須磨寺鐘銘 ８ ２ 目次なし
（（ 播磨国酒見寺鐘銘 ８ ３ 目次なし
（（ 近江国西念寺鐘銘 ８ ４ 目次なし
（（ 備前国児嶋児林庄新熊野山鐘銘 ８ ５ 目次なし
（（ 伊豆国八丈嶋鰐口銘 ８ ６ 目次なし
（（ 常陸国土浦完冢（宍塚）邑般若寺鐘銘 ８ ７ 目次なし
（（ 常陸国土浦城内鐘銘 ８ ８ 目次なし
（（ 大和国矢田山金剛山寺鐘銘 ８ ９ 目次なし
（（ 大和国布留社鐘銘 ８ （0 目次なし
（（ 播磨国清水寺鐘銘 ８ （（ 目次なし
（00 大和国吉野郡金峯山蔵王堂鐘銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 大和灯籠銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 大和国奈良東大寺法華堂花瓶銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 讃岐国屋嶋峯千光院鐘銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 武蔵国多摩郡広園禅寺鐘銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 摂津国西成郡盛福寺鐘銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 摂津国大坂升屋重芳蔵半鐘銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 同水鉢銘 ８ （（ 目次なし
（0（ 河内国道明寺鐘銘
（0（ 摂津国兵庫経嶋延福寺鐘銘
（（0 和泉国高倉村高蔵寺古鐃銘
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兵器　弓矢
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 摂津国住吉社蔵弓并囊図 １ １

２ 出雲国大社蔵弓図 １ ２
３ 尾張国熱田宮蔵弓図 １ ３
４ 伊予国三島社蔵弓図 １ ４
５ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵源頼朝公弓図 １ ５
６ 武田信豊弓図　古模本 １ ６
７ 豊後国嫗巓社蔵鏃図 １ （７） 目次のみ
８ 出雲国大社蔵矢図 １ ８
９ 加賀国江沼郡須輪村多太社蔵実盛表指鏃図 １ ９
（0 播磨国刀田山鶴林寺蔵永田幸介鏃図 １ （0 熱田八剣宮蔵矢図� 異品
（（ 尾張国熱田八剣宮蔵蟇目図 １ （（ 熱田社蔵
（（ 下野国那須山湯泉権現社蔵那須与市資隆矢図 １ （（（） 目次のみ
（（ 六角義賢鏃図　所蔵未詳 １ （（
（（ 摂津国八部郡農家鷲尾次郎兵衛家蔵源義経朝臣靱図 １ （（ � 異図
（（ 摂津国住吉社蔵平胡籙図 １ （（
（（ 摂津国住吉社蔵靱図 １ （（
（（ 伊予国三島社蔵浅利与市所納箙図 １ （（
（（ 伊予国三島社蔵同絃巻図 １ （（
（（ 尾張国熱田八剣宮蔵箙図 １ （（
（0 尾張国熱田八剣宮蔵矢加羅美図 １ （0
（（ 伊予国三島社蔵和田小太郎所納箙図 １ （（
（（ 陸奥国鳥海伐木所得　鏃図　所蔵未詳 １ （（
（（ 摂津国八部郡農家鷲尾次郎兵衛家蔵源義経朝臣鏃図 １ （（
（（ 出雲国大社蔵箙図 １ （（
（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵平胡籙図 １ （（
（（ 越後国一宮弥彦神社蔵鎮西八郎為朝鏃図 １ （（
（（ 大和国釜口長岳寺蔵能登守教経矢図 １ （（
（（ 摂津国住吉社蔵鞆図 １ （（
（（ 摂津国住吉社蔵同袋図 １ （（
（0 或家蔵胡籙図 １ （0
（（ 或家蔵竹胡籙図 １ （（
（（ 或家蔵新羅三郎義光箙図 １ （（
（（ 南都東大寺蔵竹胡籙図 １ （（
（（ 京師荻野某家蔵秦川勝胡籙図 １ （（
（（ 今出川家蔵平胡籙図 １ （（
（（ 南都法隆寺蔵矢図 １ （（（） 目次のみ

２ （（ 河内国壺井八幡宮蔵源義家朝臣鏃図
（（ 陸奥国佐場野医王寺蔵古鏃図
（（ 南都法隆寺蔵丸木弓図
（0 河内国南別井村農家松村失名蔵楠氏弓図
（（ 陸奥国塩竃社人藤塚某蔵古弓図
（（ 平胡籙図　所蔵未詳
（（ 紀伊国熊野新宮蔵平胡籙図
（（ 紀伊国熊野新宮蔵背負椊図
（（ 佐竹家臣今村正昶蔵古製狩箙図
（（ 佐竹家蔵古製筑紫箙図
（（ 大坂商家加島屋源太兵衛蔵古鏃図
（（ 大和国立田社蔵古鏃図
（（ 伊予国三島社蔵矢図 １ （（（） 目次のみ
（0 陸奥国会津塔寺八幡宮蔵古鏃図 １ （（（） 目次のみ
（（ 武蔵国馬込村万福寺蔵梶原平三景時鏃図 １ （（（） 目次のみ
（（ 讃岐国白峯寺蔵為朝矢図
（（ 尾張国熱田宮蔵箙図
（（ 出羽国秋田郡寺内村田村神社蔵利仁将軍矢図
（（ 出羽国雄勝郡杉宮三輪山吉祥院蔵矢図
（（ 佐竹家蔵古鏃図　出羽国仙北郡金沢村民間所得
（（ 鏃図　出羽国仙北郡金沢村伐木所獲
（（ 河内国壺井八幡宮蔵丸木弓図
（（ 家蔵鏃図　陸奥国磐瀬郡須賀川駅伐木所獲
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（0 家蔵鏃図　陸奥国磐瀬郡鏡沼村堀地所獲
（（ 家蔵鏃図　陸奥国田村郡守山耕田所獲

兵器　旌旗
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 摂津国天王寺蔵貞固親王旗図 １ １

２ 摂津国天王寺蔵貞保親王旗図 １ ２
３ 摂津国天王寺蔵平重盛公旗図 １ ３
４ 摂津国天王寺蔵平行盛旗図 １ ４
５ 摂津国天王寺蔵平清経旗図 １ ５
６ 摂津国天王寺蔵能登守教経旗図 １ ６
７ 摂津国天王寺蔵貞平親王旗図 １ ７
８ 摂津国天王寺蔵貞元親王旗図 １ ８
９ 摂津国天王寺蔵源満政旗図 １ ９

２ （0 大和国吉野山吉水院蔵古旗図 ２ １
（（ 摂津国天王寺蔵赤松則祐旗図 ２ ２
（（ 摂津国天王寺蔵足助次郎重範旗図 ２ ３
（（ 摂津国天王寺蔵佐々木四郎高綱旗図 ２ ４
（（ 摂津国天王寺蔵備後三郎高徳旗図 ２ ５
（（ 明石家蔵旗図　銘持明院権中納言基雄卿書 ２ ６

３ （（ 大和国吉野郡和田村堀源二郎家蔵後醍醐天皇所賜御旗図 ３ １
（（ 湯川某家蔵大塔宮錦御旗図 ３ ２
（（ 相模国鎌倉補陀羅伽寺蔵赤旗図 ３ ３
（（ 大和国信貴山本覚院蔵楠正成旗図
（0 武蔵国品川法蔵寺蔵楠正成旗図 ３ ４
（（ 西村某家蔵楠正成旗図 ３ ５
（（ 大和国吉野郡和田村堀源二郎家蔵後村上天皇所賜御旗図　二 ３ ６
（（ 山城国久世郡宇治平等院蔵源三位頼政旗棹図
（（ 下総国真間弘法寺蔵菊池家旗図 ３ ７
（（ 細川家臣大矢野某家蔵菊池家旗紋図
（（ 京師五条八幡宮蔵旗図 ３ ８
（（ 甲斐国山梨郡荻原村雲峯寺蔵武田信玄旗図　二 ３ ９
（（ 山城国檀王林寺蔵見﨑氏舩印旗図 ３ （0
（（ 源義家朝臣旗図　古模本 ３ （（
（0 井伊家蔵源義家朝臣旗図 ３ （（
（（ 井伊家蔵旗袋図 ３ （（
（（ 伊予国三島社蔵旗図　二 ３ （（
（（ 小畑勘兵衛家蔵武田家旗図　三 ３ （（

４ （（ 楠正成旗図　所蔵未詳 ４ １
（（ 熊谷次郎直実旗図　三　所蔵未詳 ４ ２
（（ 河内国壺井宮蔵楠家旗図 ４ ３
（（ 那須家蔵白旗図 ４ ４
（（ 豊後国直入郡神原村姥嶽社蔵緒方三郎旗図 ４ ５
（（ 阿波国美馬郡祖谷山阿佐名住阿佐氏家蔵旗図　二
（0 出羽国仙北郡神宮寺村八幡宮蔵旗図
（（ 摂津国大坂商家岡野新次蔵赤松律師則祐旗図
（（ 紀伊国高野山興山寺蔵旗図

５ （（ 摂津国多田院蔵源頼光朝臣旗図 ４ ６
（（ 武蔵国葛飾郡牛御歬社蔵千葉五郎胤道小旗図 ４ ７
（（ 大和国吉野郡和田村堀源次郎家蔵後村上天皇所賜御旗図 ４ ８
（（ 紀伊国高野山蔵悪七兵衛景清旗図 ４ ９
（（ 河内国葛井寺蔵楠正成旗図
（（ 摂津国住吉郡吾彦山大聖寺中坊不動院蔵楠正成小旗図
（（ 横瀬家蔵新田義貞朝臣旗図　六
（0 那須家蔵宇都宮俊綱旗図
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兵器　刀剣
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 大和国吉野郡和田村堀源次郎家蔵後醍醐帝御剣図 １ １ 笄あり、帝→天皇

２ 伊勢国大神宮蔵太刀図
３ 後白河帝御太刀図　蔵未詳 １ ３ 平鞘太刀図
４ 山城国鞍馬寺蔵源義経朝臣太刀図 １ ４
５ 伊勢国大神宮蔵俵藤太秀郷蜈蚣切太刀図 １ ５
６ 安芸国厳島社蔵足利尊氏公短刀図
７ 或家蔵太刀図 １ ６
８ 播磨国宍粟郡山崎町平瀬■■蔵天国刀図 １ ７ ■■→某家
９ 紀伊国熊野新宮蔵嵯峨帝所納太刀図 １ ８
（0 若狭国遠敷郡霊応山神宮寺蔵太刀柄鞘図 １ ９
（（ 相模国鎌倉荏柄天満宮蔵刀図 １ （0
（（ 肥前国■■七郎宮蔵刀図 １ （（
（（ 或家蔵太刀図　二 １ （（・（（
（（ 鬼丸太刀図　本阿弥三郎兵衛代々所守護 １ （（ 酒井家蔵� 異図
（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵杏葉太刀図　二 １ （（ � 異図
（（ 豊前国宇佐八幡宮蔵短刀図 １ （（
（（ 見世鞘図　酒井雅楽頭忠恭朝臣依古式製之 １ （（
（（ 千葉介常胤下鞘図　蔵未詳 １ （（
（（ 筑前国彦山堀地所獲刀図　蔵未詳 １ （0
（0 丹波国農家蔵蔵於丹波国大江山山中所獲刀図 １ （（ 所蔵者なし
（（ 上野国高崎郡豊岡村堀地所獲刀図 １ （（
（（ 京師商家蔵短刀図 １ （（
（（ 伊勢貞丈家蔵小烏丸太刀図 １ （（
（（ 安芸国厳島社蔵太刀図
（（ 永井家蔵刀図 １ （（
（（ 飯塚正宗短刀図　蔵未詳 １ （（
（（ 楠正成卿短刀図　蔵未詳 １ （（
（（ 陸奥国南部本誓寺蔵太刀図　厨川ヨリ所出ト云 １ （（
（（ 陸奥国塩竃社蔵太刀図 １ （0
（0 源頼義朝臣太刀図　蔵未詳 １ （（
（（ 伊予国三島社蔵平重盛公太刀図 １ （（
（（ 那須氏蔵与市宗高太刀図 １ （（
（（ 伊予国三嶋社蔵大森彦七所納太刀図 １ （（
（（ 伊予国三嶋社蔵太塔宮所納太刀図 １ （（
（（ 尾張国熱田社蔵太刀図 １ （（
（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵太刀図　二 １ （（
（（ 古摹本太刀図　五　蔵未詳 １ （（-（（ 三宅家蔵
（（ 或家蔵太刀図　二 １ （（・（（
（（ 或家蔵太刀図　六 １ （（-（（
（0 伊豆国三嶋社蔵北条家所納太刀図　二 １ （0

２ （（ 出雲国大社蔵剣図 １ （（ � 異図
（（ 源義家朝臣海老鞘巻短刀図　蔵未詳 １ （（
（（ 河内国壺井八幡宮蔵源義家朝臣太刀図 １ （（
（（ 相模国箱根権現社蔵赤木短刀図 １ （（
（（ 相模国箱根権現社蔵源頼朝卿所納太刀図 １ （（
（（ 相模国箱根権現社蔵嵯峨帝御剣図 １ （（
（（ 相模国箱根権現社蔵太刀図 １ （（
（（ 河内国天野山金剛寺蔵楠正成卿短刀図
（（ 下総国一仏刹蔵千葉介常胤短刀図 １ （（ 目次なし
（0 横瀬家蔵源義貞朝臣目貫小柄図
（（ 伊予国三島社蔵高力左近大夫高長所納刀図 １ （（
（（ 伊予国三島社蔵平重衡卿所納太刀図 １ （0
（（ 信濃国諏訪社蔵綱切丸太刀図 １ （（
（（ 相模国鎌倉荏柄天満宮蔵短刀図 １ （（
（（ 相良家蔵宗吉刀図 １ （（
（（ 讃岐国高松海中所出剣図 １ （（
（（ 尾張国海東郡勝幡村堀地所獲短刀図 ２ １
（（ 長門国赤間関阿弥陀寺蔵安徳帝御剣図 ２ ２
（（ 長門国赤間関阿弥陀寺蔵能登守教経刀図 ２ ３
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（0 或家蔵太刀図 ２ ４
（（ 或家蔵太刀図 ２ ５
（（ 摂津国故住吉社蔵神息剣図 ２ ６
（（ 摂津国農家栗花落理左衛門蔵太刀図 ２ ７ � 異図
（（ 駿河国富士浅間社蔵武田信玄太刀図 ２ ８
（（ 下総国大戸社蔵太刀図 ２ ９
（（ 武蔵国新坐郡新倉村堀地所獲短刀金具図　蔵未詳 ２ （0 足利家
（（ 或家蔵柄鍔図 ２ （（ 上杉家蔵
（（ 山城国本能寺蔵刀剣図 ２ （（
（（ 陸奥国白川郡大村堀地所獲刀図 ２ （（
（0 近江国竹生嶋社蔵俵藤太秀郷所納太刀図 ２ （（
（（ 備前国牛窓御皇后社蔵太刀図
（（ 武蔵国多摩郡御嶽山社蔵宝寿丸太刀図 ２ （（
（（ 山城国六角堂蔵剣図 ２ （（
（（ 尾張国神戸村堀地所獲鉾剣図 ２ （（
（（ 山城国本能寺蔵織田信長公刀図 ２ （（ 所蔵者なし（『武器図説』森政宣蔵）
（（ 高松家臣楠正助蔵楠正成卿短刀図 ２ （（
（（ 大坂商家西村庄兵衛蔵義政公鍔図 ２ （0
（（ 大坂商家西村庄兵衛蔵義政公短刀幷匣袋図 ２ （（
（（ 河内国杜本社蔵剣図 ２ （（ 目次なし
（0 大和国吉野桜本坊蔵理源大師割地剣図 ２ （（ 目次なし
（（ 大和国吉野桜本坊蔵護摩刀図 ２ （（ 大和大納言殿寄附
（（ 山城国本能寺蔵大太刀図 ２ （（
（（ 大和国吉野桜本坊蔵村上彦四郎鍔図 ２ （（
（（ 越後国一宮弥彦明神社蔵大太刀図 ２ （（
（（ 陸奥国白川郡船田村堀地所獲�太刀図 ２ （（

３ （（ 河内国誉田八幡宮蔵剣図 ２ （（
（（ 蜷川氏蔵剣図 ２ （0
（（ 肥後国阿蘇大宮司惟純蔵蛍丸太刀図 ２ （（
（（ 河内国誉田八幡宮蔵刀図 ２ （（
（0 河内国愛宕山蔵小鍛冶宗近太刀図 ２ （（
（（ 武蔵国荏原郡馬込村万福寺蔵梶原景時刀図 ２ （（
（（ 河内国天野山金剛寺蔵後醍醐天皇御剣図 ２ （（ 刀は異品
（（ 或家蔵加藤清正朝臣短刀図 ２ （（
（（ 肥後国熊本■蔵剣図 ２ （（
（（ 大和国法隆寺蔵七曜之剣図 ２ （（
（（ 山城国六条八幡宮蔵刀図 ２ （（
（（ 熊本家臣宗文五蔵於菊池氏城墟所獲鍔図 ２ （0
（（ 山城国仏光寺子院大善院蔵武田信玄鍔図 ２ （（
（（ 陸奥国会津商家森与三郎蔵於山崎古塁所獲鍔図
（00 武蔵国都筑郡今井村堀地所獲太刀金具図 ２ （（
（0（ 平松家伝来竹笄図 ２ （（
（0（ 飛騨国高山国分寺蔵小烏丸太刀図 １ ２ � 異図
（0（ 紀伊国高野山龍光院蔵大師於神泉苑請雨之時所持剣図
（0（ 摂津国河辺郡多田庄神秀山満願寺蔵幸寿丸太刀図
（0（ 播磨国清水寺蔵田村丸剣太刀図　三
（0（ 伊豆国三島社蔵北条家所納太刀金具図
（0（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵太刀金具図
（0（ 伊予国三島社蔵平重盛公太刀金具図
（0（ 伊予国三島社蔵大塔宮所納太刀金具図
（（0 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵太刀金具図
（（（ 由良家蔵太刀図
（（（ 大和国東大寺八幡宮蔵競馬太刀図
（（（ 大坂商家蔵楠正成卿短刀図
（（（ 摂津国住吉郡吾彦山大聖寺中坊不動院蔵不動尊剣図
（（（ 摂津国住吉郡吾彦山大聖寺中坊不動院蔵雲次剣図
（（（ 大坂商家蔵義昭公藤丸短刀図
（（（ 安芸国厳島社蔵菊紋太刀図
（（（ 鬼丸太刀金具図
（（（ 会津家臣坂本覚兵衛蔵足利尊氏公鍔及金具図

（（0 尾張国名古屋商家蔵鳥首太刀金具図　美濃国各務郡蘇原村古墳
中所獲
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３ （（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵杏葉太刀金具図
（（（ 那須氏蔵与市宗高太刀金具図
（（（ 大阪商家蔵鳩丸短刀図
（（（ 大阪商家蔵楠正成卿短刀図

兵器　馬具
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 姫路家蔵銜図 １ １ 酒井家蔵

２ 銜図　蔵未詳 １ ２ 成田某家蔵
３ 銜図　蔵未詳 １ ３ 倉持某家蔵
４ 鏡銜図　古模本 １ ４ 伊勢貞丈家蔵本
５ 銜図　蔵未詳 １ ５ 藤田某家蔵
６ 銜図　蔵未詳 １ ６
７ 大森彦七鞍図　蔵未詳 １ ７
８ 鞍図二　蔵未詳 １ ８
９ 近藤寿俊家蔵鞍図 １ ９
（0 鞍図二　蔵未詳 １ （0
（（ 鞍図　伊勢守貞宗作　蔵未詳 １ （（ 伊勢貞丈家蔵
（（ 鞍図　蔵未詳 １ （（
（（ 居木図　小笠原昌斎長旨作　蔵未詳 １ （（ 津軽家蔵
（（ 鏡四緒手図　蔵未詳 １ （（
（（ 鏡四緒手饅頭形図　蔵未詳 １ （（
（（ 四緒手図　蔵未詳 １ （（ 津軽家蔵
（（ 武蔵国御嶽山蔵鏡鞍図・鐙図・銜厚総図 １ （（
（（ 河内国錦部郡観心寺中院蔵楠正成卿鞍図 １ （0
（（ 大和国信貴山本覚院蔵楠正成卿鞍図 １ （（
（0 会津家臣坂本覚兵衛蔵源義政公鞍鐙図 １ （（ 坂本某家蔵
（（ 姫路家蔵水晶地鞍図 １ （（ 酒井家蔵・異図
（（ 相模国鎌倉極楽寺蔵大館次郎鞍図 １ （（
（（ 鞍図　古模本 １ （（ 新井家蔵本
（（ 壺鐙図　甲斐国八代郡■■堀地所獲 １ （（ 山梨郡取掘得
（（ 鐙図　武蔵国府中堀地所獲 １ （（
（（ 大和国奈良正倉院蔵蒺藜銜図 １ （（
（（ 水野家蔵銜図 １ （（
（（ 銜図　摂津国有馬郡草下部村堀地所獲 １ （0
（（ 或家蔵鏡銜図 １ （（
（0 備前国上寺村八幡宮蔵佐々木盛綱銜図 １ （（ � 異図
（（ 結城家蔵鞭袋図 １ （（
（（ 土佐家蔵鯨鞭図 １ （（
（（ 本阿弥三郎兵衛蔵大塔宮鞍図 １ （（ 酒井家蔵透鞍覆図� 異品

２ （（ 大和国法隆寺蔵壺鐙図 ２ １
（（ 大和国東大寺若宮八幡宮蔵鞍并皆具図 ２ ２
（（ 尾張国熱田社蔵飾馬皆具図 ２ ３
（（ 美濃国大井駅長国寺蔵根津是行鐙図 ２ ４
（（ 美濃国大井駅長国寺蔵鞍銜図 ２ ５
（（ 家蔵銜図　■■堀地所獲 ２ ６ 大和国東大寺八幡宮蔵鎖鞚并鐙図�異品
（0 豊臣秀吉公銜図　蔵未詳 ２ ７ 丸井某家蔵
（（ 銜図　肥後国菊池郡瀬戸口村土中所得 ２ ８ 土中→因洪水
（（ 銜図　陸奥国白川郡大村堀地所獲 ２ ９
（（ 銜図　尾張国海東郡勝幡村堀地所得 ２ （0
（（ 伊勢国大神宮蔵馬具図 ２ （（
（（ 伊勢国大神宮蔵白馬形図 ２ （（

３ （（ 長門国一宮蔵飾馬具図
（（ 大和国東大寺勧進所蔵鐙図
（（ 伊予松山家蔵鐙図
（（ 河内国誉田八幡宮蔵源頼朝卿鞍図
（0 摂津国住吉社蔵源義経朝臣鞍図
（（ 家臣高松内匠蔵佐藤嗣信鞍図
（（ 紀伊国熊野新宮蔵杏葉図
（（ 紀伊国熊野新宮蔵鐙図
（（ 和泉国■尾村農家北村失名蔵源義経朝臣鞍図
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（（ 大洲家蔵梶原景時鞍図
（（ 家蔵応永年間鞍図　伊勢守貞信作
（（ 紀伊国熊野新宮蔵鞭図
（（ 備前国牛窓御皇宮蔵厚総図
（（ 大和国奈良東大寺八幡宮蔵唐鞍図
（0 高松家臣■■蔵口籠図
（（ 伊勢内宮文殿蔵銜図 ２ （（
（（ 大和国藤原山法貴寺蔵口籠図 � 異図

銅器
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵政子十二手箱中鏡図 １ １

２ 京師大仏殿蔵太閤秀吉公鏡并匣図 １ ２
３ 山城国大原古知谷阿弥陀寺蔵鏡図 １ ３
４ 或蔵鏡図　二 １ ４
５ 陸奥国安積郡王宮権現蔵采女鏡図 １ ５
６ 相模国鎌倉報国寺蔵仏乗禅師鏡図 １ ６
７ 相模国鎌倉禅居庵蔵大鑑禅師鏡図 １ ７
８ 尾張国神戸村掘地所得鏡図　二　蔵未詳 １ ８
９ 大和国奈良道祖神神輿鏡図 １ ９
（0 日向国諸県郡掘地所得鏡　三　蔵未詳 １ （0
（（ 常陸国水戸掘地所得鏡図　蔵未詳 １ （（
（（ 伊予国三島社蔵孝謙帝御鏡図 １ （（
（（ 伊予国三島社蔵天智帝御鏡図 １ （（
（（ 相模国荏柄天神蔵鏡図 １ （（
（（ 摂津国長田太神神鏡図　三 １ （（
（（ 或蔵鏡図　十一 １ （（
（（ 伊豆国田方郡益山寺掘地所得鏡図　蔵未詳 １ （（
（（ 伊勢神官桧垣丹波守蔵鏡図 １ （（
（（ 越後国魚沼郡松代市掘地所得鏡図　蔵未詳 １ （（
（0 大和国法隆寺蔵鏡図 １ （0
（（ 或蔵鏡図　二 １ （（
（（ 参河国鳳来寺鑑堂蔵古鏡図　十三 １ （（
（（ 信濃国伊奈郡飯田城下掘地所得鏡図　蔵未詳 １ （（
（（ 相模国藤沢寺蔵照手姫鏡図 １ （（
（（ 会津家臣野村某家蔵古鏡図 １ （（
（（ 伊豆国君沢郡熊沢村掘地所得鏡図　蔵未詳 １ （（
（（ 豊前国小倉足立山掘地所得鏡図　九　蔵未詳 １ （（
（（ 蜷川氏蔵山城国宇治郡掘地所得埴鏡図

２ （（ 伊勢国多度太神宮蔵鏡図　三十
（0 讃岐国陶村村長岡田官兵衛家蔵鏡図　五十三
（（ 大和国龍田明神社蔵鏡図　二
（（ 或蔵鏡図　三
（（ 或蔵鏡図
（（ 近江国山田浦隠士石亭蔵鏡図　二
（（ 大和国奈良法隆寺蔵鏡図　三
（（ 京師下御霊社蔵神鏡図
（（ 大坂商家吉田道可蔵鏡図　二
（（ 橋本肥後守蔵鏡図
（（ 摂津国清水村掘地所得鏡図　蔵未詳
（0 備後国八幡村八幡宮神鏡図　二
（（ 京師五条金光寺市姫宮神鏡図
（（ 安芸国厳島神鏡図
（（ 伊予国出作村農民掘地所得鏡図　蔵未詳
（（ 河内国道明寺蔵菅公鏡図
（（ 大和国奈良景清地蔵堂蔵鏡図
（（ 大坂商家加賀屋源太兵衛蔵鏡図
（（ 備前国岡山商家河本又三郎蔵鏡図　十
（（ 摂津国小橋村慈眼庵蔵鏡図
（（ 和泉国堺掘地所得鏡図　蔵未詳
（0 河内駒谷五所明神蔵埴鏡図　二
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２ （（ 朽木家蔵鏡図
（（ 家蔵信濃国更級郡石川村掘地所得鏡図　二
（（ 或蔵鈴図　五
（（ 近江国山田浦隠士石亭蔵鎮宅霊符図
（（ 上総国周准郡貞元村神将寺掘地所得鈴図　蔵未詳
（（ 伊予国三島明神蔵義政公水瓶図
（（ 同蔵義政公湯瓶図
（（ 紀伊国高野山宝積院蔵水瓶図
（（ 大和国法隆寺蔵鈴図
（0 讃岐国□北村官兵衛蔵駅鈴并小鈴図
（（ 大坂商家加島屋源太兵衛蔵鈴図
（（ 大和国法隆寺蔵金山寺香炉図
（（ 同蔵水瓶図
（（ 同蔵香炉図
（（ 越後国蒲原郡青梅神社境内掘地所得銅器図　同所社人古川■蔵
（（ 大和法隆寺蔵風炉図
（（ 同蔵銅量図
（（ 佐竹家蔵鏡図　二
（（ 大和国法隆寺蔵鈴図
（0 紀伊国高野山龍光院蔵鈴図
（（ 家蔵陸奥国盤瀬郡鏡沼村掘地所得銅磬図
（（ 備中国賀陽郡八田部村掘地所得鈴図　蔵未詳
（（ 相模国鎌倉建長寺蔵鈴図
（（ 隠岐国若玉酢社蔵駅鈴図
（（ 大和国吉野山中掘地所得鈴図　蔵未詳
（（ 河内国交野郡渚村掘地所得鈴図　蔵未詳
（（ 上総国周准郡貞元村貞元親王墓傍掘地所得鈴図　蔵未詳
（（ 相模国鎌倉管領屋敷跡掘地所得水滴図　蔵未詳
（（ 常陸国茨城郡台渡村掘地所得鈴図　蔵未詳
（0 尾張国海東郡木田村大館■蔵鈴図
（（ 下総国行徳善照寺蔵鈴図
（（ 常陸国鹿嶋郡正等寺蔵駅鈴図
（（ 宮川家蔵銅鼓図
（（ 或蔵鈴図
（（ 陸奥国仙台商家川村■蔵鈴図
（（ 佐竹家蔵鈴図
（（ 姫路家臣山田安貞蔵宝鐸図　播磨国宍粟郡須賀山中掘地所得
（（ 家蔵乾統鐘図

楽器
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 大和国信貴山蔵二鼓胴図 １ １ 二鼓胴→二鼓

２ 同蔵雞婁胴図 １ ２ 雞婁胴→服太鼓
３ 同蔵三鼓胴図 １ ３ 三鼓胴→三鼓
４ 同蔵鼗鼓図 １ ４ 鼗鼓→振鼓
５ 同蔵鞨鼓胴図 １ ５
６ 同蔵面図　二 １ ６ 同蔵面図　二
７ 安芸国厳島明神蔵小桜笙図 １ ７ � 異図
８ 大和国法隆寺蔵洞簫図 １ ８ � 異図
９ 大和国吉野山蔵王権現蔵後醍醐帝御物三嶽丸笙図 １ ９ � 異図
（0 同七文字笛同高麗笛図 １ （0 � 異図
（（ 紀伊家御蔵寛治丸笛図 １ （（ 家蔵堪能丸図� 異品
（（ 多氏蔵玉椿笙図 １ （（ � 異図
（（ 大和国法隆寺蔵琴図 １ （（
（（ 大和国龍田明神蔵雞婁胴図 １ （（ 雞婁胴→服鼓
（（ 大和国法隆寺蔵鞨鼓台図 １ （（

（（ 大和国東大寺八幡宮蔵面図　二十 １ （（ 東大寺八幡社蔵胡徳楽勧盃面図と
同蔵古面図に分割

（（ 河内国金剛輪寺蔵面図 １ （（ 面→古面
（（ 田安御蔵孔雀丸笙図 １ （（ � 異図
（（ 山城国本能寺蔵時雨箏図 １ （（
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（0 安芸国厳島明神蔵面図　七 ２ ６ 面→古面� 異図
２ （（ 会津家人小室庄助蔵平重衡卿所愛有浦篳篥図 １ （0

（（ 安芸国厳島明神蔵法花箏同調子板同柱畳紙図 ２ １
（（ 同蔵倭琴図 ２ ２
（（ 黒田家蔵平経政所愛郭公琵琶同調子竹図 ２ ３
（（ 或家蔵青海笛図 ２ ４

（（ 大和国東大寺八幡宮蔵舞楽装束中獅子蛮絵図 ２ ５ 舞楽装束中獅子蛮絵→舞楽装束蛮
絵獅子形

（（ 同熊蛮絵図
（（ 中氏蔵白菊丸笙図
（（ 紀伊家御蔵鹿丸笙図 ２ ８ � 異図
（0 陸奥国会津願成就寺蔵琵琶図 ２ ９
（（ 紀伊家御蔵小男鹿笙図 ２ （0 � 異図
（（ 今出川家蔵巌琵琶図 ２ （（
（（ 大和国東大寺八幡宮蔵新靺鞨下鞘図 ２ （（ � 異図
（（ 大和国法隆寺蔵石胴鞨鼓図 ２ （（

（（ 持明院家蔵敦実親王御物拍子図 ２ （（ 持明院家→山城国愛宕郡梅宮社人
橋本肥後

（（ 姫路家蔵笙図 ２ （（ 姫路家→酒井家
（（ 山城国本国寺蔵笙図　二 ２ （（ 同蔵笛図　共四� 異品
（（ 尾張家御蔵二帯笙同調子竹図 ２ （（
（（ 家蔵琵琶図 ２ （（
（0 水戸家御蔵心越禅師将来琴図 ２ （（
（（ 大和国法隆寺蔵唐櫃中所納箏柱図 ２ （0

３ （（ 大和国東大寺蔵鉦鼓図 ３ １
（（ 山城国妙覚寺蔵二絃図 ３ ２
（（ 陸奥国会津塔寺八幡宮蔵漢竹笛図 ３ ３
（（ 陸奥国農家蔵四絃図 ３ ４
（（ 大和国法隆寺蔵味摩之将来伎楽面図　三十一 ３ ５ 三十一→共六十九
（（ 大和国東大寺蔵伎楽面図　三十八 ３ ６ 三十八→数三十七
（（ 仏工田中内蔵丞蔵鬼面図 ３ ７
（（ 陸奥国那麻郡上三宮村三島社蔵田楽面図 ３ ８ 尾張家御蔵小鼓図� 異品

４ （0 大和国奈良古梅園蔵面図 ４ １
（（ 一条家御蔵菊丸笙図 ４ ２ 笙図→吉野多門院� 異図
（（ 会津家蔵律管図 ４ ３
（（ 同蔵菅公琴図 ４ ４
（（ 河内国誉田八幡宮蔵面図　十一 ４ ５ � 異図
（（ 一条家御蔵海浦笙図 ４ ６ � 異図
（（ 河内国誉田八幡宮蔵琵琶図 ４ ７
（（ 河内国上太子蔵用明帝御物瓦落笛同高麗笛図 ４ ８ � 異図
（（ 河内国誉田八幡宮蔵鞨鼓図 ４ ９ � 図追加
（（ 同蔵太鼓図 ４ （0

（0 備後国吉備宮蔵面図　三 ４ （（ 南都東大寺八幡宮新倉所蔵
入襴袍図� 異品

（（ 姫路家蔵松風箏図 ４ （（ 姫路家→酒井家
（（ 紀伊家御蔵冠古琴図 ４ （（（） 目次のみ
（（ 山城国東寺遍昭心院蔵平調板図 ４ （（（） 目次のみ
（（ 大和国東大寺八幡宮蔵胡徳楽瓶子図
（（ 播磨国刀田山鶴林寺蔵太鼓火炎図
（（ 播磨国大山寺蔵平重盛公所寄附鞨鼓図
（（ 同笙図
（（ 同笛図
（（ 同鞨鼓台図
（0 讃岐国白峯蔵面図　三
（（ 同蔵崇徳帝御物笙図
（（ 播磨国明石郡多門寺蔵慈覚大師伝来笛図　二
（（ 備前国岡山商家河本又三郎蔵笙図　三
（（ 同蔵後京極摂政所愛鶯丸笛同高麗笛図
（（ 同蔵自八幡社家伝来蘭陵王面図
（（ 同蔵鞨鼓台図　二
（（ 大和国安条寺村安条寺蔵役行者所作面図　二

５ （（ 陸奥国平泉医王山毛越寺蔵面図　二 ４ （（（） 目次のみ
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５ （（ 陸奥国平泉開山中尊寺白山権現蔵面図　二 ４ （（（） 目次のみ
（0 安芸国厳島社蔵玉笛図
（（ 備前国岡山商家河本又三郎蔵月琴図
（（ 大和国東大寺八幡宮新倉蔵新靺鞨纓図
（（ 同革帯図 ２ （（ 大和国東大寺蔵新靺鞨革帯図
（（ 同笏図
（（ 同靴図
（（ 相模国鎌倉八幡宮蔵面図　二十三 ２ ７ 二十三→共六

６ （（ 陸奥国平泉開山中尊寺弁慶堂蔵鈴木三郎所愛琵琶撥図 ２ （（
（（ 家蔵笛図　三
（（ 伊勢大神宮蔵箏柱畳紙図　三 ２ （（ 箏柱畳紙→箏柱袋
（0 或家蔵箏柱畳紙図 ２ （（ 或家→楽家
（（ 大和国興福寺蔵面図　六 ２ （（ 面図　六→胡徳楽古面図　共四
（（ 家蔵明石篳篥図
（（ 大和国氷室社蔵蘭陵王面図 ２ （（ 大和国→山城国京
（（ 山城国本能寺蔵鶯丸笙図
（（ 山城国本能寺蔵鈴虫篳篥図
（（ 大和国法隆寺蔵妹子大臣将来雪夜篳篥図
（（ 同蔵平清盛公所愛福原笛図
（（ 安芸国厳島明神蔵銕笛図
（（ 山城国東寺蔵舞楽帽子図
（00 山城国本能寺蔵笙図
（0（ 山城国本国寺蔵小蝶丸笙図
（0（ 大和国法隆寺蔵源信氏所寄附面図
（0（ 備後国一宮蔵舞楽太刀図
（0（ 山城国東山要法寺蔵笙図
（0（ 播磨国鵤太子寺蔵笙匣図
（0（ 同蔵鞨鼓同台図
（0（ 大和国法隆寺蔵太鼓火焔図
（0（ 同蔵駝太鼓火焔図
（0（ 安芸国厳島明神蔵琵琶図
（（0 播磨国室明神蔵琵琶図
（（（ 山城国本能寺蔵虎生笙図
（（（ 山城国東山歌中山清閑寺蔵箏図
（（（ 紀伊家御蔵琵琶図
（（（ 或家蔵模弦上琵琶図
（（（ 大和国東大寺八幡宮蔵新靺鞨入襴袍図 ４ （（ � 異図

文房
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 瓦硯図 １ １ 蔵未詳→於藤子礼家模之

２ 大和国吉野山吉水院蔵竹文台図 １ ２ 天皇→帝
３ 同竹硯箱図 １ ３ 同→大和国吉野山吉水院、天皇→帝
４ 同蔵琨玉硯図 １ ４ 同→大和国吉野山吉水院、天皇→帝
５ 大和国釜口普賢院蔵千宗易所愛曽我堂瓦硯図 １ ５ 同国釜口普賢院曽我堂蔵千宗易硯図
６ 同普賢院蔵銅雀台瓦硯図 １ ６

７ 大和国当麻寺蔵松蔭硯并箱図 １ ７ 同→同国、蓋裏図・蓋表図　以革
張之・硯図キャプション挿入

８ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵源頼朝公硯并箱皆具図 １ ８ 硯并箱皆具図→硯箱図
９ 山城国壬生寺蔵壬生忠岑硯図 １ ９ � 異図
（0 大和国東大寺蔵磁硯図 １ （0
（（ 京師二条西洞院所掘得硯図 １ （（
（（ 相模国鎌倉光明寺蔵菅公硯図 １ （（

（（ 同蔵松蔭硯図 １ （（ 同→相模国鎌倉光明寺、厚サ→傍
厚サ

（（ 同蔵二位禅尼硯図 １ （（ 同→相模国鎌倉光明寺
（（ 乾封紫石硯図 １ （（
（（ 紀伊国熊野新宮蔵磁硯図 １ （（
（（ 相模国鎌倉鶴岡八幡宮蔵源頼朝公馬蹄硯図 １ （（
（（ 京師一乗寺村詩仙堂蔵残月硯図 １ （（
（（ 参河国渥美郡田原庄河合某家蔵硯図 １ （（
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（0 京師東寺蔵硯図 １ （0 家蔵澄泥研図� 異品
（（ 相模国鎌倉粟船山常楽寺蔵祖元和尚硯図 １ （（
（（ 大和国奈良東大寺蔵瑪瑙硯図 １ （（
（（ 京師東寺蔵弘法大師風字硯図 １ （（ � 異図
（（ 同蔵硯図 １ （（ 同→京師東寺� 異図
（（ 同蔵唐李家製墨図 １ （（
（（ 大和国法隆寺蔵聖徳太子硯図 １ （（ � 異図
（（ 大和国東大寺蔵朝倉義景硯図 １ （（ 京師本能寺→大和国奈良東大寺
（（ 江戸商家岡部■蔵研図 １ （（ 江戸商家岡部■→江戸岡部某家
（（ 尾張国大舘某家蔵大化中瓦硯図 １ （（
（0 京師百万遍蔵平重衡卿硯図 １ （0

２ （（ 摂津国大坂商家蒹葭堂蔵硯図 １ （（ 商家なし
（（ 水戸家御蔵羅城門瓦硯図 １ （（
（（ 松浦家蔵端渓硯図 １ （（
（（ 大和国在原寺蔵在原業平朝臣硯箱図 １ （（
（（ 相模国鎌倉報国寺蔵仏乗禅師硯図 １ （（
（（ 中村弥太夫蔵澄泥硯図
（（ 紀伊家御蔵四霊硯図
（（ 駿河国府中宝泰院蔵硯図
（（ 伊勢国津市医庭田生安蔵几図
（0 大和国奈良東大寺蔵文書袋図　三
（（ 中村弥太夫蔵文台図
（（ 京師怡顔斎蔵詩囊図
（（ 河内国誉田八幡宮蔵明亨石硯図
（（ 大和国奈良古梅園蔵唐李家烟墨璽図
（（ 紀伊国高野山某蔵夾笇図
（（ 家蔵相州瓦硯図
（（ 姫路家蔵劉基硯図
（（ 紀伊国高野山高室院蔵硯図
（（ 安芸国厳島社蔵硯図
（0 摂津国勝尾寺蔵開成皇子御硯図
（（ 安芸国厳島社蔵家棚守将監蔵硯図
（（ 相模国松田某蔵文明年間硯図
（（ 紀伊国高野山宝積院蔵硯図
（（ 河内国観心寺蔵半月硯図
（（ 同蔵墨溜図
（（ 京師東山清閑寺蔵高倉帝御硯箱図
（（ 磁硯図　蔵未詳
（（ 紀伊国高野山龍光院蔵弘法大師硯箱図并硯図

印章
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 天皇御璽　四 １ １

２ 建武之寶　古模本 １ ２
３ 皇帝官印　東福寺（承久元年度牒） １ ３
４ 大政官印　六 １ ４
５ 乾政官印　古模本 １ ５
６ 神祇官印　古模本 １ ６
７ 主殿寮印 １ ７
８ 典薬寮印 １ ８
９ 左京印 １ ９ 左京之印
（0 民部印 １ （0 民部之印
（（ 宮内印　古模本 １ （（ 宮内之印
（（ 図書寮印　古模本 １ （（
（（ 大学寮印 １ （（
（（ 雅楽寮印　古模本 １ （（
（（ 施薬院印 １ （（
（（ 勧学院印 １ （（
（（ 内侍印 １ （（ 内侍之印
（（ 悠記所印　古模本 １ （（
（（ 主基所印　古模本 １ （（
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１ （0 造平安宮城職印 １ （0 造平安宮城職之印
（（ 遣唐使印　二 １ （（ 共二→二
（（ 遣新羅使印　古模本 １ （（ 遣新羅使之印
（（ 承和年間民部省所用印 １ （（

２ （（ 官印　古模本 ２ １
（（ 山背国印 ２ ２
（（ 山城国印　二 ２ ３ 共二→二
（（ 大和国印　二 ２ ４ 共二→二
（（ 摂津国印 ２ ５
（（ 伊賀国印　二 ２ ６ 共二→二
（0 尾張国印 ２ ７
（（ 下総国印 ２ ８
（（ 近江国印 ２ ９
（（ 美濃国印 ２ （0
（（ 越前国印 ２ （（
（（ 越中国印 ２ （（
（（ 陸奥国印 ２ （（
（（ 丹波国印 ２ （（
（（ 丹後国印 ２ （（
（（ 但馬国印 ２ （（
（0 因幡国印　二 ２ （（ 共二→二
（（ 播磨国印　古模本 ２ （（
（（ 紀伊国印 ２ （（
（（ 阿波国印　二 ２ （0 共二→二
（（ 日向国印　古模本 ２ （（
（（ 太宰府印　二　古模本 ２ （（ 共二→二
（（ 鎮守府印　古模本 ２ （（
（（ 宇治郡印　二 ２ （（ 共二→二
（（ 添上郡印 ２ （（
（（ 葛下郡印 ２ （（
（0 十市郡印 ２ （（
（（ 阿拝印 ２ （（ 阿拝之印
（（ 山田郡印 ２ （（
（（ 足羽郡印　二 ２ （0 共二→二
（（ 坂井郡印 ２ （（
（（ 高草郡印 ２ （（
（（ 伊都郡印 ２ （（
（（ 大和守印 ２ （（
（（ 紀伊守印 ２ （（
（（ 柘植郷長解所用印 ２ （（ 植殖卿長解所用印
（0 下総国大寺郷所得印 ２ （（ 大寺卿印
（（ 下野国足利学校印 ２ （（
（（ 内親王酒人印 ２ （（
（（ 藤原忠平公印 ２ （0 右大臣藤忠平公印
（（ 卜部朝臣兼永卿印 ２ （（ 下部朝臣兼永卿印
（（ 木曽義仲印 ２ （（ 将軍義仲印
（（ 足利家印　六 ２ （（ 共六→六
（（ 平信長公印 ２ （（ 平右府信長公印　共二
（（ 豊臣秀吉公印　二 ２ （（ 豊太閤印　共二
（（ 豊臣秀次公印　古模本 ２ （（
（0 豊臣秀頼公印 ２ （（
（（ 小田原北条家印　二　仏師後藤斎宮（駅券） ２ （（ 共二→二
（（ 永禄年間印　二 ２ （（ 共二→二
（（ 豊臣行長印　播磨国龍野中井伯元家 ２ （0
（（ 承平年間加宅巻所用印 ２ （（
（（ 雪野寺所堀得印 ２ （（ 雪野寺堀地所得印
（（ 讃岐国田井村所堀得印 ２ （（ 讃岐国田井村堀地所得印
（（ 或所蔵印 ２ （（
（（ 近江国栗本郡所堀得印 ２ （（ 近江国栗本郡堀地所得印
（（ 或所蔵印 ２ （（
（0 春宮生秦永岑印　古模本 ２ （（ 秦永岑印
（（ 菅原洞斎家所伝印 ２ （（
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（（ 清原経賢印　三 ２ （（ 共三→三
（（ 韮山古城跡所堀得印 ２ （0 韮山古城跡堀地所得印
（（ 仙波山中所堀得印 ２ （（ 仙波山中堀地所得印
（（ 武田信玄印　信濃国諏訪社（天正六年文書） ２ （（
（（ 和気種成印　古模本 ２ （（
（（ 金沢文庫印 ２ （（
（（ 然可翁印　古模本 ２ （（

３ （（ 伊勢大神宮印　古模本 ３ １
（0 伊勢内宮政印　古模本 ３ ２
（（ 伊勢豊受官印　古模本 ３ ３
（（ 北野天満宮印　古模本 ３ ４
（（ 雄徳山八幡宮印　古模本 ３ ５
（（ 淡路国二宮大和社印　淡路国三原郡八太村二宮大和社 ３ ６
（（ 売神祝印　信濃国諏訪社 ３ ７
（（ 隠岐国屯倉官印　隠岐国知夫郡由良比売神社 ３ ８ 隠岐国屯倉之印
（（ 仁和寺僧綱印 ３ ９ 仁和寺僧綱之印　二
（（ 造東寺印 ３ （0
（（ 教王護国寺造寺司印 ３ （（ 同上
（00 弘福寺印　二 ３ （（ 共二→二
（0（ 東寺伝法印 ３ （（
（0（ 東寺司政印 ３ （（
（0（ 大覚寺印 ３ （（
（0（ 崇福寺造寺司印　鞍馬寺 ３ （（ 造崇福印
（0（ 西寺目代印（京七条河原掘地所得）　姫路家臣山田安貞 ３ （（
（0（ 東大寺印　三 ３ （（ 共三→三
（0（ 東大寺施薬院印 ３ （（ 施薬院印
（0（ 東大寺尊勝院印 ３ （0 尊勝院印
（0（ 華厳供印 ３ （（
（（0 大安寺印 ３ （（
（（（ 百済寺院　蔵未詳 ３ （（
（（（ 薬師寺院 ３ （（
（（（ 法隆寺印　二 ３ （（ 共二→二
（（（ 法隆寺一切経印 ３ （（
（（（ 西大寺印 ３ （（
（（（ 比叡寺印 ３ （（
（（（ 延暦寺印 ３ （（
（（（ 観世音寺印 ３ （0
（（（ 法勝寺印　古模本 ３ （（
（（0 因幡国師印 ３ （（
（（（ 石山寺印 ３ （（
（（（ 僧空海印　三　武蔵国多摩郡安内村吉祥寺 ３ （（ 弘法大師印　三
（（（ 詮伝灯印 ３ （（
（（（ 元三論印 ３ （（
（（（ 岡寺孝謙帝勅作印　古模本 ３ （（
（（（ 鹿嶋根本寺什物印　二 ３ （（ 共二→二
（（（ 鵤寺倉印　大和国法隆寺 ３ （（
（（（ 小田原最乗寺道了権現印 ３ （0 小田原最乗寺印
（（（ 高山寺印　古模本 ３ （（
（（0 天海蔵印 ３ （（
（（（ 仏乗禅師宋朝請来印　二　鎌倉宅間報国寺 ３ （（ 共二→二
（（（ 日蓮上人印　二 ３ （（ 共二→二
（（（ 一休印 ３ （（ 一休和尚印
（（（ 安楽寿院印 ３ （（

４ （（（ 伊勢内宮政印鈕 ４ １
（（（ 諏訪社印鈕 ４ ２
（（（ 隠岐国若玉酢社印鈕 ４ ３
（（（ 大寺卿印鈕 ４ ４ 下総国大寺郷所得印鈕
（（（ 讃岐国田井村所堀得印鈕 ４ ５ 讃岐国田井村堀地所得印鈕
（（0 近江国栗本郡所堀得印鈕 ４ ６ 近江国栗本郡堀地所得印鈕
（（（ 雪野寺所堀得印鈕 ４ ７ 雪野寺堀地所得印鈕
（（（ 或所蔵印鈕　二 ４ ８ 共二→二
（（（ 或所伝写印鈕 ４ ９
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４ （（（ 東寺印東寺伝法二印鈕 ４ （0
（（（ 東寺印鈕　四 ４ （（ 共四→四
（（（ 法隆寺印鈕 ４ （（
（（（ 鵤寺印鈕 ４ （（
（（（ 百済寺印鈕 ４ （（
（（（ 仏乗禅師宋朝請来印鈕　二 ４ （（ 共二→二
（（0 菅原洞斎家所伝印鈕 ４ （（
（（（ 仙波山中所堀得印鈕 ４ （（ 仙波山中堀地所得印鈕
（（（ 伊勢内宮政印櫃 ４ （（
（（（ 諏訪社印櫃 ４ （（ 売神祝印櫃
（（（ 法隆寺印櫃 ４ （0 なし
（（（ 仏乗禅師宋朝請来印櫃 ４ （（
（（（ 烙印　四 ４ （（ ３点のみ

追加１ （（（ 天皇御璽　三
（（（ 嵯峨院印
（（（ 冷泉院印
（（0 太政官印　紀伊家臣井田亀之助
（（（ 勧学院印　尾張家臣八木養碩
（（（ 承平二年文書所印
（（（ 或所蔵印
（（（ 越中国印
（（（ 安芸国印　二
（（（ 宇陀郡印
（（（ 船井郡印
（（（ 承和十二年文書所印
（（（ 伊保■■印　大坂商家寺井
（（0 小田原北条家印　備前国商家河本又三郎（永禄十三年文書）
（（（ 豊臣秀家卿印　古模本
（（（ 最上出羽守義光印　蔵未詳
（（（ 家蔵尊純親王書翰所印
（（（ 同太平記古写本所印
（（（ 孟子古写本所印　蔵未詳
（（（ 陸奥国足立郡杉田村堀地所獲印　蔵未詳
（（（ 屋代弘賢所蔵印
（（（ 或所蔵印
（（（ 或所蔵印
（（0 信濃国佐久郡清川村農夫所蔵印
（（（ 或所蔵印
（（（ 大和国飛鳥社印
（（（ 厳島御社印
（（（ 熱田文庫印
（（（ 陸奥国会津恵日寺蔵印　四
（（（ 弘法大師印
（（（ 般舟三昧院印
（（（ 善導大師印
（（（ 興福寺印
（（0 元興寺印
（（（ 真言院印
（（（ 万寿年間文書所印
（（（ 立石倉印　出羽国最上立石寺
（（（ 鞍馬寺印
（（（ 古写本論語所印　江都商人□
（（（ 寂照宝府所印
（（（ 石室印　二
（（（ 明王院印　大和国高市郡鳥屋村農人掘地所獲
（（（ 五大堂印
（00 大阪隠士森川曹吾所蔵印
（0（ 或所蔵印
（0（ 道元禅師印　古模本
（0（ 或所蔵印
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扁額
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 「百寿」／観智院僧正賢賀真蹟 １ １

２ 「究竟頂」／京師金閣寺額／後小松院宸翰 １ ２
３ 「元本八神殿」／京師吉田社額／後土御門院宸翰 １ ３
４ 「大元宮」／京師吉田社額／後土御門院宸翰 １ ４
５ 「玄妙」／筆写不詳 １ ５
６ 「清水寺」／世尊寺大納言行成卿真蹟 １ ６
７ 「薬師堂」／筆写不詳 １ ７
８ 「勅謚大圓禅師」／宸翰不詳 １ ８

９ 「正一位一宮大明神」／上野国萬年橋一宮額／神祇伯従二位兼
雄卿真蹟 １ ９

（0 「弁才天」／相模国江島弁才天上之宮額／釈乗圓真蹟 １ （0
（（ 「正一位大明神」／越後国伊夜日子山額／後醍醐天皇宸翰 １ （（
（（ 「上品蓮台寺」／嵯峨天皇宸翰 １ （（

（（ 「補陀洛東門」／上野国幡多郡足摺山金剛福寺東門額／嵯峨天皇宸翰 １ （（

（（ 「日本最上日高日宮」／京師吉田社額／嵯峨天皇宸翰 １ （（
（（ 「雨宝」／上京弁天額　説曰宝字空海之所書也／嵯峨天皇宸翰 １ （（
（（ 「小倉山」／嵯峨二尊院中門額／後柏原院宸翰 １ （（
（（ 「知恩教院」／後奈良院宸翰 １ （（
（（ 「玉鳳院」／京師正法山妙心寺額／花園院宸翰 １ （（
（（ 「感神院新宮」／青蓮院宮尊祐法親王真蹟 １ （（

（0 「日輪法城禅寺」／甲斐国山梨郡東光寺村日輪法城寺額／淳和天皇宸翰 １ （0

（（ 「日本最上両太神宮」／京師吉田社楼門額／清水谷大納言実秋卿真蹟 １ （（

（（ 「刀田山」／筆者不詳 １ （（
（（ 「愛宕山」／曼殊院二品良恕法親王真蹟 １ （（
（（ 「鎌宮」／近江国加茂郡曽森鎌足宮額／林丘寺宮真蹟 １ （（
（（ 「天照山」／相模国鎌倉光明寺山門額／後花園院宸翰 １ （（
（（ 「太神光」／参河国山中太神光二村山宝蔵寺額／後花園院宸翰 １ （（
（（ 「天満宮」／上野国桐生神職家蔵／筆者不詳 １ （（
（（ 「熊野山」／上野国新田熊野山額／筆者不詳 １ （（
（（ 「八幡宮」／江戸深川永代島八幡宮額／青蓮院宮尊證法親王真蹟 １ （（
（0 「天満宮」／江戸湯島天満宮額／広橋儀同三司真蹟 １ （0
（（ 「三縁山」／江戸三縁山額／廓山上人真蹟 １ （（
（（ 「仰高」／江戸聖堂仰高門額／持明院権中納言基輔卿真蹟 １ （（
（（ 「入徳門」／江戸聖堂入徳門額／持明院権中納言基輔卿真蹟 １ （（
（（ 「杏檀」／江戸聖堂額／持明院権中納言基輔卿真蹟 １ （（
（（ 「正一位塩竈社」／陸奥国一宮額／左近中将吉村朝臣真蹟 １ （（

（（
「当山者桓武天皇勅願所最仙上人草創也本尊者笠月蓋長者持仏
薬師瑠璃光如来」／山城国比叡山根本中堂額（此額足利氏之時
罹災今存模書者可謂希世之珍矣）／世尊寺大納言行成卿真蹟

１ （（

（（ 「実城寺」／大和国吉野山学頭実城寺額／筆者不詳 １ （（
（（ 「御霊八所大明神」／筆者不詳（神田道古家蔵） １ （（
（（ 「興山寺」／紀伊国高野山興山寺額／後陽成院宸翰 １ （（
（0 「一切経蔵」／大和国法隆寺塔頭西園院蔵／弘法大師真蹟 １ （0
（（ 「毘盧蔵」／京師花園妙心寺経蔵額／伏見院宸翰 １ （（

２ （（ 「吉祥閣」／江戸東叡山山門額／大明院一品公辨法親王真蹟 ２ １
（（ 「東叡山」／江戸東叡山仁王門額／大明院一品公辨法親王真蹟 ２ ２
（（ 「瑠璃殿」／江戸東叡山中堂額／霊元院宸翰 ２ ３ 東山院宸翰
（（ 「大己貴尊」／大和国三輪社額／筆者不詳 ２ ４
（（ 「高野山」／紀伊国高野山額／弘法大師真蹟 ２ ５
（（ 「応天門」／弘法大師真蹟 ２ ６
（（ 「会昌門」／弘法大師真蹟 ２ ７
（（ 「清水寺」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ ８
（0 「浄花院」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ ９
（（ 「法華三昧堂」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （0
（（ 「釈迦堂」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（（ 「浄妙寺」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
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２ （（ 「霊鷲山」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（（ 「妙法院」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（（ 「法金剛院」／京師西山天安寺額／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（（ 「金剛心院」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（（ 「金剛乗院」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（（ 「神宮寺」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ２ （（
（0 「篤音院」／参議佐理卿真蹟 ２ （（
（（ 「錠菩提院」／参議佐理卿真蹟 ２ （0
（（ 「金剛念仏三昧院」／参議佐理卿真蹟 ２ （（
（（ 「敵国降伏」／大隅国八幡宮額／参議佐理卿真蹟 ２ （（
（（ 「霊山華厳院」／小野道風朝臣真蹟 ２ （（

（（ 「釈迦如来転法輪所当極楽土東門中心」／摂津国天王寺額／小野道風朝臣真蹟 ２ （（ 筆者不詳

（（ 「塔見門」／小野道風朝臣真蹟 ２ （（
（（ 「丹生山」／摂津国丹生山田明要寺額／小野道風朝臣真蹟 ２ （（
（（ 「萬世楽」／観智院僧正賢賀真蹟（高家長沢氏蔵） ２ （（
（（ 「天子万福」／観智院僧正賢賀真蹟（高家長沢氏蔵） ２ （（
（0 「一乗殿」／随宜楽院一品公遵法親王真蹟 ２ （（
（（ 「圓照」／世尊寺定成朝臣真蹟 ２ （0
（（ 「鶴岡山」／相模国鶴岡八幡宮額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ２ （（
（（ 「東光山」／相模国鎌倉英勝寺額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ２ （（
（（ 「宝珠殿」／相模国鎌倉英勝寺額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ２ （（
（（ 「三国第一山」／富士山鳥居額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ２ （（
（（ 「若宮大権現」／相模国鎌倉若宮権現額／青蓮院尊純法親王真蹟 ２ （（
（（ 「正一位稲荷大明神」／筆者不詳 ２ （（

（（ 「正一位大水主大明神」／讃岐国大水主社額／龍池院二品尊朝法親王真蹟 ２ （（

（（ 「正一位勲五等抜鉾太神」／上野国甘楽郡一之宮額／宸翰不詳 ２ （（
（0 「妙覚門」／大和国金峯山第四鳥居額／弘法大師真蹟 ２ （（

３ （（ 「瀧山寺」／参河国滝山寺仁王門額／小野道風朝臣真蹟 ３ １ 世尊寺正三位経朝卿
（（ 「浄土堂」／播磨国極楽山浄土寺額／小野道風朝臣真蹟 ３ ２
（（ 「愛宕山」／嵯峨青龍寺釈迦堂楼門額／小野道風朝臣真蹟 ３ ３

（（ 「正一位向日大明神」／山城国乙訓郡西岡向日社額／小野道風朝臣真蹟 ３ ４

（（ 「天神八王子」／山城国山崎八王子社額／小野道風朝臣真蹟 ３ ５

（（ 「天龍護国寺」／上野国群馬郡並榎護国寺什物／小野道風朝臣真蹟 ３ ６

（（ 「観世音寺」／筑前国太宰府観世音寺額／小野道風朝臣真蹟 ３ ７
（（ 「春敲門」／尾張国熱田社東門額／小野道風朝臣真蹟 ３ ８
（（ 「勝持寺」／西山大原野勝持寺本堂額／小野道風朝臣真蹟 ３ ９
（0 「法然寺」／小野道風朝臣真蹟 ３ （0
（（ 「長楽寺」／大和国奈良長楽寺額／小野道風朝臣真蹟 ３ （（
（（ 「永徳寺」／越後国柏崎永徳寺額／小野道風朝臣真蹟 ３ （（
（（ 「流芳楼」／小野道風朝臣真蹟 ３ （（
（（ 「頓證寺」／讃岐国白峰頓證寺額／小野道風朝臣真蹟 ３ （（
（（ 「等覚門」／大和国金峯山第三鳥居額／小野道風朝臣真蹟 ３ （（
（（ 「正一位高野大明神」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ３ （（
（（ 「稚宮八幡」／山城国石清水八幡宮額／世尊寺大納言行成卿真蹟 ３ （（
（（ 「石山寺」／近江国石山寺額／世尊寺従三位行能卿真蹟 ３ （（

（（ 「天満宮」／武蔵国多摩郡谷保村天神額／世尊寺正二位経朝卿真蹟 ３ （（

（00 「正一位稲生大明神」／世尊寺正二位経朝卿真蹟 ３ （0
（0（ 「引接寺」／山城国梅津地蔵堂額／世尊寺正二位行季卿真蹟 ３ （（
（0（ 「長福寺」／世尊寺正三位経朝卿真蹟 ３ （（
（0（ 「松門寺」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ３ （（
（0（ 「法性寺」／世尊寺大納言行成卿真蹟 ３ （（
（0（ 「神明宮」／江戸麻布延命寺額／持明院権大納言基時卿真蹟 ３ （（
（0（ 「光照山」／持明院権大納言基時卿真蹟 ３ （（
（0（ 「千龍山」／持明院権大納言基時卿真蹟 ３ （（
（0（ 「朝霧島」／持明院権大納言基時卿真蹟 ３ （（
（0（ 「玉井宮」／持明院権中納言基雄卿真蹟 ３ （（
（（0 「八幡宮」／京師東寺什物／弘法大師真蹟 ３ （0
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（（（ 「若宮八幡宮」／持明院権中納言基雄卿真蹟 ３ （（
（（（ 「石田大明神」／持明院権中納言基雄卿真蹟 ３ （（
（（（ 「稲荷大明神」／持明院権中納言基雄卿真蹟 ３ （（

（（（ 「正一位大山積神宮」／武蔵国瀬戸大山積社額／世尊寺従二位経尹卿真蹟 ３ （（

（（（ 「天満宮」／京師寺町錦天満宮額／青蓮院一品尊祐法親王真蹟 ３ （（
（（（ 「扶桑最初禅窟」／筑前国博多聖福寺額／後鳥羽院宸翰 ３ （（
（（（ 「南無山王廿一社」／伝教大師真蹟 ３ （（
（（（ 「無量寿仏尊」／筆者不詳 ３ （（

（（（ 「日本第一大霊験所熊野権現」／京師聖護院森熊野社額／昭高院道澄准后真蹟 ３ （（

（（0 「黄乗院」／相模国円覚寺額／後小松院宸翰 ３ （0
（（（ 「八幡宮」／下野国日光八幡宮額／弘法大師真蹟 ３ （（
（（（ 「霊光」／京師大徳寺方丈雲門庵額／後土御門院宸翰 ３ （（
（（（ 「発心門」／大和国金峯山第一鳥居額／弘法大師真蹟 ３ （（

４ （（（ 「天満宮」／播磨国中市郡天神鳥居額／神祇伯従二位卜部兼雄卿真蹟 ４ １

（（（ 「御霊宮」／京極宮御領内下桂村御霊宮額／藤木甲斐守敦直真蹟 ４ ２

（（（ 「正一位大社豊満大明神」／近江国愛智郡大社額／中御門前大納言宣胤卿真蹟 ４ ３

（（（ 「金峯山」／拾遺宰相入道教長卿真蹟 ４ ４
（（（ 「篤心寺」／河内国観心寺額／弘法大師真蹟 ４ ５
（（（ 「八幡宮」／弘法大師真蹟 ４ ６
（（0 「亀峯山」／弘法大師真蹟 ４ ７
（（（ 「白鳥大明神」／河内国古市白鳥社額／船橋経賢入道常覚真蹟 ４ ８
（（（ 「稲荷大明神」／高橋経和真蹟 ４ ９
（（（ 「天照皇太神宮」／高野山沙門悔焉真蹟 ４ （0
（（（ 「月華高」／瀧本坊昭乗真蹟 ４ （（
（（（ 「大内山仁和寺」／藤木甲斐守敦直真蹟 ４ （（
（（（ 「智仁勇」／藤木甲斐守敦直真蹟 ４ （（
（（（ 「山王大権現」／妙法院二品尭然法親王真蹟 ４ （（
（（（ 「善光寺」／信濃国善光寺額／弘法大師真蹟 ４ （（

（（（ 「三社大権現」／江戸浅草寺三社権現額／随宜薬院一品公遵法親王真蹟 ４ （（

（（0 「天満宮」／播磨国印南郡曽根村天神額／曼殊院二品良尚法親王真蹟 ４ （（

（（（ 「梵音寺」／弘法大師真蹟 ４ （（
（（（ 「霊鷲山」／京師東山霊山国阿堂額／弘法大師真蹟 ４ （（
（（（ 「唯一王子宮」／武蔵国豊島郡王子社額／仁和寺覚深法親王真蹟 ４ （0

（（（ 「新熊野大権現」／山城国愛宕郡日吉坂南新熊野社額／聖護院宮道晃法親王真蹟 ４ （（

（（（ 「神護国祚真言寺」／京師高雄山神護寺額／藤木甲斐守敦直真蹟 ４ （（

（（（ 「正一位稲荷大明神」／江戸下谷正法院中鳥居額／崇保院公寛法親王真蹟 ４ （（

（（（ 「稲荷大明神」／江戸下谷正法院拝殿額／蓮華光院大僧正道恕真蹟 ４ （（

（（（ 「功徳成就墜諸仏経行砌諸天神祇在此山振威験」／大和国長谷寺鳥居額／筆者不詳 ４ （（ 安井道恕僧正真蹟

（（（ 「雨乞」／弘法大師真蹟 ４ （（
（（0 「神宮寺」／弘法大師真蹟（荒木内膳家蔵） ４ （（

（（（ 「八幡宮」／播磨国印南郡松原山八正寺八幡宮額／蓮華光院大僧正道恕真蹟 ４ （（

（（（ 「天満宮」／花山院右大臣常雅公真蹟 ４ （（
（（（ 「龍泉寺」／大和国大峯泥川龍泉寺額／弘法大師真蹟 ４ （0
（（（ 「感応」／弘法大師真蹟 ４ （（
（（（ 「高林寺」／大職冠鎌足公真蹟 ４ （（
（（（ 「斐太」／越後国松山農家蔵／菅公真蹟 ４ （（
（（（ 「天満宮」／江戸小石川牛天神鳥居額／近衛大相国家凞公真蹟 ４ （（
（（（ 「天満宮」／江戸小石川牛天神鳥居額／近衛大相国家凞公真蹟 ４ （（
（（（ 「平等院」／山城国宇治郡平等院楼門額／堀川左大臣俊房公真蹟 ４ （（
（（0 「山王社」／加賀国小松山王額／船橋経賢入道常覚真蹟 ４ （（
（（（ 「拪賢閣」／花山院右大臣常雅公真蹟 ４ （（
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４ （（（ 「神護寺」／弘法大師真蹟 ４ （（
（（（ 「縁城寺」／播磨国縁城寺額／弘法大師真蹟 ４ （0

５ （（（ 「浅草寺」／江戸浅草寺楼門額／曼殊院二品良尚法親王真蹟 ５ １
（（（ 「鳳来寺」／参河国鳳来寺額／光明皇后宸翰 ５ ２ 筆者不詳
（（（ 「白雲寺」／山城国愛宕郡愛宕山額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ５ ３
（（（ 「藤沢山」／相模国藤沢山額／持明院権大納言基時卿真蹟 ５ ４
（（（ 「寛永寺」／江戸東叡山寛永寺額／後水尾院宸翰 ５ ５
（（（ 「円覚興聖禅寺」／相模国鎌倉円覚寺山門額／花園院宸翰 ５ ６
（（0 「正明寺」／宸翰不詳 ５ ７
（（（ 「笑宿亭」／筆者不詳 ５ ８
（（（ 「八幡宮」／上野国山田郡仁田山村八幡宮額／筆者不詳 ５ ９

（（（ 「正一位中山金山彦大神」／美濃国一宮鳥居額／青蓮院宮尊純法親王真蹟 ５ （0

（（（ 「智恩寺」／丹後国天橋立智恩寺額／醍醐天皇宸翰 ５ （（
（（（ 「真清田大神」／尾張国一宮額／聖武天皇宸翰 ５ （（
（（（ 「高良玉垂宮」／筑後国一宮鳥居額／参議佐理卿真蹟 ５ （（
（（（ 「平間寺」／武蔵国橘郡川崎平間寺大師堂額／石河杢亮頼直真蹟 ５ （（
（（（ 「正法院」／常陸国久慈郡益田正宗寺額／伏見院宸翰 ５ （（

（（（ 「大鏡山」／武蔵国多摩郡高田南蔵院額／蓮華光院大僧正道恕真蹟 ５ （（

（（0 「時雨亭」／大和国吉野郡川上荘多古村秋光山心月院蔵／京極黄門定家卿真蹟 ５ （（

（（（ 「金光明四天王護国之寺」／大和国東大寺額／聖武天皇宸翰 ５ （（
（（（ 「巨鼇山雲辺寺」／阿波国巨鼇山額／宸翰不詳 ５ （（
（（（ 「二尊院」／京師嵯峨二尊院額／後柏原院宸翰 ５ （0
（（（ 「丹生大明神」／大和国吉野郡丹生社額／弘法大師真蹟 ５ （（
（（（ 「帝釈寺」／但馬国妙見山帝釈寺額／大覚寺宮寛深大僧正真蹟 ５ （（
（（（ 「女体中宮」／下野国日光山瀧尾社額／弘法大師真蹟 ５ （（
（（（ 「大原大明神」／丹波国桑田郡大原社額／弘法大師真蹟 ５ （（
（（（ 「三千院」／霊元院宸翰 ５ （（
（（（ 「左宮」／陸奥国塩竈社額／持明院中納言基雄卿真蹟 ５ （（
（（0 「別宮」／陸奥国塩竈社額／持明院中納言基雄卿真蹟 ５ （（
（（（ 「右宮」／陸奥国塩竈社額／持明院中納言基雄卿真蹟 ５ （（
（（（ 「中禅寺」／常陸国筑波山中禅寺額／筆者不詳 ５ （（
（（（ 「正一位稲荷大明神」／筆者不詳 ５ （0
（（（ 「大光明宝殿」／相模国鎌倉円覚寺仏殿額／後光厳院宸翰 ５ （（

６ （（（ 「高砂社」／播磨国高砂社額／持明院権中納言基雄卿真蹟 ６ １
（（（ 「勅願所」／相模国鎌倉光明寺額／祐崇上人真蹟 ６ ２
（（（ 「勅謚記主禅師」／相模国鎌倉光明寺額／伏見院宸翰 ６ ３
（（（ 「祈祷」／相模国鎌倉光明寺額／後土御門院宸翰 ６ ４
（（（ 「正一位勲十二等粟鹿大明神」／但馬国一宮鳥居額／宸翰不詳 ６ ５
（00 「正一位籠之大明神」／丹後国天橋立籠社額／小野道風朝臣真蹟 ６ ６
（0（ 「最勝論」／相模国円覚寺額／後光厳院宸翰 ６ ７
（0（ 「琰王殿」／相模国新井閻魔堂額／智覚禅師真蹟 ６ ８
（0（ 「日本惣鎮守大山積大明神」／伊予国三島社額／参議佐理卿真蹟 ６ ９
（0（ 「清浄光寺」／相模国清浄光寺額／後光厳院宸翰 ６ （0
（0（ 「石龕寺」／丹波国井原石龕寺額／小野道風朝臣真蹟 ６ （（
（0（ 「大谷寺」／京師智恩院本堂額／後奈良院宸翰 ６ （（
（0（ 「穐葉大権現」／遠江国秋葉山鳥居額／九条准三后尚実公真蹟 ６ （（
（0（ 「天淵」／随宜楽院一品公遵法親王真蹟 ６ （（
（0（ 「霊明」／京師泉涌寺蔵／後西院宸翰 ６ （（
（（0 「正一位勲八等高野大神」／小野道風朝臣真蹟 ６ （（

（（（ 「勅謚仏徳禅師」／美濃国可児郡長瀬村虎渓山永保禅寺開山堂額／宸翰不詳 ６ （（

（（（ 「正統庵」／相模国鎌倉建長寺正統庵額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ６ （（

（（（ 「海龍王寺」／大和国法華寺村海龍王寺額／弘法大師真蹟 ６ （（

（（（ 「薬師堂」／武蔵国多摩郡高田南蔵院薬師堂額／蓮華光院大僧正道恕真蹟 ６ （0

（（（ 「伊都岐島大明神」／安芸国厳島社鳥居額／後奈良院宸翰 ６ （（
（（（ 「勅謚仏光禅師」／相模国鎌倉円覚寺額／伏見院宸翰 ６ （（
（（（ 「金剛山」／武蔵国橘郡川崎平閑寺本堂額／石川杢亮頼直真蹟 ６ （（
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（（（ 「泉涌寺」／京師泉涌寺額／張即之真蹟 ６ （（
（（（ 「瑞鹿山」／相模国鎌倉円覚寺総門額／後光厳院宸翰 ６ （（
（（0 「補陀海山円通宝閣」／京師泉涌寺山門額／玄宗皇帝宸翰 ６ （（
（（（ 「慈徳寺」／参議佐理卿真蹟 ６ （（

（（（ 「八幡宮」／相模国鎌倉鶴岡八幡宮寺額／曼殊院二品良恕法親王真蹟 ６ （（

（（（ 「岩本院」／相模国江島岩本院額／持明院権大納言基時卿真蹟 ６ （（
（（（ 「正一位護国霊験惣社大明神」／上野国群馬郡惣社額／宸翰不詳 ６ （0
（（（ 「凉清山」／相模国鎌倉鶴岡等覚院蔵／弘法大師真蹟 ６ （（
（（（ 「吟雪庵」／筆者不詳 ６ （（
（（（ 「厳島大明神」／安芸国厳島社鳥居額／後奈良院宸翰 ６ （（
（（（ 「転法輪」／安芸国厳島経蔵額／釈自休真蹟 ６ （（
（（（ 「鹿野苑」／参議佐理卿真蹟 ６ （（

７ （（0 「真言院」／弘法大師真蹟 ７ １
（（（ 「宜陽門」／弘法大師真蹟 ７ ２
（（（ 「建春門」／筆者不詳 ７ ３
（（（ 「承明門」／筆者不詳 ７ ４
（（（ 「長楽門」／弘法大師真蹟 ７ ５
（（（ 「承香殿」／弘法大師真蹟 ７ ６
（（（ 「仁寿殿」／筆者不詳 ７ ７
（（（ 「春興殿」／筆者不詳 ７ ８
（（（ 「内衙門」／筆者不詳 ７ ９
（（（ 「紫宸殿」／筆者不詳 ７ （0
（（0 「宜穐門」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「永安門」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「明義門」／堀川左大臣俊房公真蹟 ７ （（
（（（ 「左掖門」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「建礼門」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「常楽門」／弘法大師真蹟 ７ （（ 「貞観門」
（（（ 「弘徽殿」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「温明殿」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「常寧殿」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「校書殿」／筆者不詳 ７ （0
（（0 「清涼殿」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「後凉殿」／筆者不詳 ７ （（
（（（ 「貞観殿」／弘法大師真蹟 ７ （（ 「常楽殿」
（（（ 「霊源寺」／京師西加茂霊源寺額／霊元院宸翰 ７ （（
（（（ 「菩提門」／弘法大師真蹟 ７ （（
（（（ 「不老門」／藤木甲斐守敦直真蹟 ７ （（
（（（ 「南嶽門」／弘法大師真蹟 ７ （（
（（（ 「嵩山」／相模国鎌倉建長寺開山塔外門額／仏光禅師真蹟 ７ （（
（（（ 「浴室」／相模国鎌倉円覚寺浴室額／張即之真蹟 ７ （（
（（（ 「方丈」／相模国鎌倉円覚寺方丈額／張即之真蹟 ７ （0

（（0 「祈祷」「修正」／相模国鎌倉円覚寺祈祷殿祈祷修正両面額／夢窓国師真蹟 ７ （（

（（（ 「大弁才天女」／相模国江島弁天宮額／土御門院宸翰 ７ （（
（（（ 「西来庵」／相模国鎌倉建長寺開山塔中門額／雲幽真蹟 ７ （（
（（（ 「祈祷」／相模国鎌倉建長寺仏殿額／宸翰不詳 ７ （（
（（（ 「八幡宮」／相模国鎌倉称名寺八幡宮額／亀山院宸翰 ７ （（
（（（ 「海東法窟」／相模国鎌倉建長寺東門額／竹西真蹟 ７ （（
（（（ 「天下禅林」／相模国鎌倉建長寺西門額／竹西真蹟 ７ （（
（（（ 「建長興国禅寺」／相模国鎌倉建長寺山門額／筆者不詳 ７ （（ 或云宸翰或云宋子曇所書也
（（（ 「秋虹殿」／相模国鎌倉常楽寺文殊堂額／蘭渓禅師真蹟 ７ （（
（（（ 「萬年山」／相模国鎌倉円覚寺祖塔門額／筆者不詳 ７ （0
（（0 「巨福山」／相模国鎌倉建長寺総門額／筆者不詳 ７ （（ 或云趙子昴又云寧一山
（（（ 「選仏場」／相模国鎌倉円覚寺禅堂額／無準和尚真蹟 ７ （（
（（（ 「圓鑑」／相模国鎌倉常楽寺方丈額／仏光禅師真蹟 ７ （（
（（（ 「常照」／相模国鎌倉円覚寺祖塔額／従三位源氏満卿真蹟 ７ （（

（（（ 「八塩山解脱寺」／山城国長谷村解脱寺額《此額今在三井寺云》／宸翰不詳 ７ （（

（（（ 「大雲寺」／京師北岩倉大雲寺観音堂額／参議佐理卿真蹟 ７ （（
（（（ 「誓願寺」／安芸国誓願寺本堂額／宸翰不詳 ７ （（ 或云天智帝宸翰
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７ （（（ 「大悲」／山城国幡枝円通寺蔵／後水尾院宸翰 ７ （（
（（（ 「円通」／山城国幡枝円通寺蔵／後水尾院宸翰 ７ （（

（（（ 「祈祷」「修正」／陸奥国白川正雲山金勝寺祈祷修正両面額／宸翰不詳 ７ （0

（（0 「称名院」／聖護院道澄准后真蹟 ７ （（
（（（ 「金輪寺」／丹波国神尾山金輪寺額／後光厳院宸翰 ７ （（

８ （（（ 「感神院」／京師祗園社鳥居額／昭高院道晃法親王真蹟 ８ １

（（（ 「金毗羅大権現」／長門国阿武郡萩法光院金毗羅堂額／宝鏡寺宮真蹟 ８ ２

（（（ 「圓明」／京師相国寺開山塔額／後水尾院宸翰 ８ ３

（（（ 「正一位道祖神」／陸奥国笠島道祖神長所額／仁和寺覚深法親王真蹟 ８ ４

（（（ 「瑞現山」／長門国阿武郡萩瑞現山法光院額／宝鏡寺宮真蹟 ８ ５

（（（ 「天満宮」／江戸麹町龍眼寺天満宮鳥居額／随宜楽院一品公遵法親王真蹟 ８ ６

（（（ 「大山寺」／伊予国和気郡大山寺額／筆者不詳 ８ ７

（（（ 「男体大権現」／下野国日光山男体権現額／最上乗院一品公啓法親王真蹟 ８ ８

（（0 「三島大明神」／武蔵国久良郡金沢瀬戸三島明神額／神道長正二位卜部季兼卿真蹟 ８ ９

（（（ 「誓安寺」／周防国吉敷郡鋳銭司村誓安寺額／宝鏡寺宮真蹟 ８ （0
（（（ 「日向宮」／京師粟田口御日山太神宮額／清和天皇宸翰 ８ （（
（（（ 「香取新福寺」／下総国香取郡香取新福寺額／亀山院宸翰 ８ （（
（（（ 「真隆山」／伊予国古三津村儀光寺額／弘法大師真蹟 ８ （（
（（（ 「延寿」／岡本甲斐守保考真蹟 ８ （（

（（（ 「聖武皇帝御願所　成就山　満願寺」／陸奥国白川郡関山観音堂額／筆者不詳 ８ （（

（（（ 「玉島山」／武蔵国中郷多田薬師額／李三錫真蹟 ８ （（
（（（ 「勝尾寺」／摂津国勝尾寺額／清和天皇宸翰 ８ （（
（（（ 「日尾八幡宮」／伊予国久米郡南久米村八幡宮額／筆者不詳 ８ （（

（00 「正一位塩竈大明神」／陸奥国塩竈明神額／神祇伯従二位卜部兼雄卿真蹟 ８ （（

（0（ 「寥義」／伊予国久米郡南久米村石手寺額／筆者不詳 ８ （0
（0（ 「八幡宮」／遠江国中泉村八幡宮額／白一子真蹟 ８ （（
（0（ 「把不住軒」／陸奥国松島御島雲居禅室額／了堂真蹟 ８ （（
（0（ 「深砂王」／下野国日光山深砂王額／大明院一品公弁法親王真蹟 ８ （（
（0（ 「満願寺」／陸奥国白川郡関山満願寺額／月舟真蹟 ８ （（
（0（ 「天満宮」／京師北野天満宮中門額／後西院宸翰 ８ （（
（0（ 「焼火山」／隠岐国島前焼火山雲上寺額／観智院僧正賢賀真蹟 ８ （（
（0（ 「木母寺」／武蔵国隅田川木母寺額／近衛准后信尹公真蹟 ８ （（ 近衛三藐院

（0（ 「高顕院」／上野国高崎妙義山仁王門額／随宜楽院一品公遵法親王真蹟 ８ （（

（（0 「御瀧山」／下野国都賀郡乙女村泉龍寺両面額　表／黄檗南川和尚真蹟 ８ （（

（（（ 「御瀧山」／下野国都賀郡乙女村泉龍寺両面額　裏／淳元上人真蹟 ８ （0

（（（ 「巌窟堂」／陸奥国会津郡白岩村塔兼虚空蔵堂額／筆者不詳 ８ （（

（（（ 「正一位稲荷大明神」／陸奥国白川郡烏峠宝生山円福寺稲荷社額／仁和寺覚深法親王真蹟 ８ （（

（（（ 「海晏寺」／武蔵国品川海晏寺額／二階堂出羽守行氏真蹟 ８ （（
（（（ 「治陸寺」／陸奥国木幡山治陸寺額／後冷泉院宸翰 ８ （（
（（（ 「鞍馬寺」／京師鞍馬寺額／青蓮院尊證法親王真蹟 ８ （（
（（（ 「天満宮」／伊予国祝谷天満宮額／筆者不詳 ８ （（
（（（ 「周慶寺」／周防国吉敷郡宇野金村周慶寺額／後陽成院宸翰 ８ （（

（（（ 「正一位道祖神」／陸奥国笠島道祖神鳥居額／仁和寺覚深法親王真蹟 ８ （（

（（0 「金龍山」／江戸浅草寺総門額／曼殊院二品良尚法親王真蹟 ８ （（

（（（ 「根津大権現」／江戸根津権現楼門額／大明院一品公弁法親王真蹟 ８ （0

（（（ 「敬簡堂」／水戸宰相源治保卿真蹟 ８ （（
（（（ 「菅生山」／伊予国松山菅生山太宝寺額／後白河院宸翰 ８ （（
（（（ 「天満宮」／下総国葛飾郡礒部村天満宮額／屋代弘賢真蹟 ８ （（
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（（（ 「根津大権現」／江戸根津権現鳥居額／森尹祥真蹟 ８ （（
別録 （（（ 「常楽庵」／京師東福寺開山堂額／光明峯寺摂政道家公真蹟

（（（ 「恵心院」／山城国宇治恵心院本堂額／持明院権大納言基時卿真蹟
（（（ 「従正一位上石屋大明神」／世尊寺正二位経朝卿真蹟

（（（ 「熊野大権現」／京師若王子境内熊野社鳥居額／聖護院道晃法親王真蹟
（（0 「高山寺」／山城国栂尾山高山寺額／宸翰不詳
（（（ 「寶幢三昧寺」／京師壬生寺蔵／参議為長卿真蹟
（（（ 「興聖寶林禅寺」／山城国興聖寺本堂額／宸翰不詳
（（（ 「東求堂」／京師銀閣寺東求堂額／慈照院義政公真蹟

（（（ 「婆珊婆演底神最初示現之處」／山城国檀王林寺境内主夜神額／有栖川一品中務卿職仁親王真蹟
（（（ 「如法経蔵」／大和国奈良商家蔵／弘法大師真蹟
（（（ 「天満宮」／京師菅太臣社鳥居額／竹内良恕法親王真蹟
（（（ 「海眼山」／伊勢国荘野駅正法寺観音堂額／弘法大師真蹟
（（（ 「福正院」／京師誓願寺塔頭蔵／後水尾院宸翰
（（（ 「大雲院」／京師大雲院蔵／後陽成院宸翰
（（0 「同仁斎」／京師銀閣寺同仁斎額／慈照院義政公真蹟
（（（ 「曇華堂」／京師南禅寺法堂額／筆者不詳
（（（ 「龍渕室」／京師南禅寺龍渕室額／後陽成院宸翰
（（（ 「勅謚聖一國師」／京師東福寺開山堂額／伏見院宸翰
（（（ 「天神宮」／京師六条道場錦天神拝殿額／宝鏡寺宮理秀尼公真蹟
（（（ 「當麻寺」／大和国當麻寺蔵／後奈良院宸翰
（（（ 「一切経蔵」／大和国唐招提寺蔵／小野道風朝臣真蹟

（（（ 「猪上大明神」／大和国信貴山猪上社鳥居額／蓮華光院大僧正道恕真蹟

（（（ 「治國亭」／大和国釜口山長岳寺塔頭普賢院蔵／小野道風朝臣真蹟
（（（ 「岩上大明神」／大和国布留社蔵／筆者不詳

（（0 「龍象資聖禅寺」／大和国添上郡柴屋村帯解地蔵奥院本堂額／一乗院尊昭親王真蹟
（（（ 「観松」／大和国當麻寺塔頭中坊書院額／後西院宸翰
（（（ 「朝護孫子寺」／大和国信貴山本堂額／筆者不詳
（（（ 「龍蓋寺」／大和国岡寺蔵／弘法大師真蹟
（（（ 「真言院」／大和国秋篠寺額／仁明天皇宸翰
（（（ 「正一位龍田大明神」／大和国龍田本宮額／筆者不詳
（（（ 「長谷寺」／大和国長谷寺楼門額／筆者不詳
（（（ 「般若寺」／大和国奈良般若寺蔵／筆者不詳
（（（ 「唐招提寺」／大和国唐招提寺蔵／孝謙天皇宸翰

（（（ 「天照太神■地諸神■道守護砌」／大和国長谷寺額／蓮華光院大僧正道恕真蹟
（（0 「法起寺」／大和国岡本寺本堂額／蓮華光院大僧正道恕真蹟
（（（ 「東林寺」／大和国法隆寺境内末寺本堂額／高野山僧春深真蹟

（（（ 「摩利支天」／大和国奈良薬師寺摩利支天堂額／蓮華光院大僧正道恕真蹟

法帖　定家卿真蹟小倉色紙（彦根城博物館蔵「小倉山の色紙写」）
集古十種 稿

巻 № 名　　称 巻 № 備　　考
１ １ 「こひすてふ」／尾張家御蔵 １ １

２ 「あさぢふの」／秋元家蔵 １ ２
３ 「さびしさに」／長州家人益田清之助蔵 １ ３
４ 「こぬひとを」／紀伊家御蔵 １ ４
５ 「きみがため」／同　御蔵 １ ５
６ 「きみがため」／藤堂家蔵 １ ６
７ 「よのなかよ」／雲州家蔵 １ ７
８ 「やへむぐら」／加州家蔵 １ ８
９ 「たれをかも」／加州家人本多玄蕃助蔵 １ ９
（0 「これやこの」／東本願寺家人松本主殿蔵 １ （0
（（ 「たかさごの」／久世家蔵 １ （（
（（ 「わすらるる」／成瀬家蔵 １ （（
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１ （（ 「なつのよは」／三井次郎右衛門蔵 １ （（
（（ 「みよしのの」／三井三郎助蔵 １ （（
（（ 「あひみての」／南部家蔵 １ （（
（（ 「うかりける」／三井八郎兵衛蔵 １ （（
（（ 「ゆらのとを」／水戸家御蔵 １ （（
（（ 「をぐらやま」／井伊家蔵 １ （（
（（ 「ありあけの」／仙台家蔵 １ （（
（0 「ももしきや」／尾張家御蔵
（（ 「あはれとも」／因州家蔵
（（ 「わすれじの」／中川家蔵
（（ 「たまのをよ」／岡田氏蔵
（（ 「いにしへの」／後藤庄三郎蔵
（（ 「はなのいろは」／隠士貴良蔵
（（ 「かくとだに」／田安御蔵
（（ 「あらしふく」／郡山家蔵
（（ 「たごのうらに」／同蔵
（（ 「あさぼらけ」／或家蔵
（0 「みせばやな」／鴻池善右衛門蔵
（（ 「あまのはら」／邑上家蔵
（（ 「きみがため」／或家蔵
（（ 「はなさそふ」／或家蔵

・�『集古十種稿』の現存が確認できない兵器篇「甲冑」、古画・法帖篇「古画　肖像」、「七祖賛　弘法大師真蹟」、「牧渓玉澗八景」、
「名物　古画」は省略した。
・項目名は本編と目次を勘案して設定した。
・両者で掲載資料が異なる場合は『稿』の項目を網掛けで示した。


